
 1 / 10 

 

清瀬市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）概要版 
 

【改定の目的】 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法や東京都の行動計画の改定に伴い、市の行動計画

を見直す。 

・感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事の際は感染症の特徴や科学

的知見に基づく都の対応を踏まえ、迅速・着実に対策を実施する。 

 

【改定の概要】 

・東京都の行動計画に準じて改定 

・新型インフルエンザや新型コロナに限らず、幅広い呼吸器感染症を対象 

・準備期・初動期・対応期の３段階に分け、特に準備期の取組を充実 

・新型コロナ対応での課題を明確にし、長期化する可能性を踏まえ、複数の感染拡大の波

に対応する記載内容を充実 

・緊急事態時の市の初動対応について明確化 

 

 

第１部 基本的な考え方 
 

● 計画の基本的な考え方 

 ・特措法第 8 条に基づいて策定し、政府行動計画及び都行動計画に基づき、市の対策方

針や実施内容を記載 

 ・新型インフルエンザや新型コロナ以外の新たな呼吸器感染症の流行も想定 

 ・国、都、市、医療機関、事業者、市民の役割を示し、緊密な連携で対策を推進 

 ・新型コロナ対応で得た知見・経験を活用し、未知の感染症への備えを強化 

 

● 対策の目的等 

 ○ 対策の目的 

  １ 感染拡大の抑制、市民の生命及び健康の保護 

  ２ 市民生活及び市民経済に及ぼす影響の最小化 

 

 ○ 対策の実施上の留意点 

  １ 平時の備えの整理や拡充 

  ２ 市民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 

  ３ 基本的人権の尊重 

  ４ 危機管理としての特措法の性格 

  ５ 関係機関相互の連携協力の確保 

  ６ 感染症危機下の災害対応 

  ７ 記録の作成や保存 

 ○ 対策推進のための役割分担 

  ・国、都、区市町村、医療機関、事業者、市民等が互いに協力してそれぞれの役割を

果たし、一丸となって感染拡大防止に努めるため、それぞれの役割を記載 
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● 発生段階の考え方等 

  ・発生段階は、政府行動計画や都行動計画と同様に、予防や準備等の事前準備（準備

期）と、発生後の対応（初動期及び対応期）の３段階の構成とする。 

段階 区分の説明 

準備期 発生前の段階 

初動期 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した段階 

対応期 

封じ込めを念頭に対応する時期 

病原体の性状等に応じて対応する時期 

ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

 

● 対策項目 

 ○ 主な対策項目 

  ① 実施体制 

  ② 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

  ③ まん延防止 

  ④ ワクチン 

  ⑤ 保健 

  ⑥ 物資 

  ⑦ 市民生活及び市民経済の安定の確保 
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第２部 各対策項目の考え方及び取組の概要（市の取組） 

 

 第１章 実施体制 

準
備
期 

○市行動計画の作成・見直し 

 ・政府行動計画及び都行動計画に基づき本行動計画の作成及び見直しを実施 

○実践的な訓練等の実施 

 ・都と連携して新型インフルエンザ等の発生に備えた実践的な訓練を実施 

 ・市職員等に対し、必要な知識技術を獲得できる研修受講機会を確保 

○体制整備・強化 

 ・市における取組体制を整備・強化するため、業務継続計画の改定等を推進 

 ・平時から、都と連携し、市民等に対し、新型インフルエンザ等に関する情報

やその対策等について、分かりやすく情報提供・共有を実施 

○関係機関の連携の強化 

 ・国、都などと連携し、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施 

 ・関係機関と情報交換等をはじめとした連携体制を構築 

 ・特定新型インフルエンザ等対策の代行や応援の具体的な運用方法について、

都と事前に調整し、着実な準備を推進 

初
動
期 

○新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置 

 ・清瀬市感染症対策庁内連絡会議等の開催、清瀬市危機管理室の設置 

○新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

 ・政府対策本部や都対策本部が設置された場合には、市は、直ちに清瀬市新型

インフルエンザ等対策本部を設置できるよう必要な準備を実施 

 ・必要に応じて、人員体制の強化と全庁的な対応を推進 

○迅速な対応の実施に必要な予算の確保 

 ・国からの財政支援の有効活用とともに、必要に応じて、対策に要する経費に

ついて地方債を発行 

対
応
期 

○基本となる実施体制の在り方 

【派遣・応援、総合調整の要請】 

 ・必要に応じ、他の区市町村又は都に対して応援要請 

 ・必要に応じ、都に対し総合調整を行うよう要請 

○必要な財政上の措置 

 ・国からの財政支援の有効活用と、必要に応じ地方債を発行し財源を確保 

○緊急事態措置の検討等 

【市対策本部の設置・開催等】 

 ・緊急事態宣言がなされた場合、直ちに市対策本部を設置し、必要に応じ、緊

急事態措置に関する総合調整を実施 

 ・必要となる要員を柔軟かつ的確に確保し、全庁を挙げた体制を構築 

○特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 

【市対策本部の廃止】 

 ・緊急事態解除宣言がなされたときは、遅滞なく市対策本部を廃止 
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 第２章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

準
備
期 

○新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・共有 

【市における情報提供・共有】 

 ・都と連携し、平時から、感染症に関する基本的な情報や対策を可能な限り多

言語で、分かりやすく情報提供・共有 

【偏見・差別等に関する啓発】 

 ・正確な知識等が情報の受取手に適切に伝わるよう留意しながら啓発 

【偽・誤情報に関する啓発】 

 ・各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓発の実施 

 ・市民等が正確な情報を円滑に入手できるよう適切な対処に努める。 

【都と市の間における感染状況等の情報提供・共有】 

 ・都と連携して、市民等へ情報提供・共有する内容を整理 

 ・ワンボイスでの情報提供・共有を行えるよう、必要な体制を整備 

【双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進】 

 ・情報の受取手の反応や必要な情報を把握・整理し、必要な体制を整備 

 ・国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備を実施 

初
動
期 

○情報提供・共有 

【市における情提供・共有】 

 ・都と連携して、様々な属性の方に配慮し、分かりやすく情報提供・共有 

 ・市民等に対しては偏見や誤解を生まない適切な情報発信を促す。 

【都と市の間における感染状況等の情報提供・共有】 

 ・都と連携して、学校、社会福祉施設、市民等へ情報提供・共有 

 ・個人情報・プライバシーの保護に留意し、必要な情報提供・共有の実施 

○双方向のコミュニケーションの実施 

 ・情報の受取手の反応や関心を把握し、可能な限り双方向のコミュニケーショ

ンに基づくリスクコミュニケーションに努める。 

 ・国からの要請を受けて、コールセンター等を設置 

○偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

 ・情報の受取手に適切に伝わるように留意しながら情報提供・共有 

 ・国や都等が示す科学的知見等に基づく情報を市民等に提供・共有 

対
応
期 

○情報提供・共有 

【市における情報提供・共有】 

 ・新型インフルエンザ等の発生状況、感染拡大防止措置等の対策等について、

迅速かつ一体的に情報提供・共有を行う。また、市民等に対して偏見や誤解

を生まない適切な情報発信を促進 

【都と市の間における感染状況等の情報提供・共有】 

 ・都が特設サイトを開設した場合の周知協力 

 ・都と連携して、情報提供・共有 

○基本的方針 

【双方向のコミュニケーションの実施】 

 ・情報の受取手の反応や関心を把握し、可能な限り双方向のコミュニケーショ

ンに基づくリスクコミュニケーションを実施 

 ・国からの要請を受けて、コールセンター等を継続 

【偏見・差別等や偽・誤情報への対応】 

 ・情報の受取手に適切に伝わるように留意しながら情報提供・共有 

 ・国や都等が示す科学的知見等に基づく情報を市民等に提供・共有 
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 第３章 まん延防止 

準
備
期 

○新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

 ・基本的な感染対策の普及を図る。また、自らの感染が疑われる場合は、有事

の対応等について、平時から理解を促進 

初
動
期 

○市内でのまん延防止対策の準備 

 ・市は、都の対応を踏まえて、業務継続計画に基づく対応の準備を実施 

対
応
期 

○市民等に対する要請 

【基本的な感染対策に係る要請等】 

 ・換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な

感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等の取組を要請 

○事業者や学校等に対する要請 

【営業時間の変更や休業要請等】 

 ・都が緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設の管理者等へ使

用制限や休業要請等をした場合に協力する。 

○学校等における対応 

【市立学校】 

 ・新型インフルエンザ等の疑い又はり患していると診断された児童・生徒への

対応については、管轄保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管

理、消毒等への協力。児童・生徒のマスク着用等の咳エチケット、手洗い

等、感染拡大防止に努める。 

 ・患者等の集団発生がみられた場合は、保健所に報告を行うとともに、発症者

の状況確認、児童・生徒の健康観察、臨時休業などの措置を講ずる。 

 ・同じ地域や地域内の学校での流行が確認された場合は、必要に応じ、学校行

事の自粛及び臨時休業を行うなどの感染拡大防止策を講ずる。さらに、感染

が拡大し都内で流行した場合、必要に応じ、全ての市立学校の閉鎖について

検討する。 

【社会福祉施設等】 

 ・各施設設置者に対し情報提供を行い、感染拡大防止への注意喚起を図る。 

【学級閉鎖・休校等の要請】 

 ・都が、臨時休業等を学校の設置者等に要請した場合に協力する。 
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 第４章 ワクチン 

準
備
期 

○ワクチンの接種に必要な資材 

 ・平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認・準備 

○ワクチンの供給体制 

【ワクチンの配送事業者の把握、医療機関等との連携】 

 ・ワクチン配送業者の把握、市医師会等と連携した分配量の想定 

○接種体制の構築 

【接種体制】 

 ・市医師会等と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接種体制の

構築に必要な訓練を平時から実施 

【特定接種】 

 ・準備期から接種体制の構築及び特定接種対象の市職員の把握 

【住民接種】 

 ・接種対象者数を推計や、市医師会等と協力し、接種の実施方法の準備の実施 

○情報提供・共有 

【住民への対応】 

 ・市民へ予防接種やワクチンへの理解を深める啓発や情報提供等の実施 

【市における対応】 

 ・市医師会等と連携し、適切かつ効率的な予防接種の実施や健康被害の救済、

市民等への情報提供 

【衛生部門以外の分野との連携】 

 ・予防接種施策の推進に向けた、市組織の横断的な連携・協力 

 ・児童生徒への情報周知等、市教育委員会等と連携した予防接種施策の推進 

○ＤＸの推進 

 ・予防接種事務のデジタル化、スマートフォン等通知及び紙接種券等の検討 

 ・デジタル化に対応できていない医療機関とのミスマッチ防止の環境整備 

初
動
期 

○接種体制 

【接種体制の構築】 

 ・接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種体制の構築 

【ワクチンの接種に必要な資材】 

 ・準備期において必要と判断し準備した資材の適切な確保 

【特定接種】 

 ・市医師会等の協力による医療従事者の確保 

 ・登録事業者に、市医師会等の調整が得られるよう必要な支援を実施 

【住民接種】 

 ・住民基本台帳等や接種記録等を通じた接種予定数の把握 

 ・全庁的な接種実施体制の確保 

 ・市医師会等の協力による医療従事者の確保 

 ・接種実施医療機関の確保と診療時間の延長等の調整 

 ・高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者などの接種体制の構築 

 ・臨時接種会場の運営方法の検討及び運営要員の確保 

 ・接種会場における救急対応と物品や薬剤の管理 

 ・感染性産業廃棄物の適切な保管と処理 

 ・集団接種会場における適切な経路の設定、要配慮者への準備 
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対
応
期 

○ワクチンや接種に必要な資材の供給 

 ・ワクチン供給量の状況等から、実施医療機関等の接種可能量等に応じて割当 

【接種体制】 

 ・初動期に構築した接種体制に基づく接種の実施と接種体制の継続的な整備 

【特定接種】 

 ・市職員に対する特定接種の実施 

【住民接種】 

 ・接種体制構築と接種の実施会場の追加等の検討 

 ・接種会場における感染対策の実施及び医療従事者への対応 

 ・高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者などの接種体制の確保 

【接種に関する情報提供・共有】 

 ・様々な媒体を活用し、きめ細かな対応を実施 

【接種体制の拡充】 

 ・必要に応じて医療機関以外の接種会場の増設等の検討 

 ・高齢者施設等の入所者等の接種体制の確保 

【接種記録の管理】 

 ・準備期に整備したシステムを活用した接種記録の適切な管理 

○健康被害救済 

 ・予想接種による健康被害による相談、健康被害救済制度による対応 

○情報提供・共有 

 ・接種に関する情報提供や広報活動を強化・推進 

【特定接種に係る対応】 

 ・接種に必要な情報の提供 

【住民接種に係る対応】 

 ・実施主体として、住民からの基本的な相談対応 

 

 

 第５章 保健 

準
備
期 

○地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

 ・感染者やその家族、医療従事者その他の者に対する偏見・差別等は許され

ず、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨

げにもなること等について啓発 

初
動
期 

○住民への情報提供・共有の開始 

 ・国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の住民への周知、Ｑ＆

Ａの公表、住民向けのコールセンターの設置等を通じて、住民に対する速や

かな情報提供・共有体制を構築するとともに、双方向的にコミュニケーショ

ンを行い、リスク情報とその見方や対策の意義を共有 

対
応
期 

○都との情報共有及び都による相談対応 

 ・市民の理解の増進を図るために必要な情報を都と共有 

○健康観察及び生活支援 

 ・都が実施する健康観察に協力する。 

 ・都が実施する食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活を営むた

めに必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に協力 

○情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

 ・新型インフルエンザ等の対策等について、市民の理解を深めるため、市民に

対し、分かりやすく情報提供・共有 
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 第６章 物資 

準
備
期 

○感染症対策物資等の備蓄 

 ・所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な感染症対

策物資等を備蓄等するとともに、定期的に備蓄状況等を確認 

 ・救急隊員等の搬送従事者のための個人防護具の備蓄を消防機関に要請すると

ともに、必要な支援を実施 

初
動
期 

○円滑な供給に向けた準備 

 ・市医師会等から情報収集し、市内医療機関等の感染症対策物資等の備蓄・配

置状況等の把握に努め、不足するおそれのあるときは、都からの供出状況を

確認し、市が備蓄する感染症対策物資等の供出の準備等を実施 

対
応
期 

○不足物資の供給等適正化 

 ・都が実施する感染症対策物資等の供出及びその他の状況等を踏まえ、必要に

応じて市が備蓄する感染症対策物資等の供出等を行う。 

 

 

 第７章 市民生活及び市民経済の安定の確保 

準
備
期 

○情報共有体制の整備 

 ・関係機関や内部部局間での連携のため情報共有体制を整備 

○支援の実施に係る仕組みの整備 

 ・ＤＸを推進し、適切な仕組みの整備を実施。その際、デジタル機器に不慣れ

な方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に網羅的に情報が届くよう留意 

○物資及び資材の備蓄 

 ・感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ

等対策の実施に当たり、必要な食料品や生活必需品等を備蓄 

 ・都と連携し、事業者や市民等へ、新型インフルエンザ等の発生に備え、マス

クや消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨 

○生活支援を要する者への支援等の準備 

 ・新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への生活支援、搬送、死亡時の対

応等について、都と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続を検討 

○火葬能力等の把握、火葬体制の整備 

 ・都の火葬体制を踏まえ、市域における火葬の適切な実施ができるよう調整 

○その他必要な体制の整備 

 ・国、都及び近隣市町村区市町村並びに廃棄物処理業者と連携し、新型インフ

ルエンザ等の発生時に、廃棄物を適切に処理できるよう、適宜、情報共有 

初
動
期 

○市民生活への配慮 

 ・来庁者向け及び庁舎執務室における感染防止対策を段階的に実施 

 ・市の施設における感染防止対策の段階的な実施や施設の利用縮小・休止の検

討、及び市が実施するイベントでの感染防止対策の段階的な実施やイベント

の中止・延期を検討 

 ・市への届出・申請等について、対面を避ける検討など必要な対応を準備 

 ・要配慮者の支援や、平常時のごみ処理の維持が困難になる場合に備えた準備 

○遺体の火葬・安置 

 ・火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、一時的に遺体

を安置できる施設等の確保ができるよう準備 
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対
応
期 

○市民生活の安定の確保を対象とした対応 

【心身への影響に関する施策】 

 ・新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措

置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策を講ずる 

【生活支援を要する者への支援】 

 ・要配慮者等に必要に応じ生活支援、搬送、死亡時の対応等を実施 

【教育及び学びの継続に関する支援】 

 ・学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継

続に関する取組等必要な支援を実施 

【生活関連物資等の価格の安定等】 

 ・物価安定のため、買い占めや値上防止策を講ずる 

【埋葬・火葬の特例等】 

 ・関係機関と連携し、円滑な火葬が実施できるよう努めるとともに、火葬場の

火葬能力の限界を超えた場合、一時的に遺体を安置する施設及び人員を確保 

○社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

【事業者に対する支援】 

 ・影響を受けた事業者支援に必要な措置を公平性にも留意し効果的に講ずる 

【水の安定的な供給に関する措置】 

 ・都が、水の安定的かつ適切な供給のため必要な措置を講ずることを把握 

 

 

第３部 市政機能を維持するための市の危機管理体制 

 

● 市における危機管理体制 

 

 ○市の初動対応 
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 ○市対策本部の概要 

  ・特措法により、緊急事態宣言がされたときは、直ちに清瀬市新型インフルエンザ等

対策本部条例に基づく市対策本部を設置 

 

 ○市対策本部の構成 

  【組織及び職員】 

   ・本部長は市長をもって充て 、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

   ・副本部長は副市長及び教育長をもって充て 、本部長を補佐し、本部長に事故が

あるときはその職務を代理する 。 

   ・本部員は、清瀬市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則に規定する者【市

の部長相当職又は課長相当職のうち規則で定める者】をもって充てる。 

   ・本部には上記のほか、必要な職員を置くことができ、市長が任命する 。 

   ・本部に部を置き、部には統括者として部長を置く。 

  【会議】 

   ・市対策本部会議 

     本部員で構成し、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項を審議する。 

   ・部長会議 

     本部の部長で構成し、で新型インフルエンザ等対策の推進を図る。 

 

● 市政機能の維持 

 

 〇業務区分の考え方 

  
 

 〇各部の業務継続と応援体制 

  ・本行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生対応及び事業継続のため、業務

継続計画（ＢＣＰ）を作成し、各課レベルで業務の優先順位を決定し、業務を継続

する。また、業務継続を行う上で、各部において人員が不足する場合には、業務継

続計画（ＢＣＰ）に基づき、全庁的な応援体制により対応する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

清瀬市新型インフルエンザ等対策行動計画 

(案) 
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１ 

はじめに 

 

【清瀬市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の目的】 

令和２（2020）年１月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
1（以下「新型コロナ」という。）の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が

拡大する中で、人々の生命及び健康が脅かされ、経済や暮らしなど社会全般に重大

な影響がもたらされた。この未曽有の感染症危機において、清瀬市（以下「市」と

いう。）は、国や東京都（以下「都」という。）の対応を踏まえながら対策を講ず

るとともに、市民・事業者・医療従事者等の尽力により、一丸となって幾度もの感

染の波を乗り越えてきた。 

今般の清瀬市新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「本行動計画」という。）

の改定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下

「特措法」という。）をはじめとする法改正や東京都新型インフルエンザ等対策行

動計画（以下「都行動計画」という。）等の改定及び新型コロナへの対応（以下

「新型コロナ対応」という。）を踏まえて見直しを行うものである。 

今後は、本行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとと

もに、有事の際は、感染症の特徴や科学的知見に基づく都の対応を踏まえ、迅速か

つ着実に必要な対策を実施していく。 

 

【行動計画の改定概要】 

市では、国の行動計画やガイドラインを踏まえ、平成 21年 5月に「清瀬市新型イ

ンフルエンザ対策行動計画」を策定し、新型インフルエンザ対策を推進してきた。 

平成 25（2013）年４月に特措法が施行されたことに伴い、新型インフルエンザ等

対策政府行動計画（以下「政府行動計画」という。）及び都行動計画が新たに作成

されたことを踏まえ、新型インフルエンザ等発生時の危機管理対応の規範とするべ

く、市が既に策定してきた行動計画等を一本化し、特措法第 8 条に基づき、平成 27

年 3 月に新たな「清瀬市新型インフルエンザ等対策行動計画」（以下「市行動計画」

という。）を作成した。 

今般、令和６（2024）年７月に政府行動計画が、令和７（2025）年５月に都行動

計画が改定されたことを受け、市においても、本行動計画の改定を行うものである。 

                                                                 
1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和 2（2020）年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関（ＷＨＯ）に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限

る。 
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基本的には都行動計画に準じた改正を行い、対象とする疾患についても、新型イ

ンフルエンザや新型コロナウイルス感染症等2だけでなくその他の幅広い呼吸器感染

症をも念頭に置くこととした上で、記載を３期（準備期、初動期及び対応期）に分

け、特に準備期の取組を充実させている。 

また、新型コロナ対応で課題となった項目を独立させるなど、対策項目の見直し

を行うとともに、感染が長期化する可能性も踏まえ、複数の感染拡大の波への対応

等についても記載の充実を図っている。 

加えて、感染症に係る緊急事態に際し、速やかに事態を把握し、緊急かつ総合的

な対応を行うため、市の初動対応についても本行動計画において示している。 

 

 

                                                                 
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」とい

う。）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症及び同項第４号に規定する再興型コロナウイ

ルス感染症をいう。以下同じ。 
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第１部 基本的な考え方 

第１章 計画の基本的な考え方 

1  根拠 

本行動計画は、特措法第８条の規定に基づき策定する計画である。 

 

2  対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。） 

ア 新型インフルエンザ等感染症3 

イ 指定感染症4（当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全

国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

ウ 新感染症5（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

 

3  計画の基本的な考え方 

（１）政府行動計画及び都行動計画に基づき、市における新型インフルエンザ等へ

の対策の実施に関する基本的な方針や市が実施する対策を示すとともに、新型

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の新たな呼吸器感染症等が

流行する可能性も想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、

病原性の強弱等の様々な状況下で対応ができるよう、対策の選択肢を示すもの

である。 

（２）国、都、市、医療機関、指定（地方）公共機関、事業者及び市民の役割を示

し、市や事業者の新型インフルエンザ等の対策が緊密に連携して推進されるよ

うにする。 

（３）新型コロナ対応で積み重ねた知見・経験を関係機関や市民等とも共有し、今

後発生し得る未知なる感染症の危機に備える。 

 

4  計画の推進 

本行動計画には、新型インフルエンザ等に関する最新の科学的な知見を取り入れ

ていく。 

また、新型インフルエンザ等の発生に備え、都と連携して、市や関係機関、市民

等について、平時から教育・訓練・啓発の実施などを通して対応能力を高めるとと

もに、機動的に計画を検証し、必要に応じて修正を行っていくこととする。 

 

                                                                 
3 感染症法第６条第７項 

4 感染症法第６条第８項 

5 感染症法第６条第９項 
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5  計画の改定 

本行動計画の改定に当たっては、特措法の規定6に基づき、感染症に関する専門

的な知識を有する者その他の学識経験者、医療関係団体、保健所等の代表等からな

る「清瀬市新型インフルエンザ等対策協議会」に意見を聴き、行う。 

 

 

                                                                 
6 特措法第８条第７項 
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第２章 対策の目的等 

第１節 対策の目的 

新型インフルエンザ等対策を危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の２点

を主たる目的として対策を講じていく7。 

 

1  感染拡大の抑制、市民の生命及び健康の保護 

（１）感染拡大の速度を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備や治

療薬・ワクチン製造等のための時間を確保する。 

（２）流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽

減するとともに、迅速かつ効率的な医療提供体制の強化を図ることで、患者数

等が医療提供体制のキャパシティを超えないようにすることにより、治療が必

要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 

（３）適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

＜対策の概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイ

ドライン） 

 

                                                                 
7 特措法第１条 
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2  市民生活及び市民経済に及ぼす影響の最小化 

（１）感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行

うことにより、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防

止に関する措置による市民生活及び市民経済への影響を軽減する。 

（２）市民生活及び市民経済の安定を確保する。 

（３）地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。 

（４）業務継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は市民生活及び市

民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 
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第２節 対策実施上の留意点 

市は、新型インフルエンザ等の発生時やその準備段階において、特措法その他の

法令、国が定める基本的対処方針又は本行動計画に基づき、国、都、他区市町村・

指定（地方）公共機関等と相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策8を的確か

つ迅速に実施する。この場合において、次の点に留意する。 

 

1  平時の備えの整理や拡充 

感染症危機への対応には平時からの体制作りが重要である。このため、以下の

（１）から（４）までの取組により、平時の備えの充実を進め、訓練により迅速な

初動体制を確立することを可能とするとともに、迅速かつ効率的な情報収集・共

有、分析のための基盤となるＤＸの推進等を行う。 

 

（１）新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整理、リ

スクコミュニケーション9等の備え 

将来に高い確率で起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策

を関係者間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。 

（２）迅速な初動の体制整備 

初動対応については、未知の感染症や新型インフルエンザ等が国内で発生し

た場合も含め様々なシナリオを想定し、初発の感染事例を確認した後速やかに

初動対応に動き出せるように体制整備を進める。 

（３）関係者や市民等への普及啓発等を通じた不断の点検や改善 

感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携わる

関係者や市民等に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備えをより万全

なものとするために、平時の備えについて不断の点検や改善を行う。 

（４）迅速かつ効率的な情報共有体制の整備 

新型インフルエンザ等対策所管部署の負担軽減、医療関連情報の有効活用、

国と都及び他区市町村との円滑な連携等を図るため、ＤＸの推進、都や他区市

町村との共同によるシステム開発・調達など、関係者間の迅速かつ効率的な情

報共有体制の整備を進める。 

 

 

                                                                 
8 特措法第２条第２号に規定する新型インフルエンザ等対策をいう。以下同じ。 

9 リスクコミュニケーションとは、個人、機関、集団間での情報や意見のやり取りを通じて、リスク情報とその

見方の共有を目指す活動であり、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）の

ため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念 
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2  市民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 

対策に当たっては、市民等の理解や協力が最も重要である。このため、平時から

感染症や感染対策の基本的な知識を、学校教育の現場をはじめ様々な場面を活用し

て普及させ、こどもを含め様々な年代の市民等の理解を深めるための分かりやすい

情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、可能な限り科学的根拠に基づ

いた情報提供・共有により、市民等が適切な判断や行動をとれるようにする。特に、

国や都がまん延防止等重点措置10や緊急事態措置11等の強い行動制限を伴う対策を

講ずる場合には、対策の影響を受ける市民等や事業者の状況も踏まえ、市も協力し

て、対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説明する。 

 

3  基本的人権の尊重 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重するこ

ととし、特措法による要請や行動制限等により、市民の自由と権利に制限を加える

場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のも

のとする12。 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、法令の根拠があることを前提と

して、リスクコミュニケーションの観点からも、市民等に対してその意義や必要性

等を十分説明し、理解を得ることを基本とする。 

また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗
ひ ぼ う

中傷等の新型インフルエン

ザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あってはならな

いものである。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を

遅らせる原因となる可能性がある。また、新型インフルエンザ等に対応する医療従

事者等の人権の保護や士気の維持の観点等からも、防止すべき課題である。 

さらに、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より大きな影響を受け

る可能性がある社会的弱者への配慮について留意するなど、感染症危機においても

市民の安心を確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り

組む。 

 

  

                                                                 
10 特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置をいう。以下同じ。 

11 特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。以下同じ。 

12 特措法第５条 
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4  危機管理としての特措法の性格 

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備え

て様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフ

ルエンザ等感染症や指定感染症、新感染症が発生したとしても、病原性の程度や、

ワクチン・治療薬等による対策が有効であること等により、まん延防止等重点措置

や緊急事態措置を講ずる必要性にも相違が生じることが考えられ、どのような状況

下でもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。 

 

5  関係機関相互の連携協力の確保 

政府対策本部、都対策本部13及び市対策本部14は、相互に緊密な連携を図りつつ、

新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。 

都は、市から新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請があっ

た場合には、その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総合調

整を行うこととする15。 

 

6  感染症危機下の災害対応 

市は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や避難所施

設の確保及び自宅療養者等の対応など体制の強化等に努めていく。また、発災時に

は、都や他区市町村と連携し、発生地域における状況を適切に把握するとともに、

必要に応じ、避難所における感染症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避

難の支援等を行う。 

 

7  記録の作成や保存 

市は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、市対策本部における新型インフ

ルエンザ等対策の実施に係る記録を作成・保存し、これを公表する。 

 

                                                                 
13 特措法第 22 条14 特措法第 34 条及び清瀬市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成 25年清瀬市条例第 23

号。以下「対策本部条例」という。）15 特措法第 24 条第１項及び第 36 条第２項 

14 特措法第 34 条及び清瀬市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成 25 年清瀬市条例第 23 号。以下「対策本

部条例」という。）15 特措法第 24 条第１項及び第 36 条第２項 

15 特措法第 24 条第１項及び第 36 条第２項 
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第３節 対策推進のための役割分担 

新型インフルエンザ等から一人でも多くの生命を守り、社会経済活動への影響を

最小限にするためには、国、都、区市町村、医療機関、事業者、市民等が互いに協

力してそれぞれの役割を果たし、一丸となって感染拡大防止に努めるとともに、市

民生活及び市民経済を維持しなければならない。新型インフルエンザ等が発生すれ

ば、誰もがり患する可能性があり、互いに協力してそれぞれの役割を果たすことが

求められる。 

 

1  国 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策

を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型

インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の

態勢を整備する責務を有する16。また、国は世界保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関

や諸外国との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。 

また、国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調

査や研究の推進に努める17とともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究

に係る国際協力の推進に努める18。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエ

ンザ等の発生時におけるワクチンや診断薬、治療薬等の早期の開発や確保に向けた

対策を推進する。 

国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に位置

付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等

により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。 

また、国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議19及びそれを補佐する新型イン

フルエンザ等に関する関係省庁対策会議20の枠組みを通じ、政府一体となった取組

を総合的に推進する。 

                                                                 
16 特措法第３条第１項 

17 特措法第３条第２項 

18 特措法第３条第３項 

19 「新型インフルエンザ等対策閣僚会議の開催について」（平成 23 年９月 20 日閣議口頭了解）」に基づき開

催 

20 「新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の設置について」（平成 16 年３月２日関係省庁申合せ）」

に基づき開催 
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指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフ

ルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応

をあらかじめ決定しておく。 

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定

し、対策を強力に推進する。その際、国は、新型インフルエンザ等対策推進会議21

（以下「推進会議」という。）等の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民等

や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関する基本的

な情報の提供・共有を行う。 

 

2  地方公共団体 

地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、基本的対処方針に基

づき、自らの区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、その

区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責

務を有する。 

 

3  都 

都道府県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割

を担っており、基本的対処方針に基づき、地域における医療提供体制の確保やまん

延防止に関し的確な判断と対応が求められる。 

都は、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医

療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供

体制を整備するほか、民間検査機関又は医療機関等と検査等措置協定を締結し、検

査体制を構築する等、医療提供体制、検査体制、宿泊療養等の実施体制並びに保健

所の対応能力の確保について、計画的に準備を行う。これにより、感染症有事の際

には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。こうした取組においては、都

は、特別区及び保健所を設置する市（以下「保健所設置区市」という。）、感染症

指定医療機関22、東京都医師会（以下、「都医師会」という。）等の関係団体等で

構成される東京都感染症対策連携協議会23等を通じ、予防計画や医療計画等につい

て協議を行うことが重要である。また、予防計画に基づく取組状況を毎年度国に報

告し、進捗確認を行う。これらにより、平時から関係者が一体となって、医療提供

体制の整備や新型インフルエンザ等のまん延を防止していくための取組を実施し、

ＰＤＣＡサイクルに基づき改善を図る。 

                                                                 
21 特措法第 70 条の２の２に規定する新型インフルエンザ等対策推進会議をいう。 

22 感染症法第６条第 12 項に規定する感染症指定医療機関のうち、政府行動計画上では「特定感染症指定医療機

関」、「第一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」に限るものとする。 

23 感染症法第 10 条の２ 
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4  市 

市は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、自宅療

養を行う住民の生活支援、新型インフルエンザ等の発生時における高齢者や障害者

等の要配慮者への支援に関し、基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施するこ

とが求められる。対策の実施に当たっては、都や近隣の区市町村と緊密な連携を図

る。 

 

5  医療機関 

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、

新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、都

と医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具をはじめとした

感染症対策物資等24の確保等を推進することが求められる。また、新型インフルエ

ンザ等の患者の診療体制を含めた、業務継続計画の策定及び地域の関係機関との連

携を進めることが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保

するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、都からの要請に応じて、病床確保、

発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。 

 

6  指定（地方）公共機関 

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法に基

づき25、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

  

                                                                 
24 感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。）第２条第１項に規定する医薬品）、医療機

器（薬機法第２条第４項に規定する医療機器）、個人防護具（着用することによって病原体等にばく露するこ

とを防止するための個人用の道具）、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められ

る物資及び資材 

25 特措法第３条第５項 
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7  登録事業者 

特定接種26の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄

与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の発生時においても最

低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができる

よう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における感染対策の実施や重要業

務の事業継続等の準備を積極的に行うことが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努める27。 

 

8  一般の事業者 

事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染

対策を行うことが求められる。 

市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエン

ザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合

も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための

措置の徹底が求められる28ため、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を

行うように努める等、対策を行う必要がある。 

 

9  市民 

市民は、新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情

報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、感染症の流

行状況等を踏まえ、平素からの健康管理に加え、基本的な感染対策（換気、マスク

着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）等の個人レベルでの感染対策

を実践するよう努める。また、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、個人レベ

ルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うよ

う努める。 

新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されている

対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施

するよう努める29。 

 

                                                                 
26 特措法第 28 条第３項に規定する特定接種をいう。以下同じ。 

27 特措法第４条第３項 

28 特措法第４条第１項及び第２項 

29 特措法第４条第１項 
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第３章 発生段階等の考え方 

1  発生段階の考え方 

新型インフルエンザ等への対策は、患者発生の状況に応じて講ずべき対応が異な

ることから、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うこと

ができるよう、あらかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応

じた対応方針を定めておく必要がある。 

発生段階は、政府行動計画や都行動計画と同様に、予防や準備等の事前準備の部

分（準備期）と、発生後の対応のための部分（初動期及び対応期）に大きく分けた

構成とする。 

 

2  各段階の概要 

（１）準備期 

新型インフルエンザ等の発生前の段階では、市民に対する周知啓発や市・事

業者による業務継続計画等の策定、ＤＸの推進や人材育成、実践的な訓練の実

施による対応体制の定期的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生に備

えた事前の準備を行う。 

（２）初動期 

国において、感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知し、政

府対策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの

間、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を行う時

間を確保するため、都の対応を踏まえ、新型インフルエンザ等の特徴や事態の

推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。 

（３）対応期 

対応期については、以下の四つの時期に区分する。 

・封じ込めを念頭に対応する時期 

・病原体の性状等に応じて対応する時期 

・ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

・特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
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 ＜発生段階及び各段階の概要＞ 

段階 区分の説明 概要 

準
備
期 

発生前の段階 

・水際対策の実施体制の構築、地域における医療提供体制の整

備や抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄、ワクチンや治療

薬等の研究開発と供給体制の整備、市民に対する啓発や市・

事業所による事業継続計画等の策定、DX の推進や人材育

成、新型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を周到

に行っておくことが重要である。 

初
動
期 

新型インフルエ

ンザ等に位置付

けられる可能性

がある感染症が

発生した段階 

・感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して

以降、政府対策本部が設置されて基本的対処方針が定めら

れ、これが実行されるまでの間、感染症の特徴や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を明らかにしつつ、感

染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準

備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴

や事態の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。 

対
応
期 

封じ込めを念頭

に対応する時期 

・政府対策本部の設置後、都内・市内での新型インフルエンザ

等の発生の初期段階では、病原体の性状について限られた知

見しか得られていない中で、諸外国における感染動向等も考

慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に対応する（この段階で新

型インフルエンザであることが判明した場合は、抗インフル

エンザウイルス薬やプレパンデミックワクチン等の対応を開

始し、検査・診療により感染拡大防止を図ることができる可

能性があることに留意する。）。 

病原体の性状等

に応じて対応す

る時期 

・感染の封じ込めが困難な場合は、知見の集積により明らかに

なる病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づき、感染拡

大のスピードや潜伏期間等を考慮しつつ、確保された医療提

供体制で対応できるレベルに感染拡大の波（スピードやピー

ク等）を抑制するべく、感染拡大防止措置等を講ずることを

検討する。 

ワクチンや治療

薬等により対応

力が高まる時期 

・ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等へ

の対応力が高まることを踏まえて、科学的知見に基づき対策

を柔軟かつ機動的に切り替える（ただし、病原体の変異によ

り対策を強化される必要が生じる可能性も考慮する。）。 

特措法によらな

い基本的な感染

症対策に移行す

る時期 

・最終的に、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体

の変異により病原性や感染性等が低下すること及び新型イン

フルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることにより特措

法によらない基本的な感染症対策（出口）に移行する。 
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第４章 対策項目 

1  主な対策項目 

本行動計画は、新型インフルエンザ等対策の二つの主たる目的である「感染拡大

を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する」こと及び「市民生活及び市

民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するための戦略を実現す

る具体的な対策を定めるものである。 

それぞれの対策の切替えのタイミングを示し、関係機関等においても分かりやす

く、取り組みやすいようにするため、以下の７項目を行動計画の主な対策項目とす

る。 

① 実施体制 

② 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

③ まん延防止 

④ ワクチン 

⑤ 保健 

⑥ 物資 

⑦ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

 

2  対策項目ごとの基本理念と目標 

主な対策項目である７項目は、新型インフルエンザ等対策の主たる目的の実現に

当たって、それぞれの項目が関連し合っていることから、一連の対策として実施さ

れる必要がある。そのため、以下に示す①から⑦までのそれぞれの対策項目の基本

理念と目標を把握し、対策の全体像や相互の連携を意識しながら対策を行うことが

重要である。 

 

① 実施体制 

感染症危機は市民の生命及び健康、市民生活及び市民経済に広く大きな被害

を及ぼすことから、医療従事者や市民・事業者の協力の下、国や都、近隣区市

町村とも連携し、実効的な対策を講じていくことが重要である。そのため、新

型インフルエンザ等の発生前から、関係機関間において緊密な連携を維持しつ

つ、人材の確保・育成や実践的な訓練等を通じて対応能力を高めておく必要が

ある。新型インフルエンザ等の発生時には、平時における準備や都の対応を基

に、的確な政策判断とその実行につなげていくことで、感染拡大を可能な限り

抑制し、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が

最小となるようにする。 
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② 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

感染症危機においては、様々な情報が錯綜
さくそう

しやすく、不安とともに、偏見・

差別等が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中

で、表現の自由に十分配慮しつつ、各種対策を効果的に行う必要があり、その

時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報を迅速に提供するとと

もに、可能な限り双方向のコミュニケーションを行い、市民等、医療機関、事

業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行

動できるようにすることが重要である。このため、市は、平時から、市民等の

感染症に対する意識の把握に努め、感染症危機に対する理解を深めるとともに、

想定される事態に備え、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整

備や取組を進める必要がある。 

 

③ まん延防止 

新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限に

とどめるとともに、市民生活及び市民経済への影響を最小化することを目的と

する。都が行う適切な医療の提供や、必要に応じてまん延防止対策を講ずるこ

とで、感染拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要する患者数を医療提供

体制が対応可能な範囲内に収めることにつなげることが重要である。特に、有

効な治療薬がない場合や、予防接種が実施されるまでの間は、公衆衛生上の観

点から実施するまん延防止対策は重要な施策であるため、市としても、都が実

施する緊急事態措置やまん延防止等重点措置等の対応を踏まえ、適切に対応し

ていくことが重要である。 

一方で、特措法第５条において、国民の自由と権利に制限を加える場合、そ

の制限は新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとすると

されていることや、まん延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与える面が

あることを踏まえ、対策の効果と影響を総合的に勘案し、新型インフルエンザ

等の病原性や感染性等に関する情報、ワクチン及び治療薬の開発や普及等の状

況の変化に応じて、実施しているまん延防止対策の縮小や中止等の見直しを機

動的に行うことが重要である。 

 

④ ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、市民の健

康を守るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医

療提供体制が対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエンザ等による

健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。都及び
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市は、医療機関や事業者、関係団体等とともに、平時から接種の具体的な体制

や実施方法について準備をしておく必要がある。 

新型インフルエンザ等の発生時には、国において、我が国における開発・生

産はもとより、外国からの輸入、外国で開発された製品の国内生産等の全ての

手段を通じて、安全で有効なワクチンの迅速な供給を行うとともに、都及び市

においても、接種に当たっては、事前の計画を踏まえつつ、新型インフルエン

ザ等に関する新たな知見を踏まえた柔軟な運用を行う。 

 

⑤ 保健 

新型インフルエンザ等の発生状況は地域によって異なることから、地域の感

染状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、市民の生命及び健康を

保護する必要がある。その際、市民への情報提供・共有、リスクコミュニケー

ションを適切に行い、地域の理解や協力を得ることが重要である。 

 

⑥ 物資 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延するおそ

れがあり、感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物

資等の不足や流通の乱れ等により、市民の生命及び健康への影響が生じること

を防ぐことが重要である。このため、平時から備蓄等の推進や円滑な供給に向

けた対策等を講ずることが重要である。 

国は、平時から医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等を推進すると

ともに、感染症対策物資等の需給状況の把握等のために必要な体制を整備する

ほか、新型インフルエンザ等の発生時には、感染症対策物資等の需給状況の把

握を行い、不足が懸念される場合等には、医療機関等で必要な感染症対策物資

等が確保されるよう取り組む。 

 

⑦ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶとと

もに、市民生活及び市民経済に大きな影響が及ぶ可能性がある。このため、新

型インフルエンザ等の発生時に備え、事業者や市民等に必要な準備を行うこと

を勧奨する。また、指定（地方）公共機関は、業務計画の策定等の必要な準備

を行う。 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民生活及び市民経済の安定の確保に

必要な対策や支援を行う。事業者や市民等は、平時の準備を基に、自ら事業継

続や感染防止に努める。 
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第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合は、事態を

的確に把握し、関係機関が一丸となって取組を推進することが重要である。その

ため、あらかじめ、役割を整理するとともに、有事の際に機能する指揮命令系統

等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞれの役割を実現するため

の人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。 

また、研修や訓練を通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、

定期的な会議の開催等を通じて関係機関間の連携を強化する。 

 

1-1  市行動計画の作成・見直し 

市は、政府行動計画及び都行動計画に基づき本行動計画を作成し30、必要に応

じて新型インフルエンザ等の発生に備えた本行動計画の見直しを行うものとする。 

なお、本行動計画を変更する際は、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識

を有する者その他の学識経験者の意見を聴くものとする31。   

 

1-2  実践的な訓練等の実施 

① 市は、政府行動計画及び都行動計画の内容を踏まえ、都と連携して新型イン

フルエンザ等の発生に備えた実践的な訓練を実施する。   

② 市は、新型インフルエンザ等対策に携わる市職員等に対し、必要な知識技術

を獲得できる研修受講の機会を確保する。         

 

  

                                                                 
30 特措法第８条第１項 

31 特措法第８条第７項 
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1-3  体制整備・強化 

① 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施

するために必要な人員体制等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続

を図り、市における取組体制を整備・強化するため、業務継続計画の改定等を

進める。   

② 市は、平時から、都と連携し、市民等に対し、感染症に関する基本的な情報

や感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報やその対策

等について、分かりやすく情報提供・共有を行う。 

③ 市は、特措法の定めのほか、市対策本部に関し、必要な事項を条例及び規則

等で定める32。 

 

1-4  関係機関の連携の強化                  

① 市は、国、都及び指定（地方）公共機関と連携し、新型インフルエンザ等の

発生に備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。 

② 国、都、市及び指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備

え、国内の業界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等をはじめとした

連携体制を構築する。                    

③ 市は、第３節（対応期）3-1-1 に記載している特定新型インフルエンザ等対

策33の代行や応援の具体的な運用方法について、都と事前に調整し、着実な準

備を進める。 

 

 

                                                                 
32 特措法第 26 条及び第 37 条 

33 特措法第２条第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ等対策をいう。以下同じ。 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、危機

管理として事態を的確に把握するとともに、市民の生命及び健康を保護するた

め、緊急かつ総合的な対応を行う必要がある。そのため、準備期における検討等

に基づき、必要に応じて清瀬市危機管理室（以下「危機管理室」という。）を設

置し、都及び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型イ

ンフルエンザ等対策を迅速に実施する。 

 

2-1  新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置 

2-1-1  清瀬市危機管理室34の設置 

市は、新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合にお

いて、危機管理上、必要があると認める場合には、危機管理室を設置し、情報の

収集・共有を行うとともに、市の初動対応など危機に対処するための方策につい

て検討を行う。 

 

2-2  新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

① 市は、国や都から新型インフルエンザ等が発生したと認める旨を公表するこ

とについての情報を入手した場合には、直ちに市長に報告するとともに、危機

管理所管部と保健衛生所管部の相互で情報共有する。 

② 政府対策本部や都対策本部が設置された場合には、市は、新型インフルエン

ザ等緊急事態宣言35（以下「緊急事態宣言」という。）を想定し、直ちに清瀬

市新型インフルエンザ等対策本部を設置できるよう必要な準備を進める。 

 

③ 市は、必要に応じて、本章第１節（準備期）1-3 を踏まえ、必要な人員体制

の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。    

 

 

2-3  迅速な対応の実施に必要な予算の確保 

市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国からの財政支援を有効に活用

することを検討するとともに、必要に応じて、対策に要する経費について地方債

を発行することを検討し、所要の準備を行う。   

                                                                 
34 清瀬市危機管理室設置要綱（平成 24 年清瀬市訓令第 55 号）第 1 条 

35 特措法第 32 条第 1 項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言をいう。以下同じ。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等

の発生から、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束36

するまで、その間の病原体の変異も含め、長期間にわたる対応も想定されること

から、持続可能な実施体制とすることが重要である。 

感染症危機の状況並びに市民生活及び市民経済の状況や、各対策の実施状況に

応じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病

原体の変異及びワクチンや治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化が

あった場合には、都の対応を踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切り替えること

で、可能な限り早期にかつ少ない影響で感染症危機に対応することを目指す。 

 

3-1  基本となる実施体制の在り方 

国、都及び市の基本となる実施体制の概要については以下のとおりとする。 

                             

3-1-1  国による総合調整及び指示 

① 国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機関に対し、

新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う37。新型インフルエンザ等

のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるに

もかかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実施されず、都道府県及び

指定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行われる必要がある等、新型イ

ンフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めると

きは、その必要な限度において国は必要な指示を行う38。 

② 当該総合調整及び指示は、地方公共団体等における新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に実施することにより、他の地方公共団体や全国へのまん延

を防止することを目的として実施されるものである。例えば、地方公共団体間

で、施設の使用制限や営業時間の短縮等の措置の実施の方針が異なり、全国的

                                                                 
36 患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。 

37 特措法第 20 条第１項 

38 特措法第 20 条第３項。なお、ＪＩＨＳ以外の指定公共機関に対する指示は、緊急事態宣言時のみ可能である

（特措法第 33 条第１項）。 
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な感染拡大の防止を実効的に行う観点から当該地方公共団体において一体的な

対策を講ずる必要がある場合等に行われることが考えられる。 

③ 国は、感染症法に基づき、都道府県等の区域を越えて人材確保又は移送を行

う必要がある場合等において、都道府県等、医療機関その他の関係機関に対し

て、まん延防止のために必要な措置に関する総合調整を行う39。あわせて、都

道府県等が感染症法等に定める事務の管理等を適切に行わない場合において、

全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、国は

必要な指示を行う40。 

 なお、国は、都道府県等が行う新感染症に係る事務に関し必要な指示をしよう

とする際には、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く41。ただし、緊急を要す

る場合には、指示した措置について、厚生科学審議会へ速やかに報告する42。 

 

3-1-2  都による総合調整 

①  都は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、都及び関係区市町村並びに関係指定（地方）公共機関が実施

する都の新型インフルエンザ等対策に関する総合調整等を行う43。 

②  都は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん

延を防止するため必要があると認めるときは、区市町村、医療機関、感染症試

験研究等機関その他の関係機関に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措

置その他のこれらの者が実施する措置に関し必要な総合調整を行う44。あわせ

て、都は、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、保健所設置区市に対し、感染症法に定める

入院勧告又は入院措置に関し必要な指示を行う45。 

 

3-1-3  職員の派遣・応援、総合調整の要請 

① 市は、新型インフルエンザ等のまん延により市がその全部又は大部分の事務

を行うことができなくなったと認めるときは、都に対し、特定新型インフルエ

ンザ等対策の事務の代行を要請46する。       

                                                                 
39 感染症法第 44 条の５第１項、第 44 条の８又は第 51 条の４第１項 

40 感染症法第 51 条の５第１項又は第 63 条の２第２項 

41 感染症法第 51 条の５第２項 

42 感染症法第 51 条の５第３項 

43 特措法第 24 条第１項 

44 感染症法第 63 条の３第１項 

45 感染症法第 63 条の４ 

46 特措法第 26 条の４ 
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② 市は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要が

あると認めるときは、他の区市町村又は都に対して応援を求める。 

③ 市は、市の区域を越える、又は発生地域全体に関わる新型インフルエンザ等

対策を実施する必要があると認めるときは、都に対し総合調整を行うよう要請

する。                          

 

3-1-4  必要な財政上の措置 

市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発

行して財源を確保し、必要な対策を実施する。         

 

3-2  緊急事態措置の検討等 

3-2-1  まん延防止等重点措置の公示 

3-2-1-1  まん延防止等重点措置の公示までの手続等 

国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県からの要請等

も踏まえ、推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更するとともに、まん延

防止等重点措置の公示等47を行う。まん延防止等重点措置の公示は、新型インフ

ルエンザ等が国内で発生し、都道府県の特定の区域において感染が拡大し、国民

生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあり、当該区域における新型イ

ンフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施

する必要がある事態が発生した旨を示すものである。 

国等による、まん延防止等重点措置の実施の手続は、以下のとおりである。 

 

3-2-1-1-1  関係情報の報告 

国及び国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は、準備期及び初動期から実施

している国内外からの情報を収集し分析する体制について、その時々の必要性に

応じて、その情報収集・分析の方法や体制を柔軟に変化させ、専門家等の意見も

聴きつつ、リスク評価を行い、まん延防止等重点措置の実施の判断に必要な関係

情報を政府対策本部長に報告する。 

 

3-2-1-1-2  推進会議への意見聴取 

国は、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるため、基本的

対処方針の変更について、推進会議の意見を聴く48。 

 

                                                                 
47 特措法第 31 条の６第１項 

48 特措法第 18 条第４項及び第５項 
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3-2-1-1-3  まん延防止等重点措置の決定 

国は、まん延防止等重点措置を実施することを決定する。あわせて、基本的対

処方針の変更に関する推進会議の意見を踏まえ、変更案を決定する。 

 

3-2-1-1-4  公示等 

国は、まん延防止等重点措置の公示を行うとともに、基本的対処方針を変更す

る。 

 

3-2-1-2  期間及び区域の指定 

国は、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域を公示する49。また、

公示する区域については、発生区域の存在する都道府県を指定する。ただし、人

の流れ等を踏まえ柔軟な区域設定が可能であることにも留意する。 

 

3-2-1-3  都道府県による要請又は命令 

都道府県は、まん延防止等重点措置として、営業時間の変更その他の必要な措

置を講ずる要請又は命令を行うに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門

的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く50。 

 

3-2-1-4  まん延防止等重点措置を実施する必要のある事態の終了 

国は、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、推

進会議の意見を聴いて、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要

のある事態が終了した旨を公示する51。 

 

  

                                                                 
49 特措法第 31 条の６第１項 

50 特措法第 31 条の８第４項 

51 特措法第 31 条の６第４項 
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3-2-2  市対策本部の設置・開催等 

① 市は、緊急事態宣言がなされた場合、直ちに市対策本部を設置する52。市は、

市の区域に係る緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認め

るときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う53。     

② 市は、市対策本部設置後速やかに市対策本部会議を開催し、市対策本部の名

称、設置予定期間、構成員等を市議会に報告するとともに、公表する。 

 なお、対策本部については、第３部第１章（市における危機管理体制）の記

載内容を参照する。 

③ 市は、緊急事態宣言及び市対策本部設置等について、市ホームページへの掲

載、ＳＮＳでの発信等を通じて市民や事業者等に対し、迅速かつ積極的に情報

提供を行う。 

④ 市は、事態の推移に応じて必要となる要員を柔軟かつ的確に確保し、全庁を

挙げた体制を構築する。 

⑤ 市は、業務継続計画に基づき既存業務を精査し、応援要員を確保するととも

に、職員が感染により不足しても継続業務を執行できる体制を構築する。 

 

3-3  特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 

3-3-1  政府対策本部の廃止 

国は、新型インフルエンザ等にり患した場合の病状の程度が、季節性インフルエ

ンザにり患した場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らか

となったとき、又は感染症法に基づき、国民の大部分が免疫を獲得したこと等によ

り新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症と認められなくなった旨の公表

がされたとき、若しくは感染症法に基づき、新感染症に対し、感染症法に定める措

置を適用するために定める政令が廃止されたときに、必要に応じて推進会議の意見

を聴いて、政府対策本部を廃止し、その旨を国会に報告するとともに、公示する。 

 

3-3-2  都対策本部の廃止 

都は、政府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく都対策本部を廃止する54。 

 

                                                                 
52 特措法第 34 条第１項。なお、特措法第 37 条の規定により読み替えて準用する特措法第 25 条の規定により、

区市町村は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言が行われたときは、遅滞なく区市町村対策本部を廃止す

るとされている。 

53 特措法第 36 条第１項 

54 特措法第 25 条 
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3-3-3 市対策本部の廃止 

市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事

態が終了した旨の公示をいう。）55がなされたときは、遅滞なく市対策本部を廃

止する56。                         

 

                                                                 
55 特措法第 32 条第 5 項 

56 特措法第 37 条の規定により読み替えて準用する特措法第 25 条 
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第２章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、市民、都・区市町村、医

療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に

判断・行動できるようにすることが重要である。このため、市は都と協力して、

平時から、市民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深

めるとともに、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を

進める必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行

動できるよう、平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要な情

報提供・共有を行い、感染症に関するリテラシー57を高めるとともに、市や都に

よる情報提供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な

限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションができる

よう、発生状況に応じた市民等への情報提供・共有の項目や手段、情報の受取手

の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等に

ついて整理し、あらかじめ定める。 

 

1-1 新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・共有 

1-1-1 市における情報提供・共有 

① 市は、都と連携して、平時から、感染症に関する基本的な情報、基本的な感

染対策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）、

感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にと

るべき行動等について、市民等の理解を深めるため、各種媒体を利用し、可能

な限り多言語（やさしい日本語（にほんご）を含む。）や障害者に配慮した方

法で、継続的かつ適時に、分かりやすい情報提供・共有を行う58。これらの取

組等を通じ、都及び市による情報提供・共有が有用な情報源として、市民等に

よる認知度・信頼度が一層向上するよう努める。その際、個人レベルでの感染

対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与することについて啓発する。

保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する等、地域における感染拡大の起

                                                                 
57 健康に関する医学的・科学的な知識・情報を入手・理解・活用する能力（ヘルスリテラシー）の一環 

58 特措法第 13 条第１項 
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点となりやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考えられる者の

集団感染が発生するおそれがあることから、市は、都と連携して、感染症や公

衆衛生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校教育の現場をは

じめ、こどもに対する分かりやすい情報提供・共有を行う。 

② 都から、「都立学校における学校健康危機管理マニュアル」に基づき、学校

における換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基

本的な感染対策について周知があった場合には、市教育委員会は、市立小・中

学校等にこれを周知する。 

③ 新型インフルエンザ等についての正確な知識と適切な予防策について周知を

図ることが重要であり、市民一人一人が感染予防策を理解することで、初めて

感染拡大防止が可能となる。そのため市は、リーフレット、ホームページ、Ｓ

ＮＳ等により、新型インフルエンザ等の感染予防策を周知し、発生した場合は、

都や市からの情報に従って医療機関の受診をするなど、感染拡大防止策の普及

啓発を図る。 

 

【情報提供・共有の形態及び方法】 

形態 方法 

A 直接的な提供・共有 記者会見・ブリーフィング 

ホームページ 

リーフレット、パンフレット、ポスター 

ＳＮＳ（文字ベースのもの） 

ＳＮＳ（動画ベースのもの） 

B メディア等を通じた

広告、提供・共有 

新聞等広告 

インターネット広告 

電子看板、街頭ビジョン 

テレビＣＭ 

ラジオＣＭ 

回覧板、掲示板、タウン誌その他の地域独自の媒体

（＊） 

C 間接的な提供・共有 民生委員等を通じた情報提供・共有（＊） 

公共交通機関の車内放送・駅・空港等でのアナウンス 

防災行政無線（＊） 

（注）（＊）印については、国が情報提供・共有した内容を参考に、地方公共団

体において活用することが想定されるもの 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（情報提供・共有、リスクコミュ

ニケーションに関するガイドライン） 
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【リスク情報の伝え方】 

リスク情報は、科学的知見に基づくものであるが、理解しやすい形で分かりや

すく伝えるためには、以下のような点に留意することが重要である。 

a 実際のリスク認知は、客観的な要素と主観的な要素を基に、立場等に応じて、

総合的に判断される。このため、リスク情報を伝える際には、本人や社会にと

って意味があると感じられる、自分が取り得る対策を、併せて伝えることが重

要である。その際、推奨される行動等は、実行しやすいよう、可能な限り、具

体的で肯定的な伝え方をすることが望ましい。 

b 現時点で分かっていることと不確実なこととの線引きをワンボイスで明確化し

つつ、さらに、現在のみならず将来を含めた一貫性を確保するため、情報は現

時点におけるものであり、更新され得る旨をあらかじめ付記しておくことや、

残っている古い情報に依拠してしまうことによる混乱をできるだけ防ぐため、

各種情報には更新時期を明記しておくことも重要である。 

c リスクの有無は程度の問題であることを理解しやすくするため、換算可能な数

値や身近にある例を挙げて、イメージしやすいものにする工夫も考えられる。

また、統計を示して説明する場合、直感的に分かりやすく、誤解の可能性も低

くするため、割合だけでなく分母や実数といった生の数値も示しつつ、視覚化

することが望ましい。 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（情報提供・共有、リスクコミュ

ニケーションに関するガイドライン） 

 

1-1-2 偏見・差別等に関する啓発 

市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属

機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連する者

に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、

患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなることなど、正確な知識等が

情報の受取手に適切に伝わるよう留意しながら、啓発する59。 

 

  

                                                                 
59 特措法第 13 条第２項 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第２章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

 第 1節 準備期 

31 

1-1-3 偽・誤情報に関する啓発 

① 市は、感染症危機において、偽・誤情報の流布、さらにＳＮＳ等によって増

幅されるインフォデミック60の問題が生じ得ることから、市民等のメディアや

情報に関するリテラシーの向上が図られるように、情報の受取手に適切に伝わ

るよう留意しながら、各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓発に努める。 

② 感染症に関して、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつつ、市民等が正確な情

報を円滑に入手できるよう、適切な対処に努める。 

 

1-1-4 都と市の間における感染状況等の情報提供・共有 

市は、情報提供・共有の体制整備等として、以下の取組を行う。 

 

1-1-4-1 迅速かつ一体的な情報提供・共有の体制整備 

① 市は、都と連携して、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて市民等へ情

報提供・共有する内容について整理する。また、市民等が必要な情報を入手で

きるよう、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が

不自由な方等への適切な配慮をしつつ、情報提供・共有する媒体や方法につい

て整理する。 

② 市として一体的・整合的ないわゆるワンボイスでの情報提供・共有を行うこ

とができるよう、必要な体制を整備する。 

 

  

                                                                 
60 信頼性の高い情報とそうではない情報が入り混じって不安や恐怖と共に急激に拡散され、社会に混乱をもた

らす状況 
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1-1-5 双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 

① 市は、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ

ーションを適切に行うことができるよう、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつ

つ、情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共

有にいかす方法等を整理し、必要な体制を整備する。 

 

【広聴の形態及び方法】 

形態 方法 

A ツール等を通した意

見や関心の聴取 

ホームページへの意見 

ホームページのアクセス分析 

ソーシャルリスニング 

（ＳＮＳ等での発信状況の収集・分析） 

コールセンターへの質問・意見（＊） 

世論調査（ネット、郵便等による選択肢への回答方

式） 

世論調査（対面形式でオープンクエスチョン） 

パブリックコメント 

B イベントを通した意

見や関心の聴取 

公聴会 

シンポジウム 

車座対話 

ワークショップ 

C 間接的な意見や関心

の聴取 

地方公共団体をはじめとする各種団体からの要望や情

報提供・共有等 

（注）（＊）コールセンターでの応答の基となるＱ＆Ａは、ホームページで公表

するなど、利用者の利便性に資するよう運用する。 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（情報提供・共有、リスクコミュ

ニケーションに関するガイドライン） 

                               

② 市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備を進める。 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、市

民等に新型インフルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた的確な情報

提供・共有を行い、準備を促す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行

動できるよう、市民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で最新の科学的根拠

等に基づいた正確な情報について、当該感染症に関する全体像が分かるよう、迅

速に分かりやすく提供・共有する。その際、可能な限り双方向のコミュニケーシ

ョンに基づいたリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、感染者等に

対する偏見・差別等は許されるものではなく、感染症対策の妨げにもなること等

について情報提供・共有し、理解を求めるとともに、偽・誤情報の拡散状況等を

踏まえ、国や都等が示す科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する

等、市民等の不安の解消等に努める。 

 

2-1 情報提供・共有 

2-1-1 市における情報提供・共有 

① 市は、都と連携して、感染症の発生状況及び感染対策等について、ホームペ

ージへの掲載、ＳＮＳでの発信等により迅速かつ積極的に情報提供・共有を行

う。その際、市は、市が伝えたい情報等を市民等と正しく共有できるよう、分

かりやすいメッセージを発信する。 

② その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄

与することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応を

促すメッセージを発出するよう努める。 

③ 発生段階や政府の緊急事態宣言に応じて市長コメントを発表するなどし、感

染症対策の徹底などを呼び掛ける。 

④ 市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語能力が十分

でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解し

やすい内容や方法での情報提供・共有を行う。 

⑤ 市は、患者や医療従事者及びそれらの家族等関係者への偏見をなくすため、

市民等に対しては偏見や誤解を生まない適切な情報発信を促す。 

⑥ 市は、都が感染症の発生状況や留意すべき点をまとめた特設サイトを開設し

た際は、その周知に協力するとともに、特設サイトを活用しつつ、市民等への

情報提供・共有を行う。 
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⑦ 市は、市や都の対応や発表した内容等について、市民等が分かりやすく入手

できるようにするため、市ホームページに集約して掲載する。 

 

2-1-2 都と市の間における感染状況等の情報提供・共有 

① 市は、都からの情報提供・共有の依頼を受けた場合は、その内容を市民等へ

情報提供・共有する。 

② 市は、都と連携して、学校や社会福祉施設等へ情報提供・共有する。 

③ 市は、国から示される新型インフルエンザ等の発生状況等に関する公表基準

等に基づき、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要

な情報提供・共有を行う。 

 

2-2 双方向のコミュニケーションの実施 

① 市は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ること

が重要であることから、一方向の情報提供だけでなく、ＳＮＳの動向やコール

センター等に寄せられた意見等を通じて、情報の受取手の反応や関心を把握し、

可能な限り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュニケーションを

行うよう努める。 

② 市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する。 

 

2-3 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

① 市は、感染症は誰でも感染する可能性があるものであり、感染者やその家族、

所属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連

する者に対する偏見・差別等は、許されるものではないことや、患者が受診行

動を控える等、感染症対策の妨げにもなること等について、市民等に理解を求

める。また、その状況等を踏まえつつ、情報の受取手に適切に伝わるように留

意しながら情報提供・共有する。あわせて、都と連携して、偏見・差別等に関

する各種相談窓口に関する情報を整理し、市民等に周知する 

② 市は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況

等を踏まえつつ、国や都等が示す科学的知見等に基づく情報を市民等に提供・

共有する。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方の

共有等を通じて、市民等が適切に判断や行動できるようにすることが重要であ

る。このため、市は都と連携しながら、市民等の関心事項等を踏まえつつ、対策

に対する市民等の理解を深め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につ

ながるよう促す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行

動できるよう、市民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している科学

的根拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ

ーションを行うよう努める。また、個人レベルでの感染対策が社会における感染

拡大防止にも大きく寄与することや、感染者等に対する偏見・差別等は許される

ものではなく、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共有すると

ともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、国や都等が示す科学的知見等に基づ

く情報を繰り返し提供・共有する等、市民等の不安の解消等に努める。 

 

3-1 情報提供・共有 

3-1-1 市における情報提供・共有 

① 市は、市民等が情報を受け取る媒体やその受け止めが千差万別であることか

ら、準備期にあらかじめ定めた方法等を踏まえ、利用可能なあらゆる情報媒体

を整備・活用し、国や都等が示す科学的知見等に基づき、国内外の新型インフ

ルエンザ等の発生状況、感染拡大防止措置等の対策等について、迅速かつ一体

的に情報提供・共有を行う。また、患者や医療従事者及びそれらの家族等関係

者への偏見をなくすため、市民等に対して偏見や誤解を生まない適切な情報発

信を促す。その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも

大きく寄与することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静

な対応を促すメッセージを発出するよう努める。 

② 発生段階や政府の緊急事態宣言に応じて市長コメントを発表するなどし、予

防策の徹底などを呼び掛ける。 

③ 市は、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語能力

が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、

理解しやすい内容や方法での情報提供・共有を行う。 
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3-1-2 都と市の間における感染状況等の情報提供・共有 

① 市は、都が関係部局等の情報を集約の上、総覧できる特設サイトを開設した

場合には、その周知に協力するとともに、特設サイトを活用しつつ、市民等へ

の情報提供・共有を行う。 

② 市は、準備期にあらかじめ整理された情報提供・共有の在り方を踏まえ、都

と連携して、情報提供・共有を行う。 

 

3-2 基本的方針 

3-2-1 双方向のコミュニケーションの実施 

① 感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが重要

であることから、市は、一方向の情報提供だけでなく、ＳＮＳの動向やコール

センター等に寄せられた意見等を通じて、情報の受取手の反応や関心を把握し、

可能な限り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュニケーションを

行うよう努める。 

② 市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を継続する。 

 

3-2-2 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

① 市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所

属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連す

る者に対する偏見・差別等は、許されるものではないことや、患者が受診行動

を控える等、感染症対策の妨げにもなること等について、市民及び事業者に理

解を求める。また、その状況等を踏まえつつ、情報の受取手に適切に伝わるよ

うに留意しながら、市民等に情報提供・共有する。 

② 市は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況

等を踏まえつつ、国や都等が示す科学的知見等に基づく情報を市民等に提供・

共有する。 
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第３章 まん延防止 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベ

ルに感染拡大のスピードやピークを抑制することで、市民の生命及び健康を保護

する。このため、都は対策の実施等に当たり参考とする必要のある指標やデータ

等の整理を平時から行う。 

また、東京は我が国の首都として政治、経済、文化等の中枢機能が集中してい

る世界でも有数の大都市であり、新型インフルエンザ等が発生し、都民が免疫を

獲得していない段階では、都内において感染が急速に拡大し、都民生活及び都民

経済に重大な影響を及ぼすおそれがある。 

そのため、有事においては急速な感染拡大による社会的影響を緩和するための

まん延防止対策を実施することが必要であり、その実施について市民や事業者等

から協力を得るため、対策の必要性についての理解促進に取り組む。 

 

1-1 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

① 市は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基

本的な感染対策の普及を図る。また、自らの感染が疑われる場合は、相談セン

ター等に連絡し指示を仰ぐことや、感染を広げないように不要不急の外出を控

えること、マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等につい

て、平時から理解促進を図る。   

② 公共交通機関については、都が周知する運行に当たっての留意事項等を踏ま

えつつ、適切な運送を図る観点から、当該感染症の症状のある者の乗車自粛や、

マスク着用等の咳エチケットの徹底、時差出勤や自転車等の活用の呼び掛け等

を行うことが想定される。 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施によ

り感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図るための時

間を確保するとともに、ピーク時の受診患者数や入院患者数等を減少させ、確保

された医療提供体制で対応可能となるようにする。このため、市内でのまん延の

防止やまん延時に迅速な対応がとれるよう準備等を行う。 

 

2-1 市内でのまん延防止対策の準備 

① 都及び保健所設置区市は、国と相互に連携し、都内における新型インフルエ

ンザ等の患者の発生に備え、感染症法に基づく患者への対応（入院勧告・措置

等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康観察の実施、

有症時の対応指導等）の確認を進める。また、検疫所から新型インフルエンザ

等に感染した疑いのある帰国者等に関する情報の通知を受けた場合は、国と相

互に連携し、適切に対応する。 

② 市は、都の対応を踏まえて、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。 

                         

 

 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第３章 まん延防止 

 第３節 対応期 

39 

第３節 対応期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延

防止対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、市民の生命及び健康を保護す

る。その際、市民生活及び市民経済への影響も十分考慮する。 

また、緊急事態措置をはじめとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔

軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで、市民生活及び市民経済への影響の

軽減を図る。 

 

3-1 市民等に対する要請 

3-1-1 基本的な感染対策に係る要請等 

市は、都の取組状況等を踏まえ、市民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチ

ケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策、時差出勤やテレワーク、

オンライン会議の活用等の取組を要請する。 

 

3-2 事業者や学校等に対する要請 

3-2-1 営業時間の変更や休業要請等 

都が緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は

当該施設を使用して催物を開催する者に対する施設の使用制限（人数制限や無観

客開催）や停止（休業）等を要請した場合は、これに協力する。 

 

3-3 学校等における対応 

3-3-1 市立学校 

① 新型インフルエンザ等の発生時には、都の「学校危機管理マニュアル」を踏

まえつつ、市教育委員会が定める方針やマニュアルに基づき、学校医や管轄保

健所と連携の下、次のとおり感染拡大防止策を講ずる。 

② 新型インフルエンザ等の疑い又はり患していると診断された児童・生徒への

対応については、管轄保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、

消毒等に協力するとともに、児童・生徒のマスク着用等の咳エチケット、手洗

い等、感染拡大防止に努める。 

③ 患者等の集団発生がみられた場合は、保健所に報告を行うとともに、発症者

の状況確認、児童・生徒の健康観察、臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・休校）

などの措置を講ずる。 
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④ 同じ地域や地域内の学校での流行が確認された場合は、学校内での発生の有

無にかかわらず、必要に応じ、学校行事の自粛及び臨時休業を行うなどの感染

拡大防止策を講ずる。さらに、感染が拡大し都内で流行した場合、感染症の発

生状況や医療提供体制等を勘案し、必要に応じ、全ての市立学校の閉鎖につい

て検討する。 

 

3-3-2 社会福祉施設等 

各施設設置者に対し、新型インフルエンザ等についての情報提供を行い、利用

者の感染拡大防止に努めるよう注意喚起を図る。 

 

3-3-3 学級閉鎖・休校等の要請 

都が、感染状況、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえ、

学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に基づく臨時休業（学級閉鎖、学年閉

鎖又は休校）等を地域の感染状況等に鑑み適切に行うよう学校の設置者等に要請

した場合は、これに協力する。 
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第４章 ワクチン 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及

び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等に

対応したワクチンを迅速に供給し、円滑な接種が実施できるよう、平時から着実

に準備を進める。 

また、ワクチンの接種体制について、新型インフルエンザ等が発生した場合に

円滑な接種を実現するために、国及び都のほか、医療機関や事業者等とともに、

必要な準備を行う。 

 

1-1 ワクチンの接種に必要な資材 

市は、以下の表１を参考に、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等

の確認を行い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。 
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表１ 予防接種に必要となる可能性がある資材 

【準備品】 【医師・看護師用物品】 

□ 消毒用アルコール綿 

□ トレイ 

□ 体温計 

□ 医療廃棄物容器、針捨て容器 

□ 手指消毒剤 

□ 救急用品 

※接種会場の救急体制を踏まえ、必要

な物品を準備すること。 

代表的な物品を以下に示す。 

・血圧計等 

・静脈路確保用品 

・輸液セット 

・生理食塩水 

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン

剤、抗けいれん剤、副腎皮質ステロ

イド剤等の薬液 

□ マスク 

□ 使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 

□ 使い捨て舌圧子 

□ 膿盆 

□ 聴診器 

□ ペンライト 

【文房具類】 

□ ボールペン（赤・黒） 

□ 日付印 

□ スタンプ台 

□ はさみ 

【会場設営物品】 

□ 机 

□ 椅子 

□ スクリーン 

□ 延長コード 

□ 冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤 

□ ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 

□ 耐冷手袋等 

□･簡易ベッド 

 

1-2 ワクチンの供給体制 

1-2-1 ワクチンの流通に係る体制の整備 

都は国の要請を受けて、区市町村、都医師会、卸売販売業者団体等の関係者と

協議の上、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、以下のアからウまでの体制

を構築する。 

ア 都内の卸売販売業者や医療機関等の在庫状況等を迅速に把握することが可能

な体制 

イ ワクチンの供給の偏在があった場合の供給調整に係る卸売販売業者との連絡

調整の方法 

ウ 区市町村との連絡調整の方法及び役割分担 
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1-2-2  ワクチンの配送事業者の把握、医療機関等との連携 

市は、国からの一括したワクチン供給に備え、管内のワクチン配送業者の把握

をするほか、清瀬市医師会（以下「市医師会」という）等と連携し、ワクチン供

給量に応じた医療機関ごとの分配量を想定しておく。 

 

1-3 接種体制の構築 

1-3-1 接種体制 

市は、市医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含め

た接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。     

 

1-3-2 特定接種 

① 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる市職員については、市を実施主体

として、原則として集団的な接種により接種を実施することとなるため、市は、

国からの要請を受けた際に、特定接種の対象となり得る者に対し、速やかに特

定接種が実施できるよう、準備期から接種体制の構築を図る。 

 

② 市は、特定接種の対象となり得る市職員について把握し、国に人数を報告す

る。 

 

1-3-3 住民接種 

平時から以下のアからウまでのとおり、迅速な予防接種等を実現するための準

備を行う。                       

ア 市は、国や都等の協力を得ながら、市内に居住する者に対し、速やかにワク

チンを接種するための体制の構築を図る。        

ａ 市は、国及び都の協力を得ながら、希望する市民全員が速やかに接種する

ことができるよう、準備期の段階から、初動期や対応期に求められる対応を

想定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、接

種体制について検討を行う。 

なお、検討に当たっては、以下に列挙する、接種体制の構築に必要な事項

や、市医師会等との連携体制を明確にしておく。また、必要に応じ、接種会

場において円滑な接種を実施できるよう接種の流れを確認するシミュレーシ

ョンを行うなど接種体制の構築に向けた訓練を平時から行う。 

ⅰ 接種対象者数 

ⅱ 市の人員体制の確保 

ⅲ 医師、看護師、受付担当者等の医療従事者等の確保 
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ⅳ 接種場所の確保（医療機関、、保健センター、学校等）及び運営方法の

策定 

ⅴ 接種に必要な資材等の確保 

ⅵ 国、都及び市の間や、市医師会等の関係団体への連絡体制の構築 

ⅶ 接種に関する住民への周知方法の策定 

ｂ 市は、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢者等の接種対象者数を推計

する等、住民接種のシミュレーションを平時から行う。また、高齢者支援施

設等の入所者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、

介護保険部局、障害保健福祉部局と衛生部局等が連携し、これらの者への接

種体制を検討する。 

 

表２ 接種対象者の試算方法の考え方 

 住民接種対象者試算方法  備考 

総人口 人口統計（総人口） A  

基礎疾患の

ある者 
対象地域の人口の 7％ B  

妊婦 母子健康手帳届出数 C  

幼児 人口統計（1-6歳未満） D  

乳児 人口統計（1歳未満） E1  

乳児 

保護者※ 
人口統計（1歳未満）×2 E2 乳児の両親として、対象人口の 2倍に相当 

小学生・ 

中学生・ 

高校生相当 

人口統計（6歳-18歳未満） F  

高齢者 人口統計（65歳以上） G  

成人 
対象地域の人口統計から 

上記の人数を除いた人数 
H A-(B+C+D+E1+E2+F+G)=H 

※乳児（１歳未満の者）が接種不可の場合、その保護者を接種対象者として試算する。 

 

ｃ 市は、医療従事者の確保について、接種方法（集団接種または個別接種）

や会場の数、開設時間の設定等に応じ、必要な医療従事者数を算定する。特

に、接種対象者を１か所に集めて実施する集団接種においては、多くの医療

従事者が必要となることも踏まえつつ、市は、市医師会等との協力の下、接

種体制の構築を図る。 
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ｄ 市は、接種場所の確保について、各接種会場の対応可能人数等を推計する

ほか、各接種会場について、受付、待合、問診、接種、経過観察、応急処置、

ワクチンの保管及び調剤（調製）のそれぞれに必要な場所や人員について検

討する。その際は、接種会場の入口から出口の導線に交差がなく、かつそれ

ぞれの場所で滞留が起こらないよう配置する。また、調製後のワクチンの保

管では室温や遮光など適切な状況を維持できるよう配慮すること。 

なお、上記の内容や医師及び看護師の配置については、市医師会等もしく

はイベントの企画・運営関係事業者と委託契約を締結し、市医師会等もしく

は当該事業者が運営を行うことも検討する。 

イ 市は、円滑な接種の実施のため、国が整備するシステムを活用して全国の医

療機関と委託契約を結ぶ等、居住地以外の地方公共団体における接種を可能に

するよう取組を進める。                  

ウ 市は、速やかに接種できるよう、市医師会等の医療関係者や学校関係者等と

協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周

知・予約等の接種の具体的な実施方法について準備を進める。 

 

1-4 情報提供・共有 

1-4-1 住民への対応 

市は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を深め

る啓発を行うとともに、国や都が情報提供・共有する新型インフルエンザ等対策

におけるワクチンの役割や有効性及び安全性、供給体制・接種体制、接種対象者、

接種順位の在り方等の基本的な情報についてホームページやＳＮＳ等を通じて情

報提供・共有を行い、市民等の理解促進を図る。 

 

1-4-2 市における対応 

市は、都の支援を活用しつつ、定期の予防接種の実施主体として、市医師会等

の関係団体と連携し、適正かつ効率的な予防接種の実施や健康被害の救済、市民

等への情報提供等を行う。 
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1-4-3 衛生部門以外の分野との連携 

市は、医療関係者及び市保健衛生担当部署（生涯健幸部健康推進課）のみなら

ず、市労働担当部署（地域振興部産業振興課）、市介護保険担当部署（生涯健幸

部介護保険課）、市障害保健福祉担当部署（福祉子ども部障害福祉課）等が連携、

協力し、予防接種施策の推進に努める。 

また、児童生徒に対する予防接種については、市教育委員会等も連携し、例え

ば、必要に応じて就学時の健康診断61及び児童生徒等の健康診断62の機会を利用し

て、予防接種に関する情報の周知を図るなど、予防接種施策の推進に努める。 

 

1-5 ＤＸの推進 

① 市は、市が活用する予防接種関係のシステム（健康管理システム等）が、国

が整備するシステム基盤と連携することで、予防接種事務のデジタル化が実現

されるよう、国が示す当該システムに関する標準仕様書に沿って、当該システ

ムの整備を行う。 

② 市は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種対象者を登

録することで、接種勧奨を行う場合に、システムを活用して接種対象者のスマ

ートフォン等に通知できるよう準備を進める。ただし、電子的に通知を受ける

ことができない者に対しては、紙の接種券等を送付する必要があることに留意

する。 

③ 市は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を市民が把握できるよ

う、また、マイナンバーカードを活用して電子的に予診票情報の登録等を行っ

た接種対象者が、予防接種事務のデジタル化に対応できていない医療機関に来

院する等のミスマッチが生じないよう環境整備に取り組む。 

 

 

                                                                 
61 学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 11 条に規定する就学時の健康診断をいう。 

62 学校保健安全法第 13 条第１項に規定する児童生徒等の健康診断をいう。 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

市は、都と連携して、準備期に計画した接種体制等を活用し、発生した新型イ

ンフルエンザ等に関する情報を速やかに収集するとともに、必要量のワクチンを

確保することで、速やかな予防接種へとつなげる。 

 

2-1 接種体制 

2-1-1 接種体制の構築 

市は、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種体制の構築を行う。 

                             

2-1-2 ワクチンの接種に必要な資材 

市は、本章第１節（準備期）1-1 において必要と判断し準備した資材につい

て、適切に確保する。 

 

2-1-3 特定接種 

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、市は、市医師会等の

協力を得て、その確保を図る。また、市は、接種体制を構築する登録事業者に対

して、医療従事者の確保に向けて市医師会等の調整が得られるよう必要な支援を

行う。 

 

2-1-4 住民接種 

① 市は、目標となる接種ペースに応じた接種を速やかに開始できるよう、住民

基本台帳に基づく人口や年齢等の情報、接種記録等を管理するシステム基盤等

を通じて接種予定数の把握を行い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について

検討するとともに、接種に必要な資材等の確保に向けた調整を開始する。 

② 接種の準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で想定してい

る業務量を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組織・人事管理などを担う

部署も関与した上で、全庁的な実施体制を確保する。 

③ 住民接種の実施に必要な業務の洗い出し、各業務の必要人員・担当部門の割

り当て及び人員リストの作成、業務内容に係る事前説明の実施、業務シフトの

作成などを行い、業務の優先順位及び内容に応じて必要な人員の確保及び配置

を行う。 

 その際は、住民接種の円滑な推進を図るため、調整を要する施設等及びその

被接種者数の把握、接種に必要な医療従事者の確保等について、都の保護施設
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担当部局及び福祉事務所、市介護保険部局、障害保健福祉部局と衛生部局が連

携し行う。また、集団接種会場の管理・運営や集団接種業務を積極的に外部委

託するなど、業務負担の軽減策も検討する。 

④ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、市は市医師会等の

協力を得て、その確保を図る。 

⑤ 市は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じて、市医師会、近隣区

市町村、医療機関、健診機関等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。

その際、あわせて、接種実施医療機関等において、診療時間の延長や休診日の

接種等も含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保するほか、都に

よる大規模接種会場の開設状況等の情報収集に努めながら、必要に応じ、保健

センター、学校など公的な施設等の医療機関以外の会場等を活用し、医療機関

等の医師・看護師等が当該施設等において接種を行うことについても協議を行

う。 

⑥ 市は、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接

種が困難な者が接種を受けられるよう、市又は都の介護保険部局等、市医師会

等の関係団体と連携し、接種体制を構築する。 

⑦ 市は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種会場の運

営方法を検討することとし、医療従事者以外の運営要員の確保を進める。 

 なお、臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種会場において、ワクチンの

配送や予約管理、マイナンバーカードを活用した接種対象者の本人確認等の予

防接種事務のデジタル化が実現されるよう、当該接種会場をシステム基盤に登

録するほか、必要な設備の整備等の手配を行う。 

⑧ 医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づく診療所開

設の許可・届出が必要であるため、適切な手続きを速やかに行う。また、接種

方法や会場の数、開設時間枠を考慮した上で、必要な医療従事者数を算定する。 

（具体的な医療従事者等の数の例：予診を担当する医師１名、接種を担当する

医師又は看護師１名、薬液充填及び接種補助を担当する看護師又は薬剤師等１

名を１チームとし、その他に接種後の状態観察を担当する看護師等を１名、検

温、受付・記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証の発行などを担当する事

務職員等が数名） 

⑨ 接種会場において、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等の重

篤な副反応がみられた際などのための救急処置用品（血圧計、静脈路確保用品、

輸液、アドレナリン製剤・抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質ステロイ

ド剤等の薬液等）について、市医師会等と協議の上、物品や薬剤の準備を行う

とともに、常時対応が可能となるよう、適切に管理する。また、実際に重篤な

副反応が発生した場合、発症者の速やかな治療や搬送に資するよう、あらかじ
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め、会場内の従事者について役割を確認するとともに、都、都医師会や東京消

防庁の協力を得ながら、地域の医療機関との調整を行い、搬送先となる接種会

場近傍の二次医療機関等を選定し、地域の医療関係者や消防機関と共有するこ

とにより、適切な連携体制を確保する。 

 アルコール綿、医療廃棄物容器等については、市医師会や関係機関、医療資

材会社等の協力を得ながら、原則として全て市が準備する。具体的な必要物品

については、下表を参考に、会場の規模やレイアウトを踏まえて必要数等を検

討する。 

 

表３ 接種会場において必要と想定される物品 

【準備品】 【医師・看護師用物品】 

□ 消毒用アルコール綿 

□ トレイ 

□ 体温計 

□ 医療廃棄物容器、針捨て容器 

□ 手指消毒剤 

□ 救急用品 

※接種会場の救急体制を踏まえ、必要

な物品を準備すること。 

代表的な物品を以下に示す。 

・血圧計等 

・静脈路確保用品 

・輸液セット 

・生理食塩水 

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン

剤、抗けいれん剤、副腎皮質ステロ

イド剤等の薬液 

□ マスク 

□ 使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 

□ 使い捨て舌圧子 

□ 膿盆 

□ 聴診器 

□ ペンライト 

【文房具類】 

□ ボールペン（赤・黒） 

□ 日付印 

□ スタンプ台 

□ はさみ 

【会場設営物品】 

□ 机 

□ 椅子 

□ スクリーン 

□ 延長コード 

□ 冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤 

□ ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 

□ 耐冷手袋等 

□･簡易ベッド 

 

⑩ 感染性産業廃棄物については、廃棄物処理業者と収集の頻度や量等について

よく相談するとともに、保管場所の周囲に囲いを設け、当該廃棄物の保管場所

である旨等を表示した掲示板（表示は縦横それぞれ 60cm 以上とする）を掲げ

る等の必要な措置を講じるなど、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 137 号）の基準を遵守する。 
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⑪ 集団接種会場については、感染予防の観点から、被接種者が一定の間隔を取

ることができるよう可能な限り広さを確保するとともに、レイアウトに関して

は、ロープなどにより進行方向に一定の流れをつくるような経路の設定、予診

票の記入や予診により流れが滞ることがないような配置等について配慮する。

また、要配慮者が不便なく接種できるように準備を行う。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

市は、都と連携して、あらかじめ準備期に計画したワクチンの供給体制及び接

種体制に基づき、ワクチンの接種を実施する。また、実際のワクチンの供給量や

医療従事者等の体制等を踏まえ関係者間で随時の調整を行い、対象者への接種が

速やかに進むよう取り組む。さらに、ワクチンを接種したことによる副反応等に

ついても適切な情報収集・提供を行うとともに、健康被害が発生した場合に備

え、救済制度の周知に努める。 

 

3-1 ワクチンや接種に必要な資材の供給 

① 市は、国からの要請を受けて、ワクチンの流通、需要量及び供給状況の把握

について、新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（予防接種

（ワクチン）に関するガイドライン）第３章を踏まえて行うものとし、接種開

始後はワクチン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種を希望する

者が集中しないように、ワクチンの割り当て量の調整を行う。 

② 市は、国からの要請を受けて、ワクチンについて、市に割り当てられた量の

範囲内で、接種実施医療機関等の接種可能量等に応じて割り当てる。 

③ 市は、国からの要請を受けて、ワクチンの供給に滞りや偏在等が生じた場合

には、それらの問題を解消するために、都を中心に関係者に対する聴取や調査

等を行って管内の在庫状況を含む偏在等の状況を把握した上で、地域間の融通

等を行う。なお、ワクチンの供給の滞りや偏在等については、特定の製品を指

定することが原因であることが少なからずあるため、他の製品を活用すること

等も含めて地域間の融通等もあわせて行う。 

 

3-2 接種体制 

① 市は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。  

② 市は、新型インフルエンザ等の病原体の流行株が変異した場合において、追

加接種が必要となることも想定し、そうした場合においても混乱なく円滑に接

種が進められるように医療機関と連携して、接種体制の継続的な整備に努める。 

 

3-2-1 特定接種 

3-2-1-1 市職員に対する特定接種の実施           

国が特定接種を実施することを決定した場合において、市は、国と連携し、国

が定めた具体的運用に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる対象者

に集団的な接種を行うことを基本として、本人の同意を得て特定接種を行う。 
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3-2-2 住民接種 

3-2-2-1 予防接種体制の構築 

① 市は、国からの要請を受けて、準備期及び初動期に整理・構築した接種体制

に基づき、具体的な接種体制の構築を進める。        

② 市は、接種状況等を踏まえ、接種の実施会場の追加等を検討する。 

③ 市は、各会場において予診を適切に実施するほか、医療従事者や誘導のため

の人員、待合室や接種場所等の設備、接種に要する資材（副反応の発生に対応

するためのものを含む。）等を確保する。 

④ 発熱等の症状を呈している等の予防接種を行うことが不適当な状態にある者

については、接種会場に赴かないよう広報等により周知すること、及び接種会

場において掲示等により注意喚起すること等により、市は、接種会場における

感染対策を図る。また、医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については、

接種に係るリスク等も考慮して、接種を実施する場合であっても、予診及び副

反応に関する情報提供をより慎重に行う。 

⑤ 医療従事者、医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者については、

基本的に当該者が勤務する、あるいは当該者の療養を担当する医療機関等にお

いて接種を行う。ただし、在宅医療を受療中の患者や、高齢者支援施設等に入

居する者であって、当該医療機関における接種が困難な場合には、訪問等の方

法による接種を検討する。 

⑥ 市は、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接

種が困難な者が接種を受けられるよう、市の介護保険部局等、市医師会等の関

係団体と連携し、接種体制を確保する。 

 

3-2-2-2 接種に関する情報提供・共有 

① 市は、予約受付体制を構築し、接種を開始するとともに、国からの要請を受

けて、国に対し、接種に関する情報提供・共有を行う。接種対象者への接種勧

奨については、マイナポータルアプリを介して通知を送付するほか、必要に応

じて紙の接種券を発行・送付するなど、様々な媒体を活用し、きめ細かな対応

を図る。                         

② 接種会場や接種日程等については、マイナポータルアプリ、市のホームペー

ジやＳＮＳを活用して、電子的に通知を行うほか、あらゆる状況の接種対象者

に漏れなく周知が図れるよう、広報紙等への掲載、紙媒体での周知を図る。 
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3-2-2-3 接種体制の拡充 

市は、感染状況を踏まえ、必要に応じて公共施設等を活用した医療機関以外の

接種会場の増設等を検討する。また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接

種が困難な者が接種を受けられるよう、市の介護保険部局等や市医師会等の関係

団体と連携し、接種体制を確保する。             

 

3-2-2-4 接種記録の管理 

市は国、都及び他の区市町村と連携して、地方公共団体間で接種歴を確認し、

接種誤りを防止できるよう、また、接種を受けた者が当該接種に係る記録を閲覧

できるよう、準備期に整備したシステムを活用し、接種記録の適切な管理を行う。 

                              

3-3 健康被害救済 

① 予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者等から

の申請に基づき、市は、審査会において予防接種と健康被害との因果関係につ

いて審査を行い、その結果に基づき国及び都に進達する。また、厚生労働大臣

に給付が認定された場合には、被接種者に適切に給付を行う。 

② 住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済の実施主体

は、健康被害を受けた者が接種時に住民票を登録していた区市町村とする63。 

③ 市は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、申請

を受け付けるほか、申請を行おうとする被接種者等からの相談等への対応を適

切に行う。 

 

3-4 情報提供・共有 

① 市は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、副反応疑い報

告や健康被害救済申請の方法等）に加え、国が情報提供・共有する予防接種に

係る情報について市民への周知・共有を行う。       

② 市は、地域における接種に対応する医療機関の情報、接種の状況、各種相談

窓口など、必要な情報提供を行うことも検討する。 

③ パンデミック時においては、特定接種及び住民接種に関する広報を推進する

必要がある一方で、定期の予防接種の接種率が低下し、定期の予防接種の対象

疾病のまん延が生じないようにする必要があることから、市は、引き続き定期

の予防接種の必要性等の周知に取り組む。 

 

 

                                                                 
63 予防接種法第 15 条第１項 
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3-4-1 特定接種に係る対応 

市は、具体的な接種の進捗状況や、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、

相談窓口（コールセンター等）の連絡先など、接種に必要な情報を提供する。 

 

3-4-2 住民接種に係る対応 

① 市は、実施主体として、住民からの基本的な相談に応じる。 

② 住民接種については、接種を緊急に実施するものであり、接種時には次のよ

うな状況が予想される。 

ａ 新型インフルエンザ等の流行に対する不安が極めて高まっている。 

ｂ ワクチンの需要が極めて高い一方、当初の供給が限られている。 

ｃ ワクチンの有効性・安全性については、当初の情報が限られ、接種の実施

と並行して情報収集・分析が進められるため、逐次様々な知見が明らかにな

る。 

ｄ 平時の予防接種では実施していない接種体制がとられることとなり、その

ための混乱も起こり得る。 

③ これらを踏まえ、広報に当たっては、市は、次のような点に留意する。 

ａ 接種の目的や優先接種の意義等を分かりやすく伝える。 

ｂ ワクチンの有効性・安全性についての情報をできる限り公開するとともに、

分かりやすく伝える。 

ｃ 接種の時期、方法64など、市民一人一人がどのように対応するべきかにつ

いて、分かりやすく伝える。 

 

                                                                 
64 特措法第 27 条の２第１項の規定に基づき、政府対策本部が対象者及び期間を定める。 
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第５章  保健 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症有事には、保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれの

地域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核となる存

在である。保健所は、関係機関等による感染症対策の支援、医療機関や都医師会

等関係団体との連絡調整等、感染症の発生予防等のための事前対応型の取組を推

進する。また、東京都健康安全研究センター等は地域の情報収集・分析等におけ

る科学的かつ技術的な役割を担う点で、感染症危機時の中核となる存在である。 

都は、感染症の発生情報や地域における医療の提供状況等の情報等を収集する

体制を平時から構築する。また、感染症危機発生時に備えた研修や訓練の実施、

感染症危機に対する迅速かつ適切な危機管理を行うことができる人材の中長期的

な育成、外部人材の活用も含めた必要な人材の確保、業務量の想定、感染症危機

管理に必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄等を行うことにより、有事に保健

所や東京都健康安全研究センター等がその機能を果たすことができるようにす

る。 

また、収集・分析した感染症に係る情報を関係者や住民と積極的に共有し、感

染症の発生状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の迅速

な情報提供・共有と連携の基盤づくりを行う。 

都及び市は、第１章及び第２章も踏まえ、職員への研修・訓練を通じた対応力

向上を図るとともに、都民及び市民等への情報提供・共有を行う。 

 

1-1 研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築 

 ① 都は、平時から、都内各保健所及び市の職員を対象として、積極的疫学調査

その他の感染症対策業務に関する知識の習得や対応能力の向上を図るため、東

京都健康安全研究センターで実施する実地疫学調査研修の内容を充実させ、都

内全体における感染症発生時の対応力向上を図る。 

② 保健所は、地域における健康危機管理の拠点であるため、感染症対策の中核

的機関として、地元の関係機関等に対する感染症についての情報提供や相談対

応等に取り組む。また、企業や事業者の健康管理部門との連携を図り、感染症

対策を推進する。 
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1-2 地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

① 都及び市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家

族、所属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に

関連する者に対する偏見・差別等は許されるものではなく、法的責任を伴い得

ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等につい

て啓発する65。 

② 都及び保健所設置区市は、区市町村と連携し、高齢者、子供、日本語能力が

十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が

必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時における

感染症情報の共有においても適切に配慮する。 

 

                                                                 
65 特措法第 13 条第 2 項 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第５章 保健 

 第２節 初動期 

57 

第２節 初動期 

＜目的＞ 

初動期は市民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進め

ることが重要である。 

都は予防計画等に基づき、感染症法で定める新型インフルエンザ等感染症等に

係る発生等の公表後に迅速に対応できるようにする。 

また、都及び市は、都民及び市民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付

けられる可能性がある感染症の国内での発生を想定したリスクコミュニケーショ

ンを開始することにより、地域の協力を得ながら感染拡大のリスクを低減する。 

 

2-1 有事体制への移行準備 

① 都は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づく保健所の感染症有

事体制及び東京都健康安全研究センター等の有事の検査体制への移行の準備状

況を適時適切に把握し、速やかに検査体制を立ち上げる。 

② 都は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するととも

に、保健所、医療機関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、

準備期において東京都感染症対策連携協議会等で整理した相談・受診から自宅

療養や入退院までの体制を迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、医療

機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等に確保病床数・稼働状況、病床使用

率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を確実に入力するよう要請を行う。 

 

2-2 住民への情報提供・共有の開始 

  都及び市は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の住民への

周知、Ｑ＆Ａの公表、住民向けのコールセンターの設置等を通じて、住民に対す

る速やかな情報提供・共有体制を構築するとともに、双方向的にコミュニケーシ

ョンを行い、リスク情報とその見方や対策の意義を共有する。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時は、都及び市が、健康危機対処計画や地方公共

団体、医療機関等の関係機関及び専門職能団体との役割分担・連携体制に基づ

き、地域の関係機関と連携して感染症危機に対応することで、都民及び市民の生

命及び健康を保護する。その際、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可

能となるようにする。 

 

3-1 都との情報共有及び都による相談対応 

① 市は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する市民の理解の増進を図る

ために必要な情報を都と共有する66。 

② 相談対応について、都は、有症状者等からの相談に対応する相談センターの

体制を強化し、感染したおそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎

疾患等の重症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診に

つなげる。 

 

3-2 健康観察及び生活支援 

① 市は、都が実施する健康観察に協力する。      

② 市は、都から当該患者やその濃厚接触者に関する情報等の共有を受けて、都

が実施する食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活を営むために

必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に協力する。 

                            

3-3 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

① 市は、都の対応を踏まえ、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエ

ンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等の新型インフルエンザ等の対策

等について、市民の理解を深めるため、市民に対し、分かりやすく情報提供・

共有を行う。 

② 都は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自

由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、市

と連携の上、適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法で感染症対策や各

種支援策の周知広報等を行う。 
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第６章  物資 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

感染症対策物資等は、新型インフルエンザ等の発生時に、医療提供体制、検査

検体の採取、患者搬送等の業務を安全に実施するために欠かせないものである。

そのため、都及び市は、備蓄の推進等67の必要な準備を適切に行うことにより、

有事に必要な感染症対策物資等が確保できるようにする。 

 

1-1 感染症対策物資等の備蓄68 

① 市は、本行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエン

ザ等対策の実施に必要な感染症対策物資等を備蓄等するとともに、定期的に備

蓄状況等を確認する。                

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第

49 条第１項の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。 

                          

② 都は、個人防護具について、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえて備蓄

する。 

③ 都及び市は、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者

のための個人防護具の備蓄を進めるよう消防機関（消防本部、消防署及び消防

団）に要請するとともに、必要な支援を行う。                       

 

1-2 医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等 

① 都は、予防計画に基づき地域の協定締結医療機関における個人防護具の備蓄

等を推進するほか、同計画の数値目標等を踏まえつつ、有事の感染症診療及び

通常医療との両立の観点からも、協定締結医療機関における必要な感染症対策

物資等の備蓄・配置状況を定期的に確認する。 

 なお、都は、感染症まん延時に医療現場で個人防護具が不足した場合に備え、

必要な物資の備蓄体制の確保に向けた取組を進める。 

② 協定締結医療機関は、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえ、予防計画に

基づき個人防護具を計画的に備蓄する。都は、協定締結医療機関の個人防護具

の保管施設整備の支援を行う。 

                                                                 
67 備蓄等に当たっては使用推奨期限等に留意すること。 

68 ワクチン、治療薬及び検査物資の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照 
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③ 都は、協定締結医療機関に対して、各施設における実情を踏まえ、国が定め

る品目・水準にかかわらず必要な感染症対策物資等の備蓄・配置にも努めるよ

う要請する。 

④ 都は、協定を締結していない医療機関等に対しても、施設内感染等の発生な

どの状況に備え必要な感染症対策物資等の備蓄・配置に努めるよう要請する。 

⑤ 都は、システム等を利用して、定期的に協定締結医療機関における感染症対

策物資等の備蓄・配置状況を確認する69。 

⑥ 都は、社会福祉施設に対して、可能な限り必要な感染症対策物資等の備蓄に

努めるよう呼び掛ける。 

 

1-3 緊急物資運送等の体制整備 

都は、国と連携し、新型インフルエンザ等の発生時における医薬品、食料品等

の緊急物資の流通や運送の確保のため、緊急物資の製造・販売、運送を行う事業

者である指定（地方）公共機関等に対し、緊急物資の流通や運送等の事業継続の

ため体制の整備を要請する。 

 

 

 

                                                                 
69 感染症法第 36 条の５ 



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第６章 物資 

                            第２節 初動期 

61 

第２節 初動期 

＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、市民の生命及び

健康への影響が生じることを防ぐため、市は、都が実施する有事に必要な感染症

対策物資等の確保に協力する。 

 

2-1 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

① 都は、システム等を利用して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要

な感染症対策物資等について協定締結医療機関の備蓄・配置状況を確認する70。 

② 都は、協定締結医療機関に対して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた

必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を確認するよう要請する。 

 

2-2 円滑な供給に向けた準備 

① 都は、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等に関して調査を行

った上で、十分な量を確保する。 

② 医療機関等は、感染症対策物資等が不足するおそれがある場合等は、感染症

対策物資等の販売事業者に計画的に発注する等により、必要量を安定的に確保

する。 

③ 都は、医療機関等において感染症対策物資等の不足が見込まれる場合等は、

国や感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者と連

携しながら必要量の確保に努める。 

④ 都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、

協定締結医療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそ

れのある場合等には、不足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防

護具を供出する準備等を行う。 

⑤ 市は、市医師会等から情報収集を行い、市内医療機関等における感染症対策

物資等の備蓄・配置状況等の把握に努めることとし、個人防護具等が不足する

おそれのある場合には、都からの供出状況を確認したうえで、市が備蓄する感

染症対策物資等の供出の準備等を行う。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、市民の生命及び

健康への影響が生じることを防ぐため、初動期に引き続き、市は、都が実施する

感染症対策物資等の需給状況の確認、行政備蓄からの供出等による、感染症対策

物資等の確保に協力する。 

 

3-1 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等 

①  都は、システム等を利用して、協定締結医療機関に対し、新型インフルエン

ザ等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を随時確認す

る71。 

②  医療機関等は、医療の提供に必要な感染症対策物資等について、備蓄・配置

等を適切に確認する。また、長期的に感染症対策物資等が必要となる可能性を

踏まえ、感染症対策物資等の販売事業者に計画的に発注する等により、必要量

を安定的に確保する。 

 

3-2 不足物資の供給等適正化 

① 都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、

協定締結医療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそ

れのある場合等には、不足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防

護具の供出を行う。 

② 市は、都が実施する感染症対策物資等の供出及びその他の状況等を踏まえ、

必要に応じて市が備蓄する感染症対策物資等の供出等を行う。 
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第７章  市民生活及び市民経済の安定の確保 

第１節 準備期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶととも

に、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措

置により市民生活及び市民経済に大きな影響が及ぶ可能性がある。市は、都が実

施する必要な準備に対する情報提供等に協力するほか、体制の整備を進める。 

 

1-1 情報共有体制の整備 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、関係機関との連携や内部部

局間での連携のため、必要となる情報共有体制を整備する。   

 

1-2 支援の実施に係る仕組みの整備 

市は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援金等

の給付・交付等について、ＤＸを推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、

高齢者やデジタル機器に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に網羅

的に情報が届くようにすることに留意する。         

 

1-3 物資及び資材の備蓄72 

① 市は、本行動計画に基づき、第６章第１節 1-1①を踏まえて備蓄する感染症

対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の

実施に当たり、必要な食料品や生活必需品等を備蓄する。  

 なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第 49条第１項の規定による物

資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。        

② 市は、都と連携して、事業者や市民等に対し、新型インフルエンザ等の発生

に備え、マスクや消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うこ

とを勧奨する。                    
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 ワクチンの接種に必要な資材等の備蓄については、第４章の記載を参照 
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1-4 生活支援を要する者への支援等の準備 

市は、国からの要請に基づき、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢

者、障害者等の要配慮者への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供

等）、搬送、死亡時の対応等について、都と連携し要配慮者の把握とともにその

具体的手続を検討する。               

 

1-5 火葬能力等の把握、火葬体制の整備 

市は、都の火葬体制を踏まえ、市域における火葬の適切な実施ができるよう調

整を行うものとする。その際には戸籍事務担当部局等の関係機関との調整を行う

ものとする。                     

 

1-6 その他必要な体制の整備 

市は、国、都及び近隣区市町村並びに廃棄物処理業者と連携し、新型インフル

エンザ等の発生時においても、都が整備するガイドラインに沿って廃棄物を適切

に処理できるよう、適宜、情報共有を図る。 
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第２節 初動期 

＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や市

民等に、事業継続のための感染対策等の準備等を呼び掛ける。また、新型インフ

ルエンザ等が発生した場合には、市民や事業者に対し、換気、マスク着用等の咳

エチケット、手洗い、人混みを避ける、時差出勤の実施等の基本的な感染予防策

等の勧奨を行うとともに、新型インフルエンザ等の特徴や発生状況、国、都及び

市の対応などの説明を行う。その他、感染拡大防止策の実施の協力や、政府が緊

急事態宣言をした場合の制限等についての事前の周知など、速やかな対応を行

い、市民生活及び市民経済の安定の確保に努める。 

 

2-1 市民生活への配慮 

① 市は、来庁者向け及び庁舎執務室における感染防止対策を段階的に実施する。 

② 市は、市の施設における感染防止対策の段階的な実施や施設の利用縮小・休

止の検討、及び市が実施するイベントでの感染防止対策の段階的な実施やイベ

ントの中止・延期の検討を行う。 

③ 市は、市への届出・申請等について、対面での機会を減らすよう検討するな

どの必要な対応の準備を行う。 

④ 市は、高齢者や障害者等の要配慮者への支援や、平常時のごみ処理の維持が

困難になる場合に備えた準備を行う。 

 

2-2 遺体の火葬・安置 

市は、都を通じての国からの要請を受けて、火葬場の火葬能力の限界を超える

事態が起こった場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよ

う準備を行う。 
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第３節 対応期 

＜目的＞ 

準備期での対応を基に、市民生活及び市民経済の安定を確保するための取

組を行う。また、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延

の防止に関する措置により生じた影響を緩和するため、市民・事業者等への

必要な支援及び対策を行うことにより、市民生活及び市民経済の安定の確保

に努める。 

 

3-1 市民生活の安定の確保を対象とした対応 

3-1-1 心身への影響に関する施策 

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に

関する措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、

メンタルヘルス対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、こどもの発

達・発育に関する影響への対応等）を講ずる。             

 

3-1-2 生活支援を要する者への支援 

市は、都を通じての国からの要請を受けて、高齢者、障害者等の要配慮者

等に必要に応じ生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬

送、死亡時の対応等を行う。                   

 

3-1-3 教育及び学びの継続に関する支援 

市は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限73やその他長

期間の学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学

びの継続に関する取組等必要な支援を行う。            

 

3-1-4 生活関連物資等の価格の安定等 

① 市は、住民の生活及び地域経済の安定のために、物価の安定及び生活関連

物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高

騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、都と連携して調

査・監視をするとともに、必要に応じ、関係業界団体等に対して供給の確保

や便乗値上げの防止等の要請を行う。             

                                                                 
73

 特措法第 45 条第２項 
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② 市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、

住民への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、住民から

の相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。          

③ 市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそ

れがあるときは、本行動計画に基づき、都と連携して適切な措置を講ずる 

④ 都及び市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活との関連

性が高い物資若しくは役務又は社会経済活動上重要な物資若しくは役務の価

格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、生活関連物

資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和 48 年法律

第 48 号）、国民生活安定緊急措置法（昭和 48 年法律第 121 号）、物価統

制令（昭和 21 年勅令第 118 号）その他法令の規定に基づく措置その他適切

な措置を講ずる74。 

                               

3-1-5 埋葬・火葬の特例等 

① 市は、都を通じての国からの要請を受けて、火葬場の経営者に可能な限り

火葬炉を稼働させるよう要請する。               

② 市は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が

実施できるよう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時

遺体安置所として準備している場所を活用した遺体の保存を適切に行う。 

③ 市は、都の要請を受けて、区域内で火葬を行うことが困難と判断された近

隣区市町村に対して広域火葬の応援・協力を行う。 

④ 市は、都を通じての国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火葬能力の

限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設

等を直ちに確保する。また、あわせて市は、遺体の保存作業のために必要と

なる人員等を確保する。                     

⑤ 万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合に

は、市は、臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに、都

から火葬場の火葬能力について最新の情報を得て、円滑に火葬が行われるよ

う努める。 

                                                                 
74

 特措法第 59 条 
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⑥ 新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うこと

が困難となった場合に、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要

があるときは、厚生労働大臣が定める地域や期間にあってはいずれの区市町

村においても埋火葬の許可を受けられるとともに、公衆衛生上の危害を防止

するために特に緊急の必要があると認められるときは埋火葬の許可を要しな

い等の特例が設けられることから、市は、当該特例に基づき埋火葬に係る手

続を行う75。 

 

  

                                                                 
75 特措法第 56 条 
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3-2 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

3-2-1 事業者に対する支援 

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に

関する措置による事業者の経営及び市民生活への影響を緩和し、市民生活及

び市民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必

要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講ず

る76。 

                              

3-2-2 水の安定的な供給に関する措置 

市は、水道事業者及び水道用水供給事業者が、新型インフルエンザ等緊急

事態において、都行動計画等に基づき、水を安定的かつ適切に供給するため

必要な措置を講ずることを把握する77。             

 

                                                                 
76

 特措法第 63 条の２第１項 

77 特措法第 52 条第 2 項 
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第３部 市政機能を維持するための市の危機管理体制 

第１章 市における危機管理体制 

１  市の初動対応 

市は、新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合に

は、国や都、関係機関と連携し、国内外の感染症発生状況に関する情報を速やか

に収集し、事態を的確に把握する。また、あらかじめ定めた手順により直ちに全

庁的な初動体制を立ち上げる。市は、市民の安全を確保し、緊急かつ総合的な対

応を行うため、本行動計画及び政府の「新型インフルエンザ等発生時等における

初動対処要領」等を踏まえ、政府対策本部が定める基本的対処方針や都の対応に

基づき市対策本部が具体的な対策を決定するまでの間、以下のとおり初動対応を

行う。 

 

 
 

２  市対策本部の概要 

特措法により、緊急事態宣言がされたときは、市においても、直ちに清瀬市新

型インフルエンザ等対策本部条例（平成 25 年清瀬市条例第 23 号）に基づく市対

策本部を設置する。 



第３部 市政機能を維持するための市の危機管理体制  

第２章 市政機能の維持             

71 

この条例に基づき、市対策本部は、政府対策本部及び都対策本部と相互に緊密

な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等への対策を総合的に推進する。 

また、必要がある場合には、市対策本部長から都対策本部長に対して、新型イ

ンフルエンザ等への対策に関する総合調整を行うよう要請を行い、速やかに所要

の総合調整を行う。 

 

３  市対策本部の構成 

ア 組織及び職員 

・本部長は市長をもって充て78、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督

する79。 

・副本部長は副市長及び教育長をもって充て80、本部長を補佐し、本部長に事

故があるときはその職務を代理する81。 

・本部員は、清瀬市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則（平成 27年清

瀬市規則第 20 号）第 5 条に規定する者をもって充てる。 

・本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができ、

市長が任命する82。 

イ 部 

・本部に部を置く83。 

ウ 部長 

  ・部には統括者として部長を置く84。 

エ 市対策本部会議 

・本部長は、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項85を審議するため、

必要に応じ、本部の会議を招集する86。 

オ 部長会議 

・本部長は、必要があると認めるときは、部長を招集して部長会議を開き新型

インフルエンザ等対策の推進を図る87。 

 

                                                                 
78 特措法第 35 条第１項 

79 対策本部条例第２条第１項 

80 特措法第 35 条第 2 項第 1 号及び第 2 号並びに対策本部条例施行規則第 4 条 

81 対策本部条例第２条第２項 

82 対策本部条例第２条第４項及び第５項 

83 対策本部条例施行規則第 6 条第１項 

84 対策本部条例施行規則第 6 条第 2 項 

85 対策本部条例施行規則第 2 条 

86 対策本部条例第 3 条第１項及び対策本部条例施行規則第６条 

87 対策本部条例施行規則第 7 条 
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４  市対策本部各部の分掌事務 

部名 
部長に充てる職 

 
分掌事務 

新型インフル

エンザ等対策

調整部（調整

部） 

生涯健幸部長 

 

１ 新型インフルエンザ等の発生状況の把握及び対応方

針に関すること。 

２ 介護保険施設における感染予防等に関すること。 

３ 東京都、他の区市町村、関係機関等との連絡調整に

関すること。 

４ 本部の庶務に関すること。 

５ 市民、医療機関等からの相談に関すること。 

６ 市民の予防接種の実施に関すること。 

７ 職員の動員に関すること。 

８ 医療体制の確保に関すること。 

９ 野外収容施設の設営に関すること。 

10 緊急物資等に関すること。 

11 情報等の収集及び提供に関すること。 

12 前各項に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等

の対策の総合調整に関すること。 

 

新型インフル

エンザ等対策

経営政策部 

経営政策部長 

 

１ 広報及び広聴に関すること。 

２ 写真等による情報の収集及び記録に関すること。 

３ 報道機関との連絡調整に関すること。 

４ 在住外国人関係団体等との連絡調整に関すること。 

５ 新型インフルエンザ等に係る予算その他財務に関す

ること。 

６ 物資等の調達に関すること。 

７ 職員の感染予防等に関すること。 

８ 職員の予防接種（特定接種に限る。）の実施に関す

ること。 

９ 職員の安否確認に関すること。 

10 職員の参集に関すること。 

11 情報通信ネットワーク等に関すること。 

12 情報等の収集及び提供に関すること。 

13 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 
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部名 
部長に充てる職 

 
分掌事務 

新型インフル

エンザ等対策

総務部 

総務部長 １ 庁舎（清瀬市しあわせ未来センターを含む。）の利

用、管理に関すること。 

２ 車両の調達及び配車に関すること。 

３ 電話回線等に関すること。 

４ 市民生活の安全・安心に関すること。 

５ 緊急物資等に関すること。 

６ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 

 

新型インフル

エンザ等対策

市民環境部 

市民環境部長 １ 埋葬許可証及び火葬許可証の交付に関すること。 

２ ごみの処理に関すること。 

３ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 

 

新型インフル

エンザ等対策

地域振興部 

地域振興部長 １ 地域市民センター、市民活動センター、男女共同参

画センター等の施設及び消費生活センターにおける感

染予防等に関すること。 

２ 中小企業、農業団体等との対策に関すること。 

３ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 

 

新型インフル

エンザ等対策

福祉子ども部 

福祉子ども部長 

 

１ 社会福祉施設等における感染予防等及び連絡調整等

に関すること。 

２ 高齢者、障害者、妊婦及び子どもの支援に関するこ

と。 

３ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 
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部名 
部長に充てる職 

 
分掌事務 

新型インフル

エンザ等対策

都市整備部 

都市整備部長 １ 電気、ガス、水その他の資源の使用抑制に関するこ

と。 

２ 下水道機能の維持に関すること。 

３ 都市計画事業に係る工事の安全管理に関すること。 

４ 公共交通に関すること。 

５ 道路、橋りょう、公園、自転車駐車場等の維持管理

に関すること。 

６ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 

 

新型インフル

エンザ等対策

教育部 

教育部長 

 

１ 社会教育施設等及び児童福祉施設等における感染予

防及び連絡調整に関すること。 

２ 教育課程の編成及び各種システムの維持に関するこ

と。 

３ 東京都教育委員会との連携に関すること。 

４ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 

 

新型インフル

エンザ等対策

会計部 

 

会計管理者 

１ 新型インフルエンザ等の対策等に必要な現金及び物

品の出納及び保管に関すること。 

２ 財務会計システムその他公金の出納業務の維持に関

すること。 

３ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応

援に関すること。 

新型インフル

エンザ等対策

選挙管理委員

会事務局 

選挙管理委員

会事務局長 

１ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部

の応援に関すること。 

新型インフル

エンザ等対策

監査委員事務

局 

監査委員事務

局長 

１ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部

の応援に関すること。 

新型インフル

エンザ等対策

議会事務局 

議会事務局長 １ 新型インフルエンザ等の発生時における他の部

の応援に関すること。 
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第２章 市政機能の維持 

1  業務区分の考え方 

新型インフルエンザ等の発生時には、保健衛生業務、危機管理業務など、発生対

応業務が増大するが、職員の欠勤も最大４割が想定される。このため、市の業務を、

新型インフルエンザ等発生に際して「新たに発生する業務」と「通常業務」とに整

理する。また、通常業務を「継続業務」「縮小業務」「休止業務」に区分する。区

分の考え方は、市民の生命を守り、都市機能を維持することに直接関わるライフラ

イン業務などの継続する業務を「継続業務」とし、感染拡大防止のために休止する

多数の人が集まる施設の運営や、不急な業務等を「休止業務」とし、その他の業務

を「縮小業務」に分類する。 

各業務の実施に当たっては、新型インフルエンザ等のウイルスの感染力、病原性

及び治療薬の有効性、職員の出勤率などを判断し、弾力的・機動的に行う。 
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2  各部の業務継続と応援体制 

市は、本行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生対応及び事業継続のた

め、業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、各課レベルで業務の優先順位を決定し、業

務を継続する。 

また、業務継続を行う上で、各部において人員が不足する場合には、業務継続計

画（ＢＣＰ）に基づき、全庁的な応援体制により対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全庁的な応援体制 

縮小・休止業務の職員 

から優先的に応援 

  

Ａ 新たに発生する業務 
・感染拡大防止策（保健衛生・施設管理等） 
・危機管理上必要な業務（対策本部・情報提供） 
  Ｂ 継続業務 
・市民の生命や健康を守る業務（福祉・生活支援） 
・市民生活の維持に係る業務（道路・下水道等） 

Ｄ 休止業務 
・多数の人が集まる施設業務（イベント・研修） 
・その他、緊急性を要しないもの（内部業務） 

Ｃ 縮小業務 
・継続・休止以外の業務 
・対面業務を休止して、工夫して実施する業務（許認可・届出・窓口） 

＊ウイルスの病原性等や 
職員の出勤率に応じ、 
弾力的・機動的に実施 

＜業務の整理と応援体制＞ 
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用語集  

用語 内容 

医療機関等

情報支援シ

ステム（Ｇ

－ＭＩＳ） 

Ｇ－ＭＩＳ（Gathering Medical Information System の略）は、全

国の医療機関等から、医療機関等の稼働状況、病床や医療スタッフ

の状況、受診者数、検査数、医療機器（人工呼吸器等）や医療資材

（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に把握・支援するシス

テム 

医療計画 医療法第 30条の４第１項の規定に基づき都道府県が定める医療提供

体制の確保を図るための計画 

医療措置協

定 

感染症法第 36条の３第１項に規定する都道府県と当該都道府県知事

が管轄する区域内にある医療機関との間で締結される協定 

疫学 健康に関連する状態や事象の集団中の分布や決定要因を研究し、か

つ、その研究成果を健康問題の予防やコントロールのために適用す

る学問 

患者 新型インフルエンザ等感染症の患者（新型インフルエンザ等感染症

の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正

当な理由のあるもの及び無症状病原体保有者を含む。）、指定感

染症の患者又は新感染症の所見がある者 

患者等 患者及び感染したおそれのある者 

感染症危機 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型イ

ンフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康

並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態 

感染症指定

医療機関 

本行動計画においては、感染症法第６条第 12項に規定する感染症指

定医療機関のうち、「特定感染症指定医療機関」、「第一種感染症

指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」に限るものを指

す。 

感染症対策

物資等 

感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品（薬機法第２条第１

項に規定する医薬品）、医療機器（同条第４項に規定する医療機

器）、個人防護具（着用することによって病原体等にばく露するこ

とを防止するための個人用の道具）、その他の物資並びにこれらの

物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材 

感染症法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

（平成 10 年法律第 114 号） 

帰国者等 帰国者及び入国者 
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季節性イン

フルエンザ 

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎年国

内で冬季を中心に流行を引き起こすＡ型又はＡ型のような毎年の抗

原変異が起こらないＢ型により引き起こされる呼吸器症状を主とし

た感染症 

基本的対処

方針 

特措法第 18条の規定に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な

対処の方針を定めたもの 

協定締結医

療機関 

感染症法第 36条の３第１項に規定する医療措置協定を締結する医療

機関。「病床確保」、「発熱外来」、「自宅療養者等への医療の提

供」、「後方支援」、「医療人材の派遣」のいずれか一つ以上の医

療措置を実施する。 

業務継続計

画 （ Ｂ Ｃ

Ｐ） 

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断し

ても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を

示した計画 

緊急事態宣

言 

特措法第 32条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言

のこと。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急

速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又

はそのおそれがある事態が発生したと認めるときに、同項の規定に

基づき、当該事態が発生した旨及び緊急事態措置を実施すべき期

間、区域及びその内容を公示すること。 

緊急事態措

置 

特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置

のこと。国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経

済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並

びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法の規定により実施

する措置。例えば、生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等

から外出しないことを要請することや、多数の者が利用する施設の

使用の制限又は停止等を要請すること等が含まれる。 

緊急物資 特措法第 54条に規定する、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実

施に必要な物資及び資材 

健康観察 感染症法第 44条の３第１項又は第２項の規定に基づき、都道府県知

事又は保健所設置市等の長が、当該感染症にかかっていると疑うに

足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に対し、健康状態

について報告を求めること。 

 

健康危機対

処計画 

地域保健対策の推進に関する基本的な指針（平成６年厚生省告示第

374 号）に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計画的に進め 
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るため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計画。策定に当た

っては、都道府県単位の広域的な健康危機管理の対応について定め

た手引書や保健所設置市及び特別区における区域全体に係る健康危

機管理の対応について定めた手引書、感染症法に基づく予防計画、

特措法に基づく都道府県行動計画及び区市町村行動計画等を踏まえ

ることとされている。 

検査等措置

協定 

感染症法第 36条の６第１項に規定する新型インフルエンザ等に係る

検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速かつ適確に講

ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊施設等と締結す

る協定 

行動計画 特措法に基づき、政府、都道府県又は区市町村が策定する新型イン

フルエンザ等対策の実施に関する計画 

国立健康危

機管理研究

機構（ＪＩ

ＨＳ） 

国立健康危機管理研究機構法に基づき、統括庁や厚生労働省に

質の高い科学的知見を提供する新たな専門家組織として、令和

7（2025）年４月に設立された機構。国立感染症研究所と国立

研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、感染症等の

情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医療提供等

を一体的・包括的に行う。 

個人防護具 マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、

化学物質、放射性物質、その他の危険有害要因との接触による

障害から個人を守るために作成・考案された防護具 

酸素飽和度 血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンのうち酸素が結合して

いる割合 

自宅療養者

等 

自宅療養者、宿泊療養者又は高齢者施設等若しくは障害者施設

等での療養者 

指 定 （ 地

方）公共機

関 

特措法第２条第７号に規定する指定公共機関及び同条第８号に

規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフ

ラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されている。 

住民接種 特措法第 27 条の２の規定に基づき、新型インフルエンザ等が

国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び

国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の

必要があると認めるときに、対象者及び期間を定め、予防接種

法第６条第３項の規定に基づき実施する予防接種のこと。 
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新型インフ

ルエンザ等 

感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第８項に規定する指定感染症（感染症法第 14 条の報

告に係るものに限る。）及び感染症法第６条第９項に規定する

新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限

る。）をいう。 

本行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けられ

る可能性がある感染症について、その発生の情報を探知した段

階より、本用語を用いる。 

新型インフ

ルエンザ等

感染症等に

係る発生等

の公表 

感染症法第 44 条の２第１項、第 44 条の７第１項又は第 44 条

の 10第１項の規定に基づき、厚生労働大臣が感染症法第 16条

第１項に定める情報等を公表すること。 

新型インフ

ルエンザ等

緊急事態 

特措法第 32 条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生

し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済

に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政

令で定める要件に該当する事態 

新感染症 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られて

いる感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる

もので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、

かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影

響を与えるおそれがあると認められるもの。 

積極的疫学

調査 

感染症法第 15 条の規定に基づき、患者、疑似症患者、無症状

病原体保有者等に対し、感染症の発生の状況、動向及び原因を

明らかにするために行う調査 

相談センタ

ー 

新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患者

への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等がある方からの

相談に応じるための電話窓口 

双方向のコ

ミュニケー

ション 

医療機関、事業者等を含む都民等が適切に判断・行動すること

ができるよう、都による一方向の情報提供だけでなく、多様な

手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把握・共有して行

うコミュニケーション 

対策本部 特措法に基づき設置される新型インフルエンザ等対策本部。 
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地域保健対

策の推進に

関する基本

的な指針 

地域保健法第４条の規定に基づき、厚生労働大臣が地域保健対

策の円滑な実施及び総合的な推進を図るために定める指針 

地方衛生研

究所等 

地域保健法第 26 条に規定する調査・研究、試験・検査、情報

収集・分析・提供、研修・指導等の業務を行う都道府県等の機

関（当該都道府県等が当該業務を他の機関に行わせる場合は、

当該機関）をいう。都においては、公衆衛生の向上及び増進に

関する試験、研究、調査及び検査に関する事務を行う機関とし

て、東京都健康安全研究センターを設置している。 

統括庁 内閣感染症危機管理統括庁。感染症危機に係る有事において

は、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつつ、

ＪＩＨＳから提供される科学的知見を活用しながら、感染症危

機の対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整を

実施する。 

登録事業者 特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び

国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働

大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているも

の 

特措法 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号） 

特定新型イ

ンフルエン

ザ等対策 

特措法第２条第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ等

対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により

実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止

するため特に必要があるものとして新型インフルエンザ等対策

特別措置法施行令第１条に規定するもの 

特定接種 特措法第 28 条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及

び国民経済の安定を確保するため、国が緊急の必要があると認

めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。 

都道府県等 都道府県、保健所設置市（地域保健法施行令（昭和 23 年政令

第 77号）第１条に定める市）及び特別区 
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東京都感染

症対策連携

協議会 

感染症法第 10 条の２に規定する主に都と保健所設置市・特別

区の連携強化を目的に、管内の保健所設置市や特別区、感染症

指定医療機関、消防機関その他関係機関を構成員として、都が

設置する組織 

偽・誤情報 「偽情報」とは、個人、社会集団、組織または国に危害を与え

るため、意図的 / 意識的に作られたウソ(虚偽)の情報のこ

と。 

「誤情報」とは、危害を引き起こす意図で作成されたものでは

なく、勘違い / 誤解により拡散した間違い情報のこと。 

濃厚接触者 感染した人と近距離で接触したり、長時間接触したりして新型

インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由の

ある者 

パルスオキ

シメーター 

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器 

フレイル 身体性ぜい弱性のみならず精神・心理的ぜい弱性や社会的ぜい

弱性等の多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健

康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。 

プレパンデ

ミックワク

チン 

将来パンデミックを生じるおそれが高くあらかじめワクチンを

備蓄しておくことが望まれるウイルス株を用いて開発・製造す

るワクチン 

まん延防止

等重点措置 

特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防

止等重点措置のこと。第 31 条の８第１項の規定に基づき、新

型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域において、国

民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区

域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、ま

ん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして

政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、国

が公示した期間において、当該区域を管轄する都道府県が講ず

る措置。例えば、措置を講ずる必要があると認める業態に属す

る事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請すること等が

含まれる。 

無症状病原

体保有者 

感染症法第６条第 11 項に規定する感染症の病原体を保有して

いる者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。 



用語集 

83 

有事 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の

発生の情報を探知した段階から特措法第 21 条に規定する政府

対策本部及び都対策本部の廃止までをいう。 

予防計画 感染症法第 10 条に規定する都道府県及び保健所設置市等が定

める感染症の予防のための施策の実施に関する計画 

リスクコミ

ュニケーシ

ョン 

個人、機関、集団間での情報や意見のやり取りを通じて、リス

ク情報とその見方の共有を目指す活動であり、適切なリスク対

応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）の

ため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念 

ＰＤＣＡ Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改

善）という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改善

や効率化を図る手法の一つ 

 



新型インフルエンザ等対策政府行動計画
（令和６年７月２日閣議決定）の概要



・ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が
発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の
内容を示すものとして、2013年に策定（2017年に一部改定）

・ 新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、初めて政府行動計画を抜本的に改正（令和６年７月２日閣議決定）
「内閣感染症危機管理統括庁」や「国立健康危機管理研究機構（JIHS）」の設置や、

国・都道府県の総合調整・指示権限拡充によるガバナンス強化、医療機関等との平時の協定締結による準備体制の確立等の制度改正
も反映し、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指す

・ 次の感染症危機においては、本政府行動計画を参考に、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、基本的対処方針を速やかに作成し、対応

● 「訓練でできないことは、実際もできない」
国や地方公共団体等の関係機関において、平時から実効
性のある訓練を定期的に実施し、不断に点検・改善

● 感染症法等の計画に基づき、自治体は関係機関と協定
を締結。感染症発生時の医療・検査の体制立上げを迅速
に行う体制を確保

● 国と地方公共団体等、JIHSと地方衛生研究所等との間
の連携体制 やネットワークの構築

1. 平時の準備の充実

● 全体を３期（準備期、初動期、対応期）に分けて記載
● ６項目だった対策項目を13項目に拡充。内容を精緻化
● 特に水際対策や検査、ワクチン等の項目について、従
前の政府行動計画から記載を充実するとともに、偏見･差
別等の防止や偽･誤情報対策も含めたリスクコミュニケー
ションの在り方等を整理

● ５つの横断的視点※を設定し、各対策項目の取組を強化
※人材育成、国と地方公共団体との連携、DXの推進、研究開発支援、国際連携

2. 対策項目の拡充と横断的視点の設定
● 予防接種事務のデジタル化・標準化や電子カルテ情報
の標準化等の医療DXを進め、国と地方公共団体間等の情
報収集･共有･分析･活用の基盤整備

● 将来的に電子カルテと発生届の連携や臨床情報の研究
開発への活用等

4. DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

● 政府行動計画に沿った取組を推進するとともに実施状
況を毎年度フォローアップ※

※特に検査・医療提供体制の整備、個人防護具等の備蓄状況等は見える化

● 感染症法等の計画等の見直し状況やこれらとの整合性
等を踏まえ、おおむね６年ごとに改定

5. 実効性確保のための取組

● 新型インフル・新型コロナ以外の呼吸器感染症をも念
頭に、中長期的に複数の波が来ることも想定して対策を
整理

● 状況の変化※に応じて、感染拡大防止と社会経済活動の
バランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切替え

※ 検査や医療提供体制の整備、ワクチン・治療薬の普及、社会経済の状況等

3. 幅広い感染症に対応する対策の整理と柔軟かつ機動的な対策の切替え
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新型インフルエンザ等対策政府行動計画の概要②

・国、地方公共団体、JIHS、研究機関、医療機関等
の多様な主体が相互に連携し、国際的にも協調す
ることにより、実効的な対策を講ずる体制を確保

・平時における人材確保・育成や実践的な訓練によ
る対応力強化、有事には政府対策本部を中心に基
本的対処方針に基づき的確な政策判断・実行

①実施体制
・サーベイランス及び情報収集・分析の体制構築や

DXの推進を通じた、平時からの効率的かつ効果的
なサーベイランス、情報収集・分析の実施

・感染症対策の判断に際した、感染症、医療の状況
の包括的なリスク評価、国民生活及び国民経済の
状況の考慮

②情報収集・分析③サーベイランス

・医療提供体制を拡充しつつ、治療を要する患者
数をその範囲内に収めるため、感染拡大のス
ピードやピークを抑制

・医療ひっ迫時にはまん延防止等重点措置、緊急
事態宣言を含む必要な措置を適時適切に実施

・ワクチン、治療薬等の状況変化に応じて対策の
縮小・中止を機動的に実施

⑥まん延防止

・重点感染症を対象とした治療薬の研究開発を平
時から推進し、研究開発の基盤を強化

・有事に治療薬を確保し、治療法を確立するため、
研究開発、臨床試験、薬事承認、製造、流通、
投与、予後の情報収集及び対応までを含む一貫
した対策・支援を実施

⑨治療薬・治療法

・感染症対策物資等※が不足する場合、検疫、医
療、検査等の実施等が滞る可能性

・平時の備蓄や有事の生産要請等により、医療機
関を始めとした必要な機関に感染症対策物資等
が十分に行き渡る仕組みを形成
※医薬品、医療機器、個人防護具等

⑫物資

・感染症危機においては、情報の錯綜、偏見・差別等
の発生、偽・誤情報の流布のおそれ

・感染症対策を効果的に行うため、可能な限り双方向
のコミュニケーションを行い、リスク情報とその見
方の共有等を行い、国民等が適切に判断・行動

・平時から、感染症等に関する普及啓発、リスコミ体
制の整備、情報提供・共有の方法の整理等

④情報提供・共有、リスクコミュニケーション

・「ワクチン開発・生産体制強化戦略」に基づき、
重点感染症を対象としたワクチンの研究開発を
平時から推進し、研究開発の基盤を強化

・有事に国内外で開発されたワクチンを確保し迅
速に接種を進めるための体制整備を行う

・予防接種事務のデジタル化やリスコミを推進

⑦ワクチン

・必要な者に適時の検査を実施することで、患者の早
期発見、流行状況の的確な把握等を行い、適切な医
療提供や、対策の的確な実施・ 機動的な切替えを
行う

・平時には機器や資材の確保、発生直後より早期の検
査立上げ、流行初期以降では病原体や検査の特性を
踏まえた検査実施の方針の柔軟な変更を行う

⑩検査

・感染症危機時には国民生活及び社会経済活動に大
きな影響が及ぶ可能性

・平時に事業継続等のために必要な準備を行い、有
事に安定化を図ることが重要

・国等は影響緩和のため必要な対策・支援※を行う
※生活関連物資等の安定供給の呼び掛け、まん延防止措置等の心
身への影響を考慮した対策、生活支援を要する者への支援等

⑬国民生活・国民経済
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・国内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入や感
染拡大のスピードをできる限り遅らせるため、検疫
措置の強化や入国制限等の水際対策を総合的に実施

・病原体の性状等を踏まえ、対策の有効性、実行可能
性、国民生活及び社会経済活動に与える影響等を総
合的に勘案し､実施すべき水際対策を選択・決定

・状況の進展に応じ､対策の縮小･中止等見直しを実施

⑤水際対策

・医療の提供は、健康被害を最小限にとどめるために不可
欠、かつ社会・経済活動への影響を最小限にとどめるこ
とにつながる

・平時から、予防計画及び医療計画に基づき、都道府県と
医療機関の間で医療措置協定を締結することを通じて、
感染症医療を提供できる体制を整備

・感染症危機には、通常医療との両立を念頭に置きつつ、
感染症医療を提供できる体制を確保し、病原性や感染性
等に応じて変化する状況に柔軟かつ機動的に対応

⑧医療

・有事において地域の実情に応じた効果的な対策
を実施して、住民の生命と健康を保護する

・都道府県等は、保健所や地方衛生研究所等におい
   て、検査、積極的疫学調査、入院勧告・措置、療養
先の調整、移送、健康観察、生活支援等を実施

・平時から、業務負荷の急増に備え、有事に優先的に
取り組む業務の整理、ICTの活用等による業務効率
化・省力化を行う

⑪保健

各論13項目の概要



横断的な５つの視点

国際社会の一員として積極的役割を果たすことが、
国境を越えて拡大する感染症との戦いに重要

・国際機関や諸外国の政府、研究機関等と連携
・こうした連携を通じ、
・平時の情報収集 (新興感染症等の発生動向把握や初発事例の探知)
・有事の情報収集 (機動的な水際対策の実施、研究開発への活用) 
を行う

Ⅴ. 国際的な連携
感染症危機は国境を越えてグローバルに広がることから、
対応に当たっては国際的な連携が不可欠

平時から中長期的な視野による感染症危機管理人材の育成が重要

・専門家養成コース(FETP、IDES養成プログラム)等の活用による
専門性の高い人材の育成

・感染症危機管理人材の裾野を広げる取組として、
より幅広い対象(危機管理部門、広報部門等)に訓練・研修を実施

・地域での人材の確保・育成
地域の対策のリーダーシップの担い手や感染症対策の中核となる保健所職員等

Ⅰ. 人材育成

感染症危機対応では、国と地方公共団体の適切な役割分担が重要
(国：基本的方針の策定、地方公共団体：感染症法・特措法等に基づく実務)

・感染症に関するデータや情報の円滑な共有・分析等のため
平時から国と地方公共団体等の連携体制・ネットワーク構築

・国から地方公共団体への情報発信の工夫により、
地方公共団体から住民・事業者等へ適切な情報提供

・平時から意見交換・訓練を実施し、連携体制を不断に強化

Ⅱ. 国と地方公共団体との連携

技術革新や既存技術の応用、医療DXを踏まえた検討が重要
・国と地方、行政と医療機関の情報収集・共有・分析基盤の整備
・保健所や医療機関等の事務負担軽減による対応能力の強化
・予防接種事務のデジタル化・標準化による全国ネットワーク
の構築、電子カルテ情報の標準化等の医療DXの推進

・将来的に、電子カルテと発生届の連携、臨床情報の研究開発
への活用

Ⅲ. DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進

危機対応の初期段階から研究開発・臨床研究等を推進し、
ワクチン・診断薬・治療薬の早期実用化につなげることが重要
・平時から、有事におけるワクチン・診断薬・治療薬の開発に
つながるよう、医療機関、研究機関、製薬企業等の連携を推進
し、企業等の研究開発を支援

・初期段階から国が中心となり、疫学・臨床情報等を収集
関係機関での臨床研究・研究開発に活用

Ⅳ. 研究開発への支援
危機対応の初期段階から研究開発・臨床研究等を推進し、
ワクチン・診断薬・治療薬の早期実用化につなげることが重要

平時から中長期的な視野による感染症危機管理人材の育成が重要 感染症危機対応では、国と地方公共団体の適切な役割分担が重要
(国：基本的方針の策定、地方公共団体：感染症法・特措法等に基づく実務)

DXの推進や技術革新による対応能力の強化が重要
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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の概要

都行動計画の目的

新たな感染症にも揺るがない強靭で持続可能な都市・東京の実現を目指す

改定の方針

⚫ 新型インフルエンザ等（※）の感染拡大の抑制、都民の生命及び健康の保護
⚫ 都民生活及び都民経済に及ぼす影響の最小化

初の抜本改定を行った政府行動計画に基づき、以下の方針で改定

1

新型コロナ対策において積み重ねてきた知見・経験を活かす1 首都東京の特性を踏まえた対策の具体化2

02_（資料２）医療・公衆衛生部会資料v3

平時の備え 有事の迅速な初動対応 首都東京の都民生活・経済を守る
バランスの取れた対策の実施

（※）対象となる感染症の定義
•新型インフルエンザ等感染症
•指定感染症（当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤で
あり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの）

•新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの）

➢ 人材育成、実践的な訓練の実施によ
る対応体制の定期的な点検や改善等
の実施

➢ 都と都民、区市町村、医療機関、事
業者等との情報共有、双方向のコ
ミュニケーションの体制整備や取組
の推進

➢ 感染症法等に基づき、関係機関と協
定を締結し、感染症発生時の医療・
検査を迅速に行う体制の確保

➢ 国や関係機関と連携し、国内外の感

染症発生状況に関する情報を速やか

に収集・分析し、東京iCDCや東京都

感染症医療体制戦略ボード等と共有

➢ あらかじめ定めた手順により直ちに

都庁一体となった初動体制を立ち上

げ、都民の生命及び健康を守るため

の緊急かつ総合的な対応の実施

➢ 東京は首都として政治、経済、文化
等の中枢機能が集中する世界有数の
大都市

➢ 急速な感染拡大による社会的影響を
緩和するため、まん延防止の取組を
適切に実施

➢ 感染拡大防止と社会経済活動のバラ
ンスを踏まえた対策の切替えを円滑
に実施



① 初の抜本
改定

✓ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（第７条）に基づき、平時の準備や感染症発生時の対策
の内容を示すものとして、平成25（2013）年に策定（平成30（2018）年に一部改定）

✓ 令和６年７月の政府行動計画の抜本改定を受け、都行動計画も、策定以来初の抜本改定を実施
※約90頁 ⇒ 約200頁に拡充

② 幅広い感染
症に対応

✓ 新型インフル・新型コロナ以外の呼吸器感染症をも念頭に、中長期的に複数の波が来ることも想定

③ 柔軟かつ機動
的な対策の切
替え

✓ 状況の変化（検査や医療提供体制の整備、社会経済の状況等）に応じて、感染拡大防止と社会
経済活動のバランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切替え

④ 発生段階
の考え方

✓ 全体を３期（準備期、初動期、対応期）に分けて記載、準備期の取組を充実
対応期は以下の４時期に区分
・封じ込めを念頭に対応する時期 ・ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
・病原体の性状等に応じて対応する時期 ・特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

⑤ 対策項目
の拡充

✓ 対策項目を１３項目に拡充し、内容を精緻化
・特に実施体制、まん延防止の項目の記載を充実
・可能な限り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュニケーションを行うことを記載

東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定のポイント
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①実施体制 ⑧医療
②情報収集・分析 ⑨治療薬・治療法
③サーベイランス ⑩検査
④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑪保健
⑤水際対策 ⑫物資
⑥まん延防止 ⑬都民生活及び都民経済の安定の確保
⑦ワクチン

①サーベイランス・情報収集
②情報提供・共有
③都民相談
④感染拡大防止
⑤予防接種
⑥医療
⑦都民生活及び経済活動の安定の確保
⑧都市機能の維持

※実施体制は
総論に記載



第
２
部

各
対
策
項
目
の
考
え
方
及
び
取
組

◼ 役割整理や指揮命令系統等の構築、研修、
訓練を通じた関係機関間の連携を強化

第1章 実施体制 ◼ 準備期における検討等に基づき、都及び関係機関
における実施体制を強化、迅速に対策を実施

◼ 各対策の実施状況に応じて柔軟に実施体制を
整備し、見直しを実施

◼ 情報収集・分析に加えて、情報の整理や把握手段
の確保を行う等、有事に向けた準備を実施

第2章 情報収集・分析 ◼ 新たな感染症の特徴や病原体の性状に関する情報
の収集・分析を迅速に実施

◼ 感染症のリスクに関する情報、都民生活及び都民
経済に関する情報等の収集・分析を強化

◼ 都民等の感染症に関するリテラシーを高め、都の
情報提供・共有に対する認知度・信頼度を向上

第4章 情報提供・共有、
 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ

◼ 感染拡大に備えて、都民に新たな感染症の特性や
対策等の的確な情報提供・共有を実施

◼ 都民の関心事項を踏まえ、対策に対する都民の
理解を深め、適切な行動につながるよう促す。

◼ 国が実施する研修及び訓練への参加等を通じ
て、水際対策に係る国等との連携体制を構築

第5章 水際対策 ◼ 国及び関係機関等と連携し、感染者発生時に円滑
に対応できる体制を構築

◼ 感染拡大の状況等を踏まえながら、国及び
関係機関と連携して適切に対応

◼ 対策の実施等に当たり参考とする必要のある
指標やデータ等の整理を平時から実施

第6章 まん延防止 ◼ 都内でのまん延の防止やまん延時に迅速な
対応がとれるよう準備等を実施

◼ まん延防止対策を講ずるとともに、効果等を
総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に切替え

◼ 関係機関と連携し、ワクチンの流通接種体制
を構築

第7章 ワクチン ◼ 国の方針等に基づき、接種体制の立ち上げに
向けて必要な準備を実施

◼ 確保したワクチンを円滑に流通させ、構築
した接種体制に基づき迅速に接種を実施

準備期 初動期 対応期

第8章 医療 ◼ 予防計画に基づき有事に関係機関が連携して
医療提供できる体制を整備

◼ 初動期に引き続き、保健所や医療機関等と連携し、
患者に適切な医療が提供できるよう対応

◼ 保健所や医療機関等と連携し、相談・受診
から入退院までの流れを迅速に整備

第9章 治療薬・治療法 ◼ 治療薬及び治療法の情報を速やかに医療機関等に
提供し、活用できるよう、体制づくりを実施

◼ 迅速に有効な治療薬を確保し、必要な患者に
公平に届くことを目指した対応を実施

第10章検査 ◼ 平時から検査機器の維持及び検査物資の確保
や人材の確保を含めた準備を着実に推進

◼ 国の方針や都内の感染状況等を踏まえ、検査
体制等を適時拡充・見直し

◼ 国等と緊密に連携し、新型インフルエンザ等の発生
当初から、検査拡充等の体制を迅速に整備

第11章保健 ◼ 感染症対策連携協議会等を活用し、保健所等
の多様な関係機関との連携体制を構築

◼ 予防計画や健康危機対処計画等に基づき、
求められる業務に必要な体制を確保

◼ 予防計画や健康危機対処計画等に基づき、
有事体制への移行準備を進める。

◼ 都民の生命及び健康等への影響が生じることを
防ぐため、有事に必要な感染症対策物資等を確保

第13章都民生活及び都民
経済の安定の確保

◼ 事業者及び都民へ適切に情報提供・共有、必要な
準備の実施を勧奨する等、事業継続に向けて準備

◼ 準備期での対応を基に、都民生活及び都民
経済の安定を確保するための取組を実施

◼ 事業者や都民に、感染対策等、必要となる
可能性のある対策の準備等を呼び掛け

第3章 サーベイランス ◼ 平時からサーベイランス体制を構築し、情報
を速やかに収集・分析

◼ 平時において実施しているサーベイランスに加え、
有事の感染症サーベイランスを開始

◼ 流行状況に応じ、適切に感染症サーベイラン
ス等を実施

第12章物資 ◼ 感染症対策物資等の備蓄等、必要な準備を
適切に実施

◼ 初動期に引き続き、感染症対策物資等の需給状況
の確認、行政備蓄からの供出等を適切に実施

◼ 医療機関等に対する治療薬等の最新の知見の
情報提供や、適切な使用等の調整等を実施

3

構成：第１部は基本的な考え方、第２部は各対策項目の考え方と取組、第３部は都の危機管理体制を記載



準備期 初動期 対応期

東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）

4

⚫ あらかじめ定めた手順により直ち
に都の初動体制を立上げ

（国の初動対処要領と密接に連携）

⚫ 情報収集・分析を迅速に実施し、
東京iCDC、東京都感染症医療体制
戦略ボード等と共有

⚫ 事業継続に向けた準備（オンライン

を組み合わせたハイブリッドな会議の

活用、テレワークや時差出勤等の準備

を要請）

⚫ 都が提供・共有する情報の認知度・信頼度の向上、
ワンボイス※での情報提供等の体制整備 情報収集・分析

（※）危機管理を担う多様な情報源からであっても一貫した情報提供・共有をすること。

保健・医療

ワクチン

まん延防止

⚫ 感染拡大防止と社会経済
活動のバランスを踏まえ、
まん延防止対策を柔軟
かつ機動的に切替え
（都独自の対象事業者や
施設管理者等の区分に
よるきめ細やかな対応

   の検討・要請）

⚫ 大規模接種会場の設置や職域接種等、
区市町村の接種体制の補完に向け必要
に応じ準備

保健・医療

⚫ 都及び保健所設置区市は、東京都感染症対策連携協議会等を
活用し、平時から関係機関等と意見交換や研修・訓練、必要な
調整を通じ、連携を強化

⚫ 相談・受診から自宅療養や入退院までの流れ等、有事の際の
保健・医療提供体制を確認・整理

⚫ 電子カルテの導入支援、感染症サーベイランスシステムや
医療機関等情報支援システム（G-MIS）等の活用を通じた
DX推進・入院調整等の効率化

⚫ 保健所設置区市を含む管内
（都内）での円滑な入院調整
のため、必要に応じて入院
調整本部を適時設置
（保健所の管轄を越えた広域調整）

⚫ 教育及び学びの継続
（※コロナ時の具体例：オンライン
学習、感染症の専門家による点検・
評価・助言など）

都民生活及び都民経済
の安定の確保

都民生活及び都民経済
の安定の確保⚫ 検疫所における隔離・停留の為の医療機関・宿泊施設等の

利用調整、健康監視の代行要請等の連携の在り方を検討

⚫ 都、区市町村、保健所等による実践的な訓練等を
通じた関係機関間の連携強化

情報提供・共有、リスクコミュニケーション

：主に保健・医療分野 ：主に社会機能分野

⚫ 事業継続に向けた準備
（オンラインを組み合わせたハイブリッドな会議等の柔軟な
勤務形態等の導入準備の勧奨、ハイブリッドな学習形態等に
よる教育及び学びの継続に関する体制整備）

都民生活及び都民経済の安定の確保

実施体制 危機管理体制

水際対策

※都は、準備期・初動期・対応期を通じて、区市町村、保健所等と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等への対策を総合的に推進



準備期 初動期 対応期

◆ 有事の際に機能する指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、人員の調整、縮小可能な業務の整理、訓練等を実施
◆ 有事においては、準備期における検討等に基づき、都及び関係機関における実施体制を強化、迅速に対策を実施、感染症危機の状況や都民生

活・都民経済の状況などに応じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直しを実施

〇実践的な訓練の実施

•都、区市町村、保健所、医療機関及び指定
（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等
の発生に備えた実践的な訓練を実施

〇体制整備・強化

•専門人材、職員等のキャリア形成の支援等を
行いながら、訓練や養成等を推進

•医療、公衆衛生、社会経済等の感染症危機管
理に関連する分野の専門家と平時から連携を
強化

〇関係機関の連携の強化
•国、区市町村などと連携し、平時からの情報
共有、連携体制の確認及び訓練を実施

•東京都感染症対策連携協議会等を活用して、
入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体
制、検査体制や検査実施の方針、情報共有の
在り方等について協議

① 実施体制

都行動計画のポイント

5

〇疑いを把握した場合の措置
•国内外の感染症発生状況に関する情報を速やか
に収集・分析し、その結果を東京ｉＣＤＣや東
京都感染症医療体制戦略ボード等と共有

•必要に応じて、速やかに東京都感染症対策連絡
会議や東京都危機管理対策会議を開催し、情報
の収集・共有・分析や危機に対処するための対
応策を検討

〇発生が確認された場合の措置
•厚生労働省や統括庁から情報を入手した場合に
は、直ちに知事に報告、総務局と保健医療局で
情報共有

〇都対策本部の設置・開催等
•特措法に基づき、政府対策本部が設置された場
合には、速やかに都対策本部を設置・開催

•事態及び都対策本部設置等について、都民や事
業者等に対し、迅速かつ積極的に情報提供

•各局は、具体の対応を柔軟かつ的確に実施

〇対策の実施体制

•国が定める基本的対処方針及びＪＩＨＳ（国立
健康危機管理研究機構）から提供される感染症
の特徴に関する情報等に基づき、適切な新型イ
ンフルエンザ等対策を実施

•保健所や東京都健康安全研究センターとも連携
し、都内の感染状況について一元的に情報を把
握する体制を整備

〇都による総合調整

•特措法や感染症法に基づき、必要な総合調整を
実施

〇特措法によらない時期の体制
•政府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく都
対策本部を廃止

※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 平時から、効率的な情報の収集・分析や提供の体制を整備し、定期的な情報収集・分析や有事に備えた情報の整理・把握手段を確保
◆ 有事の際は、発生した感染症の特徴や病原体の性状等の情報収集・分析を迅速に行い、感染拡大防止と都民生活・経済との両立も見据えた感染

症対策を実施

〇実施体制の構築
•国内外からの情報を収集・分析する体制を整
備

•国内外の関係機関や専門家等とのネットワー
クを形成し、連携体制を強化

•収集すべき情報の整理や分析方法の研究等、
社会影響等も踏まえた準備

〇平時の情報収集・分析
•感染症対策における意思決定及び実務上の判
断を行うため、効率的に国内外の情報収集・
分析を実施

•情報収集・分析に当たり、国内外の関係機関
等との人的・組織的ネットワークを活用

② 情報収集・分析

都行動計画のポイント

※情報収集・分析の対象は以下のとおり

• 国内外の感染症の発生状況や対応状況

• 感染症サーベイランス等から得られた国内の疫学情報、感染

症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）

• 臨床像に関する情報

• 医療提供体制や人流、都民生活及び都民経済に関する情報

• 社会的影響等を含む感染症流行のリスクに関する情報 等

〇実施体制（有事体制への移行）
•感染症に関する国等からの情報収集・分析を実
施

•国内外の感染症発生状況に関する情報を速やか
に収集・分析し、東京ｉＣＤＣや東京都感染症
医療体制戦略ボード等と共有

•保健所は、地域の感染情報の収集・分析や、
医療機関等との連絡調整等、事前対応型の取組
を推進

〇情報収集・分析等
•国等のリスク評価を踏まえ、速やかに有事の体
制への移行を判断し、準備・実施

•都民生活・経済や社会的影響に関する情報収
集・分析を実施

•準備期に構築したネットワークを活用した情報
収集・分析を継続するとともに、都民等に分か
りやすく提供・共有

〇実施体制（対応の強化）

•ＷＨＯや国等から、国内外の発生状況等の情報
を速やかに収集・分析し、東京ｉＣＤＣや東京
都感染症医療体制戦略ボード等と共有

〇リスク評価に基づく感染症対策の実施等
•都民生活及び都民経済等に及ぼす影響の把握及
び必要な情報の収集

•国の方針等を踏まえ、都内の実情に応じた積極
的疫学調査等の対象範囲や調査項目の見直し

•流行状況やリスク評価に基づく柔軟かつ機動的
な感染症対策の切替え

〇情報収集・分析から得られた情報や対策の共有
•国内外からの情報収集・分析から得られた情報
や対策について、都民等に迅速かつ分かりやす
く提供・共有

6※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 関係機関との連携強化を含むサーベイランス体制を構築するとともに、平時から感染症サーベイランスを実施

◆ 新型インフルエンザ等の発生時には、有事の感染症サーベイランス及びリスク評価を実施し、柔軟かつ機動的に感染症対策を切替え

〇有事体制への移行
•準備期から実施している感染症サーベイラン
スを継続

•国の症例定義に基づく疑似症サーベイランス
を開始

•入院サーベイランス及び病原体ゲノムサーベ
イランス等、有事の感染症サーベイランスを
開始

•東京都健康安全研究センターで亜型等の同定
を行い、ＪＩＨＳへ報告

〇リスク評価に基づく感染症対策
•国と連携し、感染症サーベイランスで収集し
た情報等を踏まえた初期段階でのリスク評価
に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施

〇都民等への情報提供・共有
•国と連携し、都内の感染症の発生状況等を迅
速に把握し、新型インフルエンザ等の発生状
況等や感染症対策に関する情報を、都民等へ
迅速に提供・共有

③ サーベイランス

都行動計画のポイント

〇実施体制の構築
•感染症サーベイランスシステム及び感染症健
康危機管理情報ネットワークシステム等を活
用し、関係機関の情報連携体制を構築

•東京ｉＣＤＣや東京都感染症医療体制戦略
ボードと協力して国内外の感染症情報を迅速
に収集・分析し、都民や関係機関に発信

〇平時からの感染症サーベイランス
•季節性インフルエンザ等の患者・病原体サー
ベイランス等を実施し、情報の解析・集積を
実施

•東京感染症アラートによる患者発生の早期把
握

•（平時の）疑似症サーベイランス、感染症救
急搬送サーベイランスの実施

〇ＤＸの推進
•保健所と協力し、医療機関の電磁的方法によ
る発生届の提出を促進

•都全体としての保健所業務のＤＸ推進

〇有事の感染症サーベイランスの実施

•国が実施する感染症サーベイランスのほか、
必要に応じ、独自に判断して感染症サーベイ
ランス等を実施

〇リスク評価に基づく感染症対策
•国と連携し、感染症サーベイランスで収集し
た情報等を踏まえたリスク評価に基づく感染
症対策を迅速に判断及び実施

•流行状況やリスク評価に基づき、国の方針や
専門家の意見も踏まえ、柔軟かつ機動的に感
染症対策を切替え

〇都民等への情報提供・共有
•国と連携し、感染症サーベイランスにより発
生状況等を迅速に把握し、ゲノム情報、臨床
像等の情報を含め、都民等へ新型インフルエ
ンザ等の発生状況等について迅速に提供・
共有

7※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載、破線は同資料に未掲載



準備期 初動期 対応期

〇新型インフルエンザ等の発生前における都民
等への情報提供・共有

•都による情報提供・共有が有用な情報源とし
て、都民等による認知度・信頼度が向上する
よう努める

•偽・誤情報の流布、インフォデミックの問題
が生じないよう、各種媒体を活用して偽・誤
情報に関して啓発

〇新型インフルエンザ等発生時における情報提
供・共有の体制整備
•高齢者、子供、外国人など、様々な人に適切
な配慮をし、情報提供・共有する媒体や方法
を整理

•都として一体的・整合的ないわゆるワンボイ
スでの情報提供・共有を行うことができるよ
う、必要な体制を整備

•双方向のコミュニケーションに基づいたリス
クコミュニケーションを適切に実施できるよ
う、必要な体制を整備

④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション

都行動計画のポイント

〇迅速かつ一体的な情報提供・共有
•報道発表、記者会見、ホームページへの掲載、
ＳＮＳでの発信等により、迅速かつ積極的に情
報提供を実施

•感染対策が社会における感染拡大防止にも大き
く寄与することを含めて、都民等の行動変容に
資する啓発を進めるとともに、冷静な対応を促
すメッセージを発出

〇双方向のコミュニケーションの実施
•情報の受取手の反応や関心を把握し、可能な限
り双方向のコミュニケーションに基づくリスク
コミュニケーションを行うよう努める

〇偏見・差別等や偽・誤情報への対応
•偏見・差別等は許されるものではないこと等に
ついて都民及び事業者に理解を求める

•偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつつ、その時
点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り
返し提供・共有する等、適切に対応

〇リスク評価に基づく方針の決定・見直し
•都民等の感染拡大防止措置に対する理解・協力
を得るため、感染症対策の根拠を丁寧に説明

•都民等に不要不急の外出や都道府県を越えた移
動等の自粛を求める際には、可能な限り科学的
根拠等に基づいて分かりやすく説明

•病原体の性状等を踏まえたリスク評価の分類に
基づき、感染拡大防止措置を見直す場合は、従
前からの変更点や変更理由等を含め、分かりや
すく説明

•特に影響が大きい年齢層に対し、重点的に可能
な限り双方向のリスクコミュニケーションを実
施

◆ 平時から様々な場面において感染症に関する基本的な知識の普及啓発や適時適切な感染症対策等に係る情報提供・共有に取り組むことで、都民
等の感染症に関するリテラシーを高めるとともに、都による情報提供・共有に対する認知度・信頼度を向上

◆ 有事には、最新の科学的根拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやすく提供・共有

8※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 平時から、水際対策に係る国の体制整備へ協力するとともに、国による研修・訓練等への参加を通じて、国及び関係機関との連携体制を構築

◆ 有事の際は、国の実施する水際対策に連携・協力し、健康監視等を実施

〇実施に関する体制の整備
•検疫所及び管内に所在する港湾・空港関係機
関との情報伝達ルートを確認し、連携体制を
構築

•検疫所における隔離・停留のための医療機関、
宿泊施設等の利用調整、健康監視業務の代行
要請等、連携の在り方について、感染症対策
連携協議会の場等で協議・検討

〇国及び関係機関との連携
•国が実施する研修・訓練への参加等を通じた
国及び関係機関との連携

〇国及び関係機関との連携
•国と連携して健康監視対象者の情報を入手し、
保健所や東京都健康安全研究センターと情報
共有するなど、感染者発生時に円滑に対応で
きる体制を構築

〇検疫強化への協力
•国と連携し、居宅等待機者に対する健康監視
を実施

•検疫所と情報共有を図りながら、検疫措置の
ための環境整備に協力

•新たな疾患に対する検査体制を速やかに整備
•検疫所が実施する疫学調査や隔離・停留等に
連携・協力して対応

〇国及び関係機関と連携
•国が実施する病原体の性状を踏まえた対策強
度の切替えや、ワクチン・治療薬の開発・普
及状況に応じた対策方法の変更・緩和・中止
等、状況の変化を踏まえ、初動期の対応を継
続

•国が公表した水際対策の方針変更について速
やかに関係機関等と情報を共有

⑤ 水際対策

都行動計画のポイント

9※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期～初動期 対応期

◆ 平時から、まん延防止対策の必要性について都民や事業者等の理解を促進
◆ 有事には、都民生活及び都民経済への影響も十分考慮した上で、まん延防止対策を講じ、医療のひっ迫を回避し、都民の生命及び健康を保護
◆ 緊急事態措置を始めとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで、都民生活及び都民経済への

影響を軽減

＜準備期＞
〇都民等の理解促進等
•感染症対策の内容・意義について周知広報
•都民一人一人の協力が重要であることや、実
践的な訓練等の必要性について理解を促進

•休業要請や不要不急の外出の自粛要請、施設
の使用制限の要請等について、個人や事業者
におけるまん延防止対策について理解を促進

•基本的な感染症対策の普及を行うとともに、
有事対応等の理解を促進

＜初動期＞
〇都内でのまん延防止対策の準備
•感染症法に基づく患者対応（入院勧告・措置
等）や濃厚接触者の対応（外出自粛要請、健
康観察の実施、有症時の対応指導等）の準備

•ＪＩＨＳからまん延防止対策に資する情報を
提供を受け、リスク評価を実施

⑥ まん延防止

都行動計画のポイント

10

〇まん延防止対策の実施
•患者や濃厚接触者：感染症法に基づく措置（入院勧告・措置等）や病原体の性状に応じた対策
•住民：基本的な感染対策の勧奨、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが
高い場所への外出自粛、時短対象施設の時間外利用自粛（まん延防止等重点措置）、生活維持に必
要な場合を除きみだりに外出することの自粛（緊急事態措置）等

•事業者や学校：感染リスクの高まる業態・場所等について、営業時間変更（まん延防止等重点措
置）、施設の使用制限（緊急事態措置）、休業等の要請（緊急事態措置）等

〇時期に応じた対策の実施
【封じ込めを念頭に対応する時期】
•医療資源に限界があることや効果的な治療法・ワクチンが存在しないこと等を踏まえ、必要に応じ
て、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に要請するかの検討を含め、封じ込めを念頭
に強度の高い対策を実施

【病原体の性状等に応じ対応する時期】
•病原性・感染性等に基づくリスクに応じて、対策の強度を適切に選択し、医療のひっ迫を回避
•医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合は、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急
事態措置の実施を国に対して要請

•こどもや若者、高齢者等、特定のグループのリスクが高い場合は、そのグループへの重点的な対策
を検討

【ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期～特措法によらない基本的な感染症対策への移行期】
•これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ、病原体の変異や次の感染症危機に
備えた対策の改善等を行う。

※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 平時から関係機関と連携しワクチンの流通・接種体制を構築するとともに、ワクチンについての正しい情報提供により都民の理解を促進
◆ 有事の際は、国からの要請に応じて接種を行うとともに、感染状況により接種体制を拡充
※本章における「住民接種」とは、予防接種法第６条第３項に基づき都道府県知事または市町村長が行う臨時の予防接種を指す。

〇ワクチンの供給体制の確保
•国の要請や関係機関との協議により、ワクチンの円
滑な流通に向けた体制を構築

〇接種体制の構築
•接種会場や医療従事者の確保等についての整理、接
種会場等の検討、訓練等の実施

①特定接種（都、区市町村）
・地方公務員については、都又は区市町村が実施主体
として接種体制を構築
（登録事業者等への接種体制構築は国が実施）

②住民接種（区市町村又は都）
・具体的な実施方法等について関係機関と協力し準備
・国が構築するシステムの活用等について検討

〇研究開発の推進
•東京都医学総合研究所におけるワクチン開発等の研
究の推進

〇情報提供・共有
•国が情報提供・共有するワクチンの役割や有効性及
び安全性、接種体制等についてＨＰやＳＮＳ等を通
じた情報提供・共有により都民等の理解を促進

〇接種体制の構築（準備期に計画した体制の
活用）

•特定接種・住民接種に用いるワクチンの円
滑な流通に向けた体制構築の手順の確認

•国からの実施方針やワクチン供給量、予算
措置等に関する情報に基づき、接種体制の
立ち上げに向けて必要な準備を実施

•地域の関係者と協力し、接種会場や接種に
携わる医療従事者等を確保するなど、接種
体制を構築

•大規模接種会場の設置や職域接種等、区市
町村の接種体制の補完に向け必要に応じ準
備

•医療関係者への協力要請・指示や、医療従
事者不足の際には、歯科医師や診療放射線
技師等への接種の要請の検討等、接種人材
の確保を検討

〇ワクチンや接種に必要な資材の供給
•国からの供給状況に応じて、区市町村へのワ
クチン供給量を調整

•ワクチンを接種会場等に円滑に流通させる体
制構築を支援

•納入量等に係る国との緊密な情報共有、医療
機関等への早期の情報提供を実施

〇接種体制／接種の実施
 ①特定接種（都、区市町村）
•国の実施決定に基づき、集団接種を実施

②住民接種
•国からの要請に応じ全都民が速やかに接種を
受けられるよう体制を構築

•関係団体等と連携し、医療従事者の確保に向
けた対策を実施し、接種体制を強化

•感染状況に応じ接種体制を拡充

〇都民等への情報提供・共有
•ワクチンの有効性・安全性の情報や、接種後
の副反応疑い報告、健康被害救済申請の方法
等、国からの情報等を都民等へ周知・共有

⑦ ワクチン

都行動計画のポイント

11※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 感染症危機において感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療の提供を滞りなく継続するために、平時から予防計画及び保健医療計
画に基づき、有事に関係機関が連携して医療を提供できる体制を整備するとともに、研修・訓練等を実施

◆ 感染症危機には、通常医療との両立を念頭に置きつつ、感染症医療の提供体制を確保し、病原性や感染性等に応じて変化する状況に機動的かつ
柔軟に対応することで、都民の生命及び健康を保持

⑧ 医療【１】

〇予防計画・医療計画に基づく医療提供体制整備
•医療機関と、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への
医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協
定を締結

•発生国の帰国者等からの相談を受け、感染症指定医療
機関等を案内する相談センター、感染症指定医療機関、
協定締結医療機関、一般医療機関等と有機的に連携し、
医療提供体制を確保

•民間宿泊事業者等との間で協定締結を進めて宿泊療養
施設の確保

〇研修や訓練による人材の育成等
•研修や訓練の実施により、医療人材や感染症に関する
専門人材の育成を支援

〇新型インフルエンザ等の発生時のためのDX推進
•国の取組状況も踏まえ、医療機関における電子カルテ
の導入支援や、感染症サーベイランスシステム、医療
機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等の活用を通
じてＤＸを推進し、入院調整等を効率化

〇感染症に関する知見の共有等
•国やＪＩＨＳから提供された
診断・治療に関する情報等を
医療機関や保健所、消防機関、
高齢者施設等に周知

〇医療提供体制の確保等
•発生公表前から、感染症指定
医療機関における医療提供体
制を確保

•感染症指定医療機関による受
入体制を確保し、入院調整に
関する体制を構築

•準備期に整理した相談・受診
から入退院までの体制を迅速
に整備

〇都による総合調整・指示
•医療提供の状況等を踏まえ、段階的に医療提供体制
を拡充

•医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等を全都的
に調整

〇適切な医療提供体制の構築に向けた対応
•感染症指定医療機関に加え、協定締結医療機関に対
して、協定に基づく医療提供、後方支援、医療人材
派遣等を要請

•一定期間の収入補償や物資提供等の医療機関の体制
強化、支援を実施

（次ページへ）

都行動計画のポイント

12※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期 対応期

⑧ 医療【２】

〇医療機関の設備整備・強化等
•感染症指定医療機関及び協定締結医療機関につ
いて、施設整備及び設備整備の支援

〇臨時の医療施設等の取扱いの整理
•国による制度設計を踏まえ、臨時の医療施設等
の設置、運営、医療人材確保等の方法等につい
て検討

〇感染症対策連携協議会等の活用
•感染症対策連携協議会等を活用し、関係機関の
情報共有や連携強化を図るとともに、相談・受
診から自宅療養や入退院までの流れ等、有事の
際の体制を確認・整理

•感染症法に基づく総合調整権を活用した医療提
供体制の確保について予め関係機関等と確認

〇特に配慮が必要な患者への医療提供体制確保
•特に配慮が必要な患者の医療にひっ迫が生じる
可能性があることから、関係機関等との間で平
時から協議を行う

〇医療提供体制の確保等（続）
•新型インフルエンザ等に感染
したおそれがあると判断され
る場合に、直ちに保健所に連
絡するよう医療機関に要請

•予防計画に基づく検査等措置
協定機関等における検査体制
を速やかに整備

•流行初期医療確保措置協定締
結医療機関に対し、対応の準
備を要請

〇相談センターの整備
•発生国の帰国者等からの相談
を受け、感染症指定医療機関
等を案内する相談センターを
速やかに整備し受診促進等に
活用

〇時期に応じた医療提供体制の構築
＜流行初期（発生の公表から約３か月を想定）＞
•感染症指定医療機関、流行初期医療確保措置協定締結医療機
関において入院医療・外来医療の提供体制確保を要請

•状況に応じて速やかに入院調整本部を設置し、円滑な入院調
整の仕組みを構築

•相談センターの強化及び都民等への周知により、速やかに発
熱外来の受診を案内

＜流行初期以降＞
•感染状況に応じ、入院医療・外来医療に対応する協定締結医
療機関を拡大

•範囲や優先度を明確にした入院調整、転退院支援の実施

•自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制や支援
を強化

•感染症の性状や医療提供体制の状況等に応じて、確保病床等
を補完する臨時の医療施設を機動的に設置

•ハイリスクのグループに対する重点的な医療提供体制の確保

•相談センターの強化の取組を継続

13※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載、破線は同資料に未掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 国やＪＩＨＳと緊密な情報共有体制を確保しながら、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治療法の情報を速やかに医療機関等に提供
◆ 医療機関や薬局へ円滑に流通させる仕組みを整理し、新型インフルエンザ等の発生時に速やかに体制が構築できるよう必要な準備を実施

〇治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備
•医療機関等が有効な治療薬・治療法の情報
を早期に入手・活用できるよう、平時から
国・ＪＩＨＳ・医療機関等と感染状況に応
じた情報提供体制や実施のための手順等を
確認

•抗インフルエンザウイルス薬について、国
の備蓄方針を踏まえ、都の特性等を踏まえ
た必要量を計画的かつ安定的に備蓄

•卸売販売業団体等と協議し、必要時におけ
る備蓄医薬品の供給手順等について確認

〇研究開発の推進
•有事における治験等に関する協力依頼への
対応方法を国と確認

•東京都医学総合研究所における治療薬・治
療法の開発に向けた研究推進

〇都民・医療機関等への情報提供・共有
•国やＪＩＨＳ等と緊密に連携し、最新の科学
的知見に基づく有効な治療薬・治療法に関す
る情報を医療機関や薬局のほか、医療従事者、
都民等に対して迅速に提供・共有

〇治療薬の適正使用等
•供給量に制限のある治療薬が適時かつ公平に
配分できるよう国に協力

•医療機関、薬局に対し治療薬の適切使用の要
請及び適正対応を指導（過剰発注等防止）

〇抗インフルエンザウイルス薬の使用
（新型インフルエンザの場合）

•製造販売業者流通備蓄分を含む備蓄量の把握

•国と連携し、医療機関に対し、備蓄在庫を活
用して、患者の同居者、医療従事者又は救急
隊員等に、必要に応じて、抗インフルエンザ
ウイルス薬の予防投与を行うよう要請

〇総合的にリスクが高いと判断される場合
•ハイリスクケースに早期に治療薬・治療法
が利用可能となるよう、迅速な治療薬の確
保等に可能な限り協力

•治療薬が開発・承認された場合、医師会、
薬剤師会、卸売販売業の団体等と連携し、
円滑に供給するための調整を実施

〇治療薬・治療法の活用
•都民等に対し治療法や治療薬に関する有効
性や安全性の正確な情報、対応可能な医療
機関等の情報等を分かりやすく発信

•引き続き、医療機関や薬局に対し、治療薬
を適切に使用するよう要請

•増産された治療薬を確保、公平に配分

〇後遺症対策
•後遺症の発生も視野に入れ、東京ｉＣＤＣ
等の協力を得ながら必要に応じて医療機関
等と連携し、対応

〇抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用
（新型インフルエンザの場合）

•流通状況を把握し、必要に応じて都備蓄分
を市場に放出、国備蓄分の配分を国に要請

都行動計画のポイント

⑨ 治療薬・治療法
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準備期 初動期 対応期

◆ 平時から検査機器の維持及び検査物資の確保や人材の確保を含めた準備を着実に推進
◆ 新型インフルエンザ等の発生当初から検査拡充等の体制を迅速に整備
◆ 病原体の性状や検査の特性等を踏まえ、検査実施の方針を適時にかつ柔軟に変更し、検査体制を見直し

〇検査体制の整備
•検査の精度管理により民間検査機関や協定締結
医療機関等の検査実施能力向上を支援

•ＪＩＨＳ及び民間検査機関等と連携した検査体
制の構築と有事の際の試薬等の入手ルート確保、
検査物資の備蓄及び確保

•検体採取容器等の検査物資の備蓄及び確保
•有事における検体搬送体制の整備
•東京都健康安全研究センターや民間の検査等措
置協定締結機関等の検査体制の充実・強化

〇訓練等による検査体制の維持及び強化
•訓練や研修の機会を通じた、東京都健康安全研
究センターや民間検査機関等の検査実施能力、
検体搬送体制の確認

•ＪＩＨＳと連携した初動体制構築のための訓練

〇検査実施状況等の把握体制の確保
•有事に検査の実施状況や検査陽性割合等を効率
的に把握する方法の確立及び体制確保

〇有事の検査実施方針の基本的考え方の整理
•国の方針を踏まえ、検査方法や対象者等の検査
実施の方針を整理

〇検査体制の整備（準備期に計画した体制の
活用）
•予防計画に基づく流行初期の目標検査実施数
の確保に向けた検査体制の整備

•東京都健康安全研究センターが有事の検査実
施体制を確保

〇汎用性の高い検査手法の確立と普及
•国から提供を受けた検査試薬等を踏まえ、速
やかに都における検査体制を整備

〇検査実施方針等の周知
•国及びＪＩＨＳと連携し、国の段階的な検査
実施方針の見直しに協力

•国から流行状況やリスク評価に基づき検査実
施の方針等に関する情報提供がなされた場合
には、速やかに関係機関に周知の上、都内の
検査体制を整備

〇検査体制の拡充等
•流行初期は、東京都健康安全研究センターに
加え、感染症指定医療機関、流行初期医療確
保措置協定締結医療機関にて順次対応

•流行初期以降は、段階的に検査能力を有する
すべての協定締結医療機関で対応

•医療提供体制を補完するため、地域・外来検
査センター（ＰＣＲセンター）の設置等、各
地域における必要な検査体制を構築

•国から対応方針の変更が示された場合には、
都内の感染状況や各施設の業務負荷等を踏ま
え、国や関係機関と調整の上、検査の実施範
囲、人員体制、検査体制等を適時見直し

•新型インフルエンザ等に係る知見の収集、変
異株の状況分析、本庁や保健所等との情報共
有、民間検査機関等への技術支援等を通じ、
地域におけるサーベイランス機能を発揮

〇検査実施方針等の周知
•検査に関する国からの情報を都民及び関係機
関等に分かりやすく情報提供

⑩ 検査

都行動計画のポイント

15※破線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に未掲載



準備期 初動期 対応期

◆ 地域の感染状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、都民の生命及び健康を保護
◆ 都民への情報提供・共有、リスクコミュニケーションを適切に行い、地域の理解や協力を得ることが重要
◆ 平時から感染症対策連携協議会等の活用等を通じて主体的に対策を講ずる必要

〇人材の確保
•本庁等からの応援職員、ＩＨＥＡＴ（※）等、保健所
の感染症有事体制を構成する人材確保の準備

（※）感染症のまん延時等に地域の保健師等の専門職が保健所等

の業務を支援する仕組み

〇業務継続計画を含む体制の整備
•予防計画に定める保健所有事体制を毎年度確認
•保健所及び東京都健康安全研究センターの業務継続計
画を策定
〇研修・訓練を通じた人材育成・連携体制の構築
•地域の感染症対策に係る人材への研修・訓練を実施
〇多様な関係機関との連携体制の構築
•都及び保健所設置区市は、感染症対策連携協議会等を
活用し、平時から感染症指定医療機関、保健所、東京
都医師会等と意見交換や研修・訓練、必要な調整等を
通じ、連携を強化

•医療機関、医師会又は民間事業者への外部委託等を検
討しつつ、効率的に自宅療養者等の健康観察を実施す
る体制を整備
〇情報提供・共有、リスクコミュニケーション
•住民への情報提供・共有方法や相談体制の整備方法、
リスクコミュニケーションの在り方等について検討し、
平時から、有事にも速やかに感染症情報を住民に提供
するための体制を構築

〇有事体制への移行準備
•予防計画に基づく有事の保健所人員体
制を整備

•本庁からの応援職員の派遣、ＩＨＥＡ
Ｔ要員に対する応援要請等、交替要員
を含めた人員の確保に向けて準備

〇住民への情報発信・共有の開始
•発生国の帰国者等からの相談を受け、
感染症指定医療機関等を案内する相談
センターを速やかに整備し、周知

〇新型インフルエンザ等感染症等に係る
発生等の公表前に都内で感染が疑われる
者等が確認された場合の対応
•感染が疑われる者等が発生したことを
把握した場合、国やＪＩＨＳ等と連携
し、積極的疫学調査等を行う保健所を
支援

〇有事体制への移行
•保健所等の感染症有事体制を確立

〇主な対応業務の実施
•保健所設置区市を含む管内での円滑な入院調
整のため、必要に応じて入院調整本部の適時
設置、管内の入院調整の一元化、総合調整権
限・指示権限の行使

•保健所等において、準備期に整理した組織・
業務体制や役割分担等に基づき、相談対応、
積極的疫学調査等の感染症対応業務を円滑に
実施

〇感染状況に応じた取組
＜流行初期＞
•有事体制への速やかな移行や検査体制の拡充
に加え、職員の応援体制の構築やＩＣＴツー
ルの活用、業務一元化・外部委託等を通じた
業務効率化を推進

＜流行初期以降＞
•感染症の特徴や病原体の性状、感染状況等を
踏まえ、体制や対応の見直しを適宜実施

＜基本的な感染対策への移行期＞
•地域の実情も踏まえ、保健所等の体制を縮小
するとともに、都民に対する情報提供・共有
を実施

⑪ 保健
都行動計画のポイント

16※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



準備期 初動期～対応期

◆ 感染症対策物資等が医療機関等で十分に確保されるよう、平時から備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対策を実施
◆ 感染症対策物資等の需給状況の把握等のために必要な体制を整備
◆ 不足が懸念される場合等には、医療機関等で必要な感染症対策物資等が確保されるよう実行

〇感染症対策物資等の備蓄
•都行動計画に基づく、新型インフルエンザ等
対策の実施に必要な感染症対策物資等の備蓄
及び定期的な備蓄状況の確認

•都における個人防護具の備蓄（行政備蓄）を
推進

•消防機関への個人防護具の備蓄要請と支援

〇医療機関等の感染症対策物資等の備蓄等
•予防計画に基づく、医療措置協定締結医療機
関における個人防護具の備蓄等の推進及び定
期的な備蓄・配置状況の確認

•協定締結医療機関に対する個人防護具の保管
施設整備を支援

〇緊急物資運送等の体制整備
•指定（地方）公共機関等に緊急物資の流通や
運送等の体制整備を要請

＜初動期～対応期＞

〇感染症対策物資等の備蓄状況等の確認
•協定締結医療機関における個人防護具を始めとした感染症対策物資等の備蓄・配置状況の確
認を要請し、都内全体の状況を確認

•医療機関等は、医療提供に必要な感染症対策物資等について備蓄・配置状況を適切に確認し、
計画的な発注等により必要量を安定的に確保

〇不足物資の供給等適正化
•個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、調達困難等の理由に
より不足するおそれのある場合等には、行政備蓄から必要な個人防護具を供出

＜対応期＞

〇備蓄物資等の供給に関する相互協力
•必要な物資及び資材が不足する場合、関係各局、他地方公共団体等の関係機関との間で、物
資等の供給に関し互いに融通

〇緊急物資の運送等
•緊急の必要がある場合、運送事業者の指定（地方）公共機関に対し、感染症対策物資等の緊
急物資の運送を要請

〇物資の売渡しの要請等
•緊急事態措置の実施において必要な特定物資※の確保のための売渡しを、事業者に要請
（※特定物資：医薬品等の物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とするものが取り扱う物資）

都行動計画のポイント

⑫ 物資
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準備期 初動期 対応期

◆ 平時から、事業者や都民等に必要な準備を行うことを勧奨し、都民生活及び都民経済の安定を確保するための体制、環境を整備
◆ 有事には、都民生活及び都民経済の安定の確保に必要な対応をするとともに、支援について公平性に留意した上で効果的に実施

〇情報共有体制の整備
•所管する業界団体等の関係機関との連携や関
係部局間での連携のため、必要となる情報共
有体制を整備

〇支援実施に係る仕組みの整備
•新型インフルエンザ等発生時の支援の実施に
係る行政手続や支援金等の給付・交付等につ
いて、ＤＸを推進し、適切な仕組みを整備

〇事業継続に向けた準備
•事業者に対し、新型インフルエンザ等発生時
に、オンラインを組み合わせたハイブリッド
な会議等の活用やテレワーク等の人と人との
接触機会を低減できる取組が勧奨される可能
性のあることを周知し、対応準備を検討する
よう勧奨

•分散登校や、オンライン学習と対面学習とを
組み合わせたハイブリッドな学習形態等の工
夫により、教育及び学びの継続が可能となる
体制を整備

⑬ 都民生活・都民経済の安定の確保

都行動計画のポイント

〇事業継続に向けた準備等
•必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管理
の徹底、オンラインも組み合わせたハイブリッ
ドな会議等の活用、テレワークや時差出勤等の
感染拡大防止に必要な対策等の準備を要請

〇都民生活への配慮
•都立・都営施設での感染防止対策の段階的な実
施・準備や施設の利用縮小・休止の検討及び都
が実施するイベントでの感染防止対策の段階的
な実施・準備やイベントの中止・延期の検討

•区市町村に対し、高齢者や障害者等の要配慮者
への支援の準備を依頼

•区市町村に対し、ごみ処理等について、感染拡
大に備えた準備を依頼

〇生活関連物資等の安定供給に関する呼び掛け
•都民等に対し、生活関連物資等の購入に当たっ
ての消費者としての適切な行動を呼び掛け

•事業者に対し、生活関連物資等の価格が高騰し
ないよう、また買占め及び売惜しみ防止を要請

〇都民生活の安定の確保を対象とした対応
•生産、卸、小売団体、流通業者、運輸業者など、
食糧、生活必需品に関係する事業者に安定的な
供給を確保するよう要請

•まん延の防止に関する措置により生じ得る心身
への影響を考慮し、必要な施策を実施

•学校の使用の制限や臨時休業の要請等がなされ
た場合、必要に応じ、教育及び学びの継続に関
する取組等必要な支援を実施

•生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措
置の内容について、都民への迅速かつ的確な情
報共有に努め、必要に応じ、都民からの相談窓
口・情報収集窓口を充実

〇社会経済活動の安定の確保を対象とした対応

•まん延の防止に関する措置による事業者の経営
及び都民生活への影響を緩和し、都民生活及び
都民経済の安定を図るため、当該影響を受けた
事業者を支援するために必要な財政上の措置等
について、公平性にも留意し、効果的に実施

18※下線は資料「東京の特性を踏まえた対策のイメージ（抜粋）」に掲載



平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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（目的）
第一条　この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、か
つ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあること
に鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防
止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。）その他新型インフル
エンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフ
ルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目
的とする。
（定義）
第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　新型インフルエンザ等　感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症（第六条第二項第二号イにおいて単に「新型
インフルエンザ等感染症」という。）、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症（第十四条の報告に係るものに限る。）及び感染症
法第六条第九項に規定する新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。）をいう。

二　新型インフルエンザ等対策　第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定
により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が
最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定
により実施する措置をいう。

二の二　特定新型インフルエンザ等対策　新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定により実施す
る措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。

三　新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置　第三十一条の六第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条
第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に
及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。

四　新型インフルエンザ等緊急事態措置　第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時
から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康
を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地
方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
五　指定行政機関　次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ　内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並び
に国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関
ロ　内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十六条第一項並びに国家行政組織法第八
条に規定する機関
ハ　内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ　内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

六　指定地方行政機関　指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第四十三条及び第五十七条（宮内庁法第十八条第一項において準用
する場合を含む。）並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。）その他の国の地方行政機関で
政令で定めるものをいう。

七　指定公共機関　独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）、国
立健康危機管理研究機構、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品（医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。）、
医療機器（同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。）又は再生医療等製品（同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。
以下同じ。）の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

八　指定地方公共機関　都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸
送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社（地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号）第一条の地方道路公社をい
う。）その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に
規定する地方独立行政法人をいう。）のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府
県の知事が指定するものをいう。

（国、地方公共団体等の責務）
第三条　国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影
響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並
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びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態
勢を整備する責務を有する。
２　国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査及び研究を推進するよう努めるものとする。
３　国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、新型インフルエンザ等に
関する調査及び研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。
４　地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る
新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対
策を総合的に推進する責務を有する。
５　指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務につい
て、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
６　国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、相互に連携協力
し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
（事業者及び国民の責務）
第四条　事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力する
よう努めなければならない。

２　事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。
３　第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び
国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
（基本的人権の尊重）
第五条　国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が
加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
第二章　新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等

（政府行動計画の作成及び公表等）
第六条　政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（以下「政府行動計画」という。）
を定めるものとする。
２　政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
二　国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ　新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生
の状況、動向及び原因の情報収集
ロ　新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ハ　新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第九項に規定する政府現地対策本部による新型インフ
ルエンザ等対策の総合的な推進

ニ　検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ホ　医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ　生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置

三　第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
四　都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の
基準となるべき事項

五　新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
六　新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関す
る事項
七　前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
３　政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエ
ンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
４　内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
５　内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエン
ザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
６　内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければ
ならない。
７　政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関（以下「地方公共団体の長等」と
いう。）、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

８　第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
（都道府県行動計画）
第七条　都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（以下「都道
府県行動計画」という。）を作成するものとする。
２　都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一　当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二　都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ　新型インフルエンザ等の都道府県内における発生の状況、動向及び原因の情報収集並びに調査
ロ　新型インフルエンザ等に関する情報の市町村、指定地方公共機関、医療機関、事業者及び住民への適切な方法による提供
ハ　感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ　医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置
ホ　物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
三　市町村及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する市町村行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の
基準となるべき事項
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四　新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
五　新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
六　前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し都道府県知事が必要と認める事項

３　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経
験者の意見を聴かなければならない。
４　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共
団体の長の意見を聴かなければならない。
５　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、内閣総理大臣に報告しなければならない。
６　内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県行動計画について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、
必要な助言又は勧告をすることができる。
７　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及
び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。
８　都道府県知事は、都道府県行動計画を作成するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長（当該指定行政機関が合議制の機関
である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。）、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等、指定公共機関、指定地方公共機
関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

９　第三項から前項までの規定は、都道府県行動計画の変更について準用する。
（市町村行動計画）
第八条　市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（以下「市町村
行動計画」という。）を作成するものとする。
２　市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一　当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二　市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ　新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ　住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ハ　生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
三　新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
四　新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
五　前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長が必要と認める事項

３　市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の
長の意見を聴かなければならない。
４　市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならない。
５　都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な
助言又は勧告をすることができる。
６　市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
７　前条第三項及び第八項の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。
８　第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。
（指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画）
第九条　指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエ
ンザ等対策に関する業務計画（以下「業務計画」という。）を作成するものとする。
２　業務計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策の内容及び実施方法に関する事項
二　新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
三　新型インフルエンザ等対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
四　前三号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
３　指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機
関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事
に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必
要な助言をすることができる。

４　指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村
長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
５　第七条第八項の規定は、業務計画の作成について準用する。
６　前三項の規定は、業務計画の変更について準用する。
（物資及び資材の備蓄等）
第十条　指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関（第十二条及び第五
十一条において「指定行政機関の長等」という。）は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところ
により、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具（感染症法第五十三条の
十六第一項に規定する個人防護具をいう。第六十四条において同じ。）その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は
新型インフルエンザ等対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
（災害対策基本法の規定による備蓄との関係）
第十一条　前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第四十九条第一項の規定による
物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
（訓練）
第十二条　指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は
他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合において
は、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。

２　都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練
の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
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３　指定行政機関の長等は、第一項の訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。
（知識の普及等）
第十三条　国、地方公共団体及び国立健康危機管理研究機構は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及すると
ともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。

２　国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等（次に
掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。）及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、
又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこ
れらの者と同一の集団に属する者（以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。）の人権が尊重され、及び何人も差別
的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエン
ザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行う
ものとする。
一　新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二　新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三　前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

第三章　新型インフルエンザ等の発生時における措置
（新型インフルエンザ等の発生等に関する報告）
第十四条　厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行った
ときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他
の必要な情報の報告をしなければならない。
（政府対策本部の設置）
第十五条　内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法
第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、
内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部
（以下「政府対策本部」という。）を設置するものとする。
２　内閣総理大臣は、政府対策本部を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これ
を公示しなければならない。
（政府対策本部の組織）
第十六条　政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）とし、内閣総理大臣（内閣総理大
臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣）をもって充てる。
２　政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
３　政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長（以下この条及び第二十条第四項において「政府対策副本部長」という。）、新型
インフルエンザ等対策本部員（以下この条において「政府対策本部員」という。）その他の職員を置く。

４　政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
５　政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以
上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

６　政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在
のときは、そのあらかじめ指名する副大臣（内閣官房副長官を含む。）がその職務を代行することができる。

７　政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長（国務大臣を除く。）その他
の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

８　政府対策本部長は、必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席さ
せ、意見を述べさせることができる。
９　新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務
の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部（以下この条において「政府現地対策本部」という。）を置くことができ
る。この場合においては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

１０　政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、
当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

１１　政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長（次項及び第十三項において「政府現地対策本部長」という。）及び新
型インフルエンザ等現地対策本部員（同項において「政府現地対策本部員」という。）その他の職員を置く。

１２　政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
１３　政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対
策本部長が指名する者をもって充てる。
１４　第八項の規定は、政府現地対策本部について準用する。
（政府対策本部の所掌事務等）
第十七条　政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策
の総合的な推進に関すること。

二　第二十条第一項及び第三項（第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により政府対策本部長の権限
に属する事務
三　前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
２　政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
（基本的対処方針）
第十八条　政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針（以下「基本的対処方針」という。）
を定めるものとする。
２　基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二　当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三　新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
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３　政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
４　政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の
意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

５　前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
（指定行政機関の長の権限の委任）
第十九条　指定行政機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を
当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

２　指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
（政府対策本部長の権限）
第二十条　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基
づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方
行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関（以下「都道府県知事等」という。）並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都
道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。

２　前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策
に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

３　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわら
ず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に
必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任
された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究機構に対し、必要な指示
をすることができる。
４　政府対策本部長は、第一項又は前項（第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による権限の全部又は
一部を政府対策副本部長に委任することができる。
５　政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
（政府対策本部の廃止）
第二十一条　政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第
一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法
第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一
項の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
２　内閣総理大臣は、政府対策本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
（都道府県対策本部の設置及び所掌事務）
第二十二条　第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、
直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。
２　都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道
府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
（都道府県対策本部の組織）
第二十三条　都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。
２　都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者（道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。）をもって充て
る。
一　副知事
二　都道府県教育委員会の教育長
三　警視総監又は道府県警察本部長
四　特別区の消防長
五　前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者

３　都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
４　都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席さ
せることができる。
（都道府県対策本部長の権限）
第二十四条　都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認
めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型イン
フルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
２　前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関（第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。）又は関係指定公共
機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係
る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ること
ができる。
３　都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な
連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長（当該指定地方行政機関がないときは、
当該指定行政機関の長）又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。

４　都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型イン
フルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるとき
は、所要の総合調整を行わなければならない。
５　都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る
新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
６　都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道
府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

７　都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対
策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
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８　都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき
は、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請を
することができる。
９　都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき
は、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
（都道府県対策本部の廃止）
第二十五条　第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止する
ものとする。
（条例への委任）
第二十六条　第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条
例で定める。
（都道府県知事による代行）
第二十六条の二　市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった
と認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエン
ザ等対策の全部又は一部の実施を要請することができる。
２　都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市
町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。

３　都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
４　第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
（他の地方公共団体の長に対する応援の要求）
第二十六条の三　都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、
他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
２　市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対
し、応援を求めることができる。

３　前二項の応援に従事する者は、特定新型インフルエンザ等対策の実施については、当該応援を求めた都道府県知事又は市町村長の指揮
の下に行動するものとする。

第二十六条の四　市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、当該市
町村の属する都道府県の知事に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事は、正当な理由が
ない限り、応援を拒んではならない。
（事務の委託の手続の特例）
第二十六条の五　市町村は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、地方自治
法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長の権限に属
する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることができる。
（職員の派遣の要請）
第二十六条の六　都道府県知事又は市町村長は、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところによ
り、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することがで
きる。
２　市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経由してするものとする。ただし、
人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
（職員の派遣義務）
第二十六条の七　指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに特定指定地方公共機関（指定地方公共機関である
地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五
十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め（都道府県知事又は市町村長が特定新型インフル
エンザ等対策の実施のためにした求めに限る。）があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める
職員を派遣しなければならない。
（職員の身分取扱い）
第二十六条の八　災害対策基本法第三十二条の規定は、前条（第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に
より特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第
一項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。
（指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求）
第二十七条　指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため特に必要があると認めると
きは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を
求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正
当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
（住民に対する予防接種の対象者等）
第二十七条の二　政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定
が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重
要事項として、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。

２　前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命
及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。
（特定接種）
第二十八条　政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労
働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
一　医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労
働大臣の登録を受けているもの（第三項及び第四項において「登録事業者」という。）のこれらの業務に従事する者（厚生労働大臣の
定める基準に該当する者に限る。）並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。
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二　新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は
市町村の長に指示すること。

２　前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。
３　厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種（以下この条及び第三十一条第三項において「特定接種」という。）
及び第一項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登
録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
４　厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町
村長及び各省各庁の長（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。）に対して、労務又は
施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長
は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
５　厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法（第十二条第二項、第二十六条及び
第二十七条を除く。）の規定を適用する。この場合において、同法第七条、第八条、第九条の三及び第九条の四中「市町村長又は都道府
県知事」とあり、並びに同法第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第十五
条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種
等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県
又は市町村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。
６　都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法（第二十六条及び第二十七条を除
く。）の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「都道府県
知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、
「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接
種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。

７　市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法（第二十六条及び第二十七条を除く。）
の規定を適用する。この場合において、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「そ
の行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第二十五条第一項中「定期の予防接種につ
いては市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。
（停留を行うための施設の使用）
第二十九条　厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国（新型インフルエンザ等の発生した外国を
いう。以下この項において同じ。）における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、
検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）第十四条第一項第二号に掲げる措置（第五項及び次条第一項において「停留」という。）をされ
るべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港（同法第三条に規定する検疫港をい
う。第四項において同じ。）及び検疫飛行場（同法第三条に規定する検疫飛行場をいう。第四項において同じ。）のうち、発生国を発航
し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機（当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるもの
に限る。第四項及び次条第二項において「特定船舶等」という。）に係る検疫を行うべきもの（以下この条において「特定検疫港等」と
いう。）を定めることができる。

２　厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。
３　厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
４　検疫所長は、特定検疫港等以外の検疫港又は検疫飛行場に、特定船舶等が来航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するも
のとする。
５　特定検疫港等において検疫を行う検疫所長（第七十一条第一項において「特定検疫所長」という。）は、特定検疫港等において検疫を
されるべき者が増加し、検疫法第二十三条の三の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための施設の不足に
より停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診
療所若しくは感染症法第四十四条の三第二項若しくは第五十条の二第二項に規定する宿泊施設（特定検疫港等の周辺の区域であって、特
定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」
という。）の管理者が正当な理由がないのに検疫法第十六条第二項（同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項に
おいて同じ。）若しくは第三十四条の四第一項の規定による委託を受けず、若しくは同法第十六条第二項の同意をしないとき、又は当該
特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第三十四条の四第一項の規定による委託をできず、若しくは同法第十六条
第二項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第三十四条の四第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第二項若しくは第
三十四条の四第一項の規定による委託をせず、又は同法第十六条第二項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。

６　第二項及び第三項の規定は、特定検疫港等の変更について準用する。
（運航の制限の要請等）
第三十条　厚生労働大臣は、前条の規定による措置を講じても停留を行うことが著しく困難であると認められ、新型インフルエンザ等の病
原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、政府対策本部長に対し、その旨を報告しなけれ
ばならない。
２　政府対策本部長は、前項の規定による報告を踏まえ、新型インフルエンザ等の国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対す
る著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保し
つつ、特定船舶等の運航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。

３　政府対策本部長は、前項の規定による要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
（医療等の実施の要請等）
第三十一条　都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
（以下「患者等」という。）に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者
（以下「医療関係者」という。）に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請するこ
とができる。
２　厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労
働省令で定めるもの（以下「検体採取」という。）を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他
の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
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３　厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種又は特定接種（以下「予防接種等」という。）を行
うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必
要な協力の要請をすることができる。
４　医療関係者が正当な理由がないのに前三項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医
療、検体採取又は予防接種等（以下この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。）を行うため特に必要があ
ると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、
前三項の事項を書面で示さなければならない。
５　厚生労働大臣及び都道府県知事は、前各項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する
医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を
講じなければならない。

６　市町村長は、予防接種等を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項又は第四項の規定による要請又は指示を
行うよう求めることができる。
（歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等）
第三十一条の二　厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定による要請
又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為（以下「注射行為」という。）を行う医療
関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であると
きは、歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる。

２　歯科医師が、前項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三
号）第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、前項の場所及び期間において、診療の補助として検体採取又は注射行為を行
うことを業とすることができる。

３　前条第五項の規定は、第一項の規定により歯科医師に検体採取又は注射行為を行うことを要請する場合について準用する。
（診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等）
第三十一条の三　厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、第三十一条第三項の規定による要請又は同条第四項の規定
による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を
確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師（厚生労働省令で定める者に限る。次項第一号において同じ。）、臨床検査技師、
臨床工学技士（厚生労働省令で定める者に限る。次項第二号において同じ。）及び救急救命士（第三項及び第六十二条第三項において「診
療放射線技師等」と総称する。）に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができ
る。
２　次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、同項の
場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができる。
一　診療放射線技師　保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六
号）第二十六条第二項の規定

二　臨床検査技師及び臨床工学技士　保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定
三　救急救命士　保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第四十四条第
二項の規定

３　第三十一条第五項の規定は、第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要請する場合について準用する。
（臨時の医療施設等）
第三十一条の四　都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場
合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設（第四項において「医療施設」とい
う。）であって都道府県知事が臨時に開設するもの（以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。）において医
療を提供しなければならない。

２　都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこ
ととすることができる。
３　消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合に
おいて、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設
置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じな
ければならない。
４　建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法（平成十六年法律第百十
号）第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築
基準法第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用
する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第八十七条の三第一
項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部
が設置された」と、同法第八十五条第一項中「非常災害区域等（非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定す
るものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。）」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その
災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同法第
八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは「都道府県の区域内における医療」と、「建築物が」とあるのは「医
療施設が」と、同条第一項中「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」と
あるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発
生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から一月
以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。

５　医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
６　都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でな
い者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第
一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二
項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間（六月以内の期間に
限る。）に限り、同項の規定は、適用しない。
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７　前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都
道府県知事（診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長）に当該変更の内容を届け出なければならない。
（臨時の医療施設を開設するための土地等の使用）
第三十一条の五　都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資（以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項
において「土地等」という。）を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用
することができる。
第三章の二　新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等）
第三十一条の六　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政
令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。）が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民
経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延
防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生
した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一　新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二　新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三　当該事態の概要
２　前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
３　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域
を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公
示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

４　政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認
めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
５　政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項
として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

６　都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要
請することができる。
第三十一条の七　削除
（感染を防止するための協力要請等）
第三十一条の八　都道府県（その区域の全部又は一部が第三十一条の六第一項第二号に掲げる区域（以下この条において「重点区域」とい
う。）内にある都道府県に限る。）の知事（以下この条において「都道府県知事」という。）は、同項に規定する事態において、国民生活
及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めると
きは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域におい
て、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行
う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等の
まん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

２　都道府県知事は、第三十一条の六第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間
及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしない
ことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

３　第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚
大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要
があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

４　都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たって
は、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

５　都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
第四章　新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節　通則

（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等）
第三十二条　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大
な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態（以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。）
が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示（第五項及び第三十四条第一項にお
いて「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。）をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一　新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二　新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
三　新型インフルエンザ等緊急事態の概要
２　前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
３　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を
延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の
公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
４　前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
５　政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと
認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。）をし、
及び国会に報告するものとする。
６　政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該
公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
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（政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示）
第三十三条　新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあ
るのは、「指定公共機関」とする。
２　都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その
必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
（市町村対策本部の設置及び所掌事務）
第三十四条　新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対
策本部を設置しなければならない。
２　市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさど
る。
（市町村対策本部の組織）
第三十五条　市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。
２　市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
一　副市町村長
二　市町村教育委員会の教育長
三　当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長）
四　前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者
３　市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。
４　市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該市町村の職員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させるこ
とができる。
（市町村対策本部長の権限）
第三十六条　市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要がある
と認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができ
る。
２　市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機
関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策
本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
３　市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型イ
ンフルエンザ等緊急事態措置に関する第二十四条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。

４　市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る
新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。

５　市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に
係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

６　市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必
要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
７　市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認める
ときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすること
ができる。
（準用）
第三十七条　第二十五条及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。この場合において、第二十五条中「第二十一条第一
項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは「第三十二条第五項の公示がされた」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村
長」と、第二十六条中「第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは「第三十四条から第三十六条まで及び第三十七条に
おいて読み替えて準用する第二十五条」と、「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
（他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等）
第三十八条　その区域の全部若しくは一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村（以下「特定市町村」という。）又は特
定市町村の属する都道府県（以下「特定都道府県」という。）についての第二十六条の三から第二十六条の七までの規定の適用について
は、第二十六条の三の前の見出し及び第二十六条の五中「他の地方公共団体の長」とあるのは「他の地方公共団体の長等」と、第二十六
条の三第一項中「都道府県知事は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定都道府県の知事その他の執行機関（以下「特定都道府
県知事等」という。）は」と、「他の都道府県知事」とあるのは「他の都道府県知事等」と、同条第二項中「市町村長は」とあるのは「第
三十八条第一項に規定する特定市町村の長その他の執行機関（以下「特定市町村長等」という。）は」と、「他の市町村長」とあるのは
「他の市町村の長その他の執行機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「特定都道府県知事等又は特定市町村
長等」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理
の下にその職権を行うものとする」と、第二十六条の四から第二十六条の七までの規定中「市町村長」とあるのは「特定市町村長等」
と、第二十六条の四中「知事に」とあるのは「知事その他の執行機関に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」と、第二
十六条の五中「市町村は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定市町村は」と、第二十六条の六第一項及び第二十六条の七中
「都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事等」と、第二十六条の六第一項中「又は指定地方行政機関の長」とあるのは「若しくは
指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関である行政執行法人（独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行
法人をいう。）をいう。次条において同じ。）」と、「又は当該指定地方行政機関の職員」とあるのは「若しくは当該指定地方行政機関又は
当該特定指定公共機関の職員」と、同条第二項中「知事」とあるのは「知事その他の執行機関」と、第二十六条の七中「地方公共団体の
長並びに」とあるのは「地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び」とする。
２　その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により読み替
えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しな
ければならない。
第三十九条から第四十四条まで　削除
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第二節　まん延の防止に関する措置
（感染を防止するための協力要請等）
第四十五条　特定都道府県の知事（以下「特定都道府県知事」という。）は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエン
ザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、
当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知
事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことそ
の他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
２　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護
し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期
間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用さ
れるものに限る。）、興行場（興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項に規定する興行場をいう。）その他の政令で定め
る多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者（次項及び第七十二条第二項において「施設管理者
等」という。）に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要
請することができる。
３　施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延
を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に必要が
あると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

４　特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっ
ては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

５　特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
第四十六条　削除

第三節　医療等の提供体制の確保に関する措置
（医療等の確保）
第四十七条　病院その他の医療機関又は医薬品等製造販売業者（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十
二条第一項の許可（医薬品の製造販売業に係るものに限る。）又は同法第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の二十第一項の許可を
受けた者をいう。）、医薬品等製造業者（同法第十三条第一項の許可（医薬品の製造業に係るものに限る。）、同法第二十三条の二の三第一
項の登録又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者をいう。）若しくは医薬品等販売業者（同法第二十四条第一項の許可、同
法第三十九条第一項の許可（同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。）又は同法第四十条の五第一項の許可を受
けた者をいう。第五十四条第二項において同じ。）である指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態におい
て、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造若しくは販売を確保するた
め必要な措置を講じなければならない。
第四十八条　削除
（新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等の使用）
第四十九条　特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認
める場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに第三十一条の五の同意をしないとき、又は土地等の所有者若し
くは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特
に必要があると認めるときに限り、同条の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

第四節　国民生活及び国民経済の安定に関する措置
（物資及び資材の供給の要請）
第五十条　特定都道府県知事又は特定市町村の長（以下「特定市町村長」という。）は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型イ
ンフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅
速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、特定
市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができ
る。
（備蓄物資等の供給に関する相互協力）
第五十一条　指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力する
よう努めなければならない。
（電気及びガス並びに水の安定的な供給）
第五十二条　電気事業者（電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。）及びガス事
業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。）である指定公共機関及び指定地方公
共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、電気及びガスを安定的かつ適切に供
給するため必要な措置を講じなければならない。
２　水道事業者（水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第五項に規定する水道事業者をいう。）、水道用水供給事業者（同項に規
定する水道用水供給事業者をいう。）及び工業用水道事業者（工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第五項に規定す
る工業用水道事業者をいう。）である地方公共団体及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその都
道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければな
らない。
（運送、通信及び郵便等の確保）
第五十三条　運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で
定めるところにより、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。

２　電気通信事業者（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。）である指定公共
機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、
及び新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。

３　郵便事業を営む者及び一般信書便事業者（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規
定する一般信書便事業者をいう。）である指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれそ
の業務計画で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
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（緊急物資の運送等）
第五十四条　指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため
緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定
都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所及び期日を
示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資及び資材（第三項において「緊急物資」という。）の運送を要請するこ
とができる。
２　指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必
要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都
道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等
製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品
の配送を要請することができる。

３　指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長若しくは指
定地方行政機関の長又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当
該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の配送を行うべきことを指
示することができる。この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。
（物資の売渡しの要請等）
第五十五条　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等
緊急事態措置の実施に必要な物資（医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。）であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送
を業とする者が取り扱うもの（以下「特定物資」という。）について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができ
る。
２　特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急
事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。

３　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めると
きは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができ
る。
４　指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必
要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。
（埋葬及び火葬の特例等）
第五十六条　厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公
衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限
り、墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。

２　特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防
止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。

３　特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関
する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。
（新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等）
第五十七条　特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年法律第八十五号）第二条から第五条
まで及び第七条の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態（新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活及び国民経済
に甚大な影響を及ぼしている場合に限る。）について準用する。この場合において、同法第二条の見出し中「特定非常災害」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、同条第一項中「非常災害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受
けた者」と、「法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保
護、」とあるのは「法人の存立若しくは」と、「解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解
決」と、「特定非常災害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、「特定非常災害が」とあるのは「特定新型
インフルエンザ等緊急事態が」と、同項並びに同法第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第五項並びに第七条中「特定非常災
害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、同法第二条第二項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並
びに第七条中「特定非常災害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、同法第三条第一項及び第三項中「特定非常災
害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と読み替える
ものとする。
（金銭債務の支払猶予等）
第五十八条　内閣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく
停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散
中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払（賃金そ
の他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。）の延期及び権利の保
存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
２　災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。
（生活関連物資等の価格の安定等）
第五十九条　指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活
との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがある
ときは、政府行動計画、都道府県行動計画又は市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊
急措置に関する法律（昭和四十八年法律第四十八号）、国民生活安定緊急措置法（昭和四十八年法律第百二十一号）、物価統制令（昭和二
十一年勅令第百十八号）その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
（新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資）
第六十条　政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ
等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に
応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
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（通貨及び金融の安定）
第六十一条　日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金
融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置
を講じなければならない。
第五章　財政上の措置等

（損失補償等）
第六十二条　国及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の五、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項（同条第
一項に係る部分を除く。）の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

２　国及び都道府県は、第三十一条第一項から第三項までの規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対
する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

３　国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三第一項
の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

４　前三項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
（損害補償）
第六十三条　都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提
供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところによ
り、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

２　前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
（事業者に対する支援等）
第六十三条の二　国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及
び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の
措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策
に協力する病院その他の医療機関及び医療従事者に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
（医薬品等の譲渡等の特例）
第六十四条　厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認める
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具その他の物資及
び資材を無償又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。
（新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁）
第六十五条　法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その
他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
（特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁）
第六十六条　第二十六条の二第二項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合におい
て、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型インフルエンザ
等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、前条又は感染症法第五
十七条若しくは第五十八条（感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。）の規
定にかかわらず、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。
（他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁）
第六十七条　第二十六条の三第一項若しくは第二項又は第二十六条の四（これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村の
長その他の執行機関（次項において「市町村長等」という。）の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八
条の規定にかかわらず、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
２　前項の場合において、当該応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村長等の属する市町村が当該費用
を支弁するいとまがないときは、当該都道府県又は当該市町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対
し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
（市町村長が都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁）
第六十八条　都道府県は、都道府県知事が第三十一条の四第二項又は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する
事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。

２　都道府県知事は、第三十一条の四第二項若しくは第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市
町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該措置の実施に
要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。
（国等の負担）
第六十九条　国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項
まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ
当該各号に定める額を負担する。
一　当該費用の総額が、都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度（次号において「前会計年度」という。）における当該都道府
県の標準税収入（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）第二条第四項に規定する標準税収入をい
う。次号及び次条第二項各号において同じ。）の百分の二に相当する額以下の場合　当該費用の総額の百分の五十に相当する額

二　当該費用の総額が前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合　イからハまでに掲げる額の
合計額
イ　当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ　当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に
相当する額
ハ　当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額

（特別の交付金の交付）
第六十九条の二　国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該
都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとする。
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一　前条に規定する費用
二　感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第三項に規定する費用

２　前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額（次項及び第四項において「特別交付金交付額」という。）
は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定
める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
一　前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三（当該市町村にあ
っては、百分の一・五）までに相当する額については、百分の六十五
二　前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三（当該市町村にあっては、百分の一・五）を超える額に相当す
る額については、百分の八十五

３　特別交付金交付額は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額に応じ当該各
費用ごとに区分して、交付を行うものとする。この場合において、同項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は感染症法（これ
らの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。）の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなして、この法律又は感
染症法の規定を適用する。

４　特別交付金交付額の交付の時期その他第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
（国の財政上の措置等）
第七十条　国は、前二条に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁
する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
２　国は、前二条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために補助金又は交付
金の交付その他の必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
（起債の特例）
第七十条の二　政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び
国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担
に属するものについては、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本
部が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第五条の規定にかかわらず、地方債をもって
その財源とすることができる。

２　前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。
３　第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政
令で定める。

第五章の二　新型インフルエンザ等対策推進会議
（設置）
第七十条の二の二　新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議（以下「会議」という。）
を置く。
（所掌事務）
第七十条の三　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　第六条第五項又は第十八条第四項の規定により内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。
二　前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は政府対策
本部長に意見を述べること。

（組織）
第七十条の四　会議は、委員三十五人以内をもって組織する。
（委員）
第七十条の五　委員は、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
２　委員は、非常勤とする。
（議長）
第七十条の六　会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
２　議長は、会務を総理する。
３　議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
（事務）
第七十条の七　会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
（主任の大臣）
第七十条の八　会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
（資料の提出その他の協力）
第七十条の九　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、
説明その他必要な協力を求めることができる。
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼す
ることができる。
（政令への委任）
第七十条の十　この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章　雑則
（公用令書の交付）
第七十一条　第二十九条第五項、第四十九条並びに第五十五条第二項、第三項及び第四項（同条第一項に係る部分を除く。）の規定による
処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、
それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

２　災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
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（立入検査等）
第七十二条　都道府県知事は、第三十一条の八第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者に対
し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の
物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２　都道府県知事は、第四十五条第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、
必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務
の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

３　都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第三十一条の五若しくは第四十九条の規定により土地等を使用
し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の
保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該
特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。

４　都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させ
たときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資
の保管の状況を検査させることができる。
５　前各項の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじ
め、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
６　前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
７　第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（特別区についてのこの法律の適用）
第七十三条　この法律（第三十一条の四第七項を除く。）の適用については、特別区は、市とみなす。
（事務の区分）
第七十四条　この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務（都道府県警察が処理することとされているものを除
く。）は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
（政令への委任）
第七十五条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章　罰則
第七十六条　第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政
機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又
は三十万円以下の罰金に処する。

第七十七条　第七十二条第三項若しくは第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十九条　第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。
第八十条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一　第三十一条の八第三項の規定による命令に違反したとき。
二　第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
附　則　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（検討）
第二条　政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定に
ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附　則　（平成二五年三月三〇日法律第八号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
（政令への委任）
第十九条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成二五年六月一四日法律第四四号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規
定（「第六章　移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「第六章　移行型地方独立行政法人の設立に
伴う措置（第五十九条―第六十七条）第六章の二　特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置（第六十七条
の二―第六十七条の七）」に改める部分に限る。）、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に
一章を加える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、第四十条（森林法第七
十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建築基準
法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、
第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第
六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の次に二
条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の規定　平成二十六年四月一日
附　則　（平成二五年六月二一日法律第五四号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。
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（政令への委任）
第二十二条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成二五年一一月二七日法律第八四号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六
十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
（処分等の効力）
第百条　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、
手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正
後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
（罰則に関する経過措置）
第百一条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第百二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（平成二五年一二月一三日法律第一〇三号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　附則第十七条の規定　薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれ
か遅い日
附　則　（平成二六年六月一三日法律第六七号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行
の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定　公布の日
（処分等の効力）
第二十八条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処
分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」とい
う。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした
又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
（罰則に関する経過措置）
第二十九条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に
した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令等への委任）
第三十条　附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政
令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。

附　則　（平成二六年六月一八日法律第七二号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成二七年六月二四日法律第四七号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで　略
五　第二条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、
第二十一条、第二十二条（第六項を除く。）、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条（附則第二十四条第一項に係る部分に限る。）
、第二十八条（第五項を除く。）、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条（附則第二十二条第一項及び
第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び
第三十一条に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十一条（第四項を除く。）、第四十二条、第四十三条、第四十五条（第
四号から第六号までに係る部分に限る。）、第四十六条（附則第四十三条及び第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）
に係る部分に限る。）、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六
号）第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十
九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第四十五条第一項の改正規定（同項第二号
に係る部分に限る。）、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号（八）の改正規定、附則第八十七
条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法（昭和四十九年法律第七十九号）第二条第三号イの改正規定（「発電量調整供給」を「電
力量調整供給」に改める部分に限る。）並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定　公布の日から起算して二年六
月を超えない範囲内において政令で定める日
附　則　（平成三〇年六月二七日法律第六七号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（令和二年三月一三日法律第四号）
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附　則　（令和二年六月一二日法律第四九号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第一条中電気事業法目次の改正規定（「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三
条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。）、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、
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同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の
二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規
定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする
改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規
定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定（「第六十六
条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。）及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九
条から第十二条まで及び第二十八条の規定　公布の日
附　則　（令和二年一二月九日法律第七五号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年二月三日法律第五号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法目次
の改正規定（「第六章　雑則（第七十一条―第七十五条）」を「第五章の二　新型インフルエンザ等対策推進会議（第七十条の二―第七十
条の十）第六章　雑則（第七十一条―第七十五条）」に改める部分に限る。）、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正
規定及び同法第五章の次に一章を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
（新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置）
第二条　この法律の施行の際現に新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画、同法第七条第一項に規定す
る都道府県行動計画、同法第八条第一項に規定する市町村行動計画及び同法第九条第一項に規定する業務計画（以下この項において「行
動計画等」という。）に定められている第一条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「旧特措法」という。）
附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に関する事項（同条第三項の規定により行動計画等に定められているものと
みなされた事項を含む。）は、第一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「新特措法」という。）第二条第
一号に規定する新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。

２　旧特措法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る同条第二項の規定により読み替えられた旧特措法第十四条
の規定により行われた報告は、新特措法第十四条の規定により行われた報告とみなす。

３　この法律の施行の際現に設置されている旧特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部は、新特措法第十五条第一項の規定により設
置されているものとみなす。

４　この法律の施行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）前に旧特措法第三十二条第一項の規定によりされた同項に規
定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言（当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言について、施行日前に同条第三項の規定により同条
第一項第一号に掲げる期間が延長され、又は同項第二号に掲げる区域が変更された場合を含み、施行日前に同条第五項の規定により同項
に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた場合を除く。次項において単に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」とい
う。）は、新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなす。
５　前項の規定により新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなされる新型インフルエンザ等緊急事態宣言のうち、施行日
前に旧特措法第三十二条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長されたものについての新特措法第三十二条第四項の延
長する期間の算定については、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定による当該延長が行われる前の同条第一項第一号に掲げる期
間の最終日の翌日から起算するものとする。
６　第一項から第四項までに規定するもののほか、施行日前に実施された旧特措法第十八条第一項の規定による基本的対処方針の策定又は
変更、旧特措法第四十五条第一項又は第二項の規定による要請その他の旧特措法により実施された措置で、新特措法中相当する規定があ
るものは、新特措法により実施されたものとみなす。
７　新特措法第四十五条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項の規定による要請（前項の規定により新特措法により実施され
たものとみなされるものを除く。）について適用する。
８　施行日前に生じた事由に係る旧特措法第六十九条の規定による国、都道府県及び市町村の負担については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（令和三年五月一九日法律第三六号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
（処分等に関する経過措置）
第五十七条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法
令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行
後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規
定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
２　この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがある
もののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

３　この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施
行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後
は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
（命令の効力に関する経過措置）
第五十八条　旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別
段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家
行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
（罰則の適用に関する経過措置）
第五十九条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第六十条　附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経
過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（令和四年五月二〇日法律第四四号）　抄

17



（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
一　略
二　第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定　公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄

（施行期日）
１　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第五百九条の規定　公布の日
附　則　（令和四年一二月九日法律第九六号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第一条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の
五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の
医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から
第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、附則第二十四
条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の
三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定　公布の日

二及び三　略
四　第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに
附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）の項の改正規定並びに附則第
三十二条及び第三十三条の規定　公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（検討）
第二条　政府は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から
世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）の

り
罹患後症状

に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。
２　政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症（感染症法第六条第七項
に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。）への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定す
る他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

３　政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報（副反応に関する情報を含む。）の公表の在り方について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
４　政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各法律」とい
う。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。
（政令への委任）
第四十二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（令和五年四月二八日法律第一四号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日
から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規
定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十条の二を同法第七十条の二
の二とし、同法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。
（政令への委任）
第二条　この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（令和五年六月七日法律第四七号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、国立健康危機管理研究機構法（令和五年法律第四十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。た
だし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
第四条　この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第五条　前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（令和七年六月四日法律第五一号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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